
 



  



 

 

はじめに 

 

本市では、市政運営の基本となる第五次伊東市総合計画・第

十一次基本計画を令和３年３月に策定し、市民の皆様ととも

に全員参加でまちづくり施策に取り組んでまいりました。計

画がスタートしてから５年が経過する中で、世界中でまん延

した新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したこと

により、社会経済情勢や私たちの生活様式は大きく変化しま

した。その経験を踏まえ、多様化する働き方や暮らし方などを受容し、誰一人取り残さない

持続可能な社会の実現に向けた取組が必要になっています。また、全国的に地震や風水害な

どの自然災害が激甚化しており、切迫性が指摘される南海トラフ巨大地震をはじめ、これか

らも災害への備えを欠かすことはできません。 

このような状況において、これまでの取組に関する基本的な方向性を継承しつつ、従前の

基本計画に示した取組に対する評価や目標指標の検証を行う中で、私たちを取り巻く環境の

変化や新たな課題に対応するため、デジタル技術の活用、ゼロカーボンシティの実現などの

新たな視点を取り入れて取組内容を見直し、令和８（2026）年度からの５年間のまちづくり

の指針となる「第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画」を策定しました。 

本計画におきましては、「私たちが創り、育む 自然と共生し 安心と活力にあふれるまち 

いとう」をまちの将来像として、子どもから高齢者の方まですべての世代の方が希望を持ち、

誇れる伊東市を目指して、市民の皆様との対話と協働を更に深めるとともに、「やれない理由

を見つけるのではなく、やれる方法を探し出す」市政風土をより一層醸成し、本市の魅力を

最大限に生かしたまちづくりを着実かつ大胆に進めてまいります。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見をいただいた中学生や高校生、未来ビジョ

ン会議委員の方々を始めとする多くの市民の皆様、伊東市アドバイザーである陳内裕樹様、

活発な御審議をいただきました総合計画審議会委員の皆様に、厚く御礼申し上げますととも

に、今後とも円滑な計画の推進に向けて、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

令和８年３月 

伊東市長 杉本 憲也    
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伊東市民憲章 
 

わたくしたちの住む伊東は、「西に山、東に海、美しいかなこの岡、われらが里」と郷土の

生んだ詩人木下杢太郎によってうたわれたように恵まれた自然と、先人のたゆまぬ努力と

によって、発展してきました。 

わたくしたち伊東市民は、この自然と伝統の上にきずかれた国際観光温泉文化都市の

市民としての誇りをもって、わたくしたちの伊東を、より美しく、豊かで、住みよいまちにする

ために、市民の守るべき基本的な定めとして、ここに憲章を制定します。 

この憲章は、わたくしたち市民のひとりひとりが、まちを愛し人間を尊重する精神にたち、お

たがいのしあわせを願うという自覚のもとに、各自がその行動を規律しようとするものです。 

わたくしたち伊東市民は、 

 

一、文化を高め、教養を豊かにしましょう 
それは、わたくしたちが、伊東市民としての誇りをもち、文化都市をきずきたいからです。 

一、自然を愛し、清潔な環境をつくりましょう 
それは、わたくしたちのまちを住みよくし、美しい観光地にしたいからです。 

一、きまりを守り、良い風習を育てましょう 
それは、わたくしたちの生活を平和にし、秩序ある社会をつくりたいからです。 

一、おたがいに助け合い、親切をつくしましょう 
それは、わたくしたちが、おたがいのしあわせをねがい、不幸な人をなくしたいからです。 

一、元気で働き、楽しい家庭をつくりましょう 
それは、わたくしたちの生活を豊かにし、未来をになう子どもを立派に育てたいからです。 

 

昭和 42年（1967年）８月 10日制定 

 

市制施行 20 周年に当たり、各界代表者による制定委員会の方々の手によって策定さ

れた伊東市民憲章は、市民であることに誇りと責任を持ち、お互いに助け合い、励ましあう

ための合言葉となっています。 

 

  



伊東八景 写真で巡る伊東の名所 

①大室山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②城ヶ崎海岸  

お椀をふせたようなシルエット

が特徴的な大室山は、4,000

年前の噴火でできた標高 580

ｍの山頂に直径 300ｍのすり鉢

状の噴火口を持つ単性火山で

す。 

国指定の天然記念物に指定

されています。 

700 年余りの歴史を持つ伝

統行事「大室山山焼き」。山の

保全を目的として始めた行事が

今では伊東の春の風物詩として

定着しています。 

点火後 に 山 麓 か ら 標 高

580mの山頂まで真っ赤な炎が

駆け上がる様子は圧巻です。 

城ヶ崎海岸は、大室山が噴火

した際に溶岩が海に流れ出し、

海の侵食作用で削られてできた

海岸です。 

門脇つり橋は長さ 48ｍ、高さ

23ｍでスリル満点です。 
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2 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

第１節 計画策定の目的 

本市は、海、山を始めとする美しい自然や豊かな温泉、花木に恵まれた風光明媚なまちで

あり、先人のたゆまぬ努力により発展してきた国際観光温泉文化都市※です。 

本市を取り巻く環境は、近年の全国的な傾向と同様に、人口減少及び少子・高齢化の進行

並びに大規模化する自然災害の発生が危惧されるとともに、情報化社会の進展が進むなど大

きく変化しており、これらの変化に的確かつ迅速に対応していく持続可能で柔軟な市政運営

が求められております。 

また、伊東市が有する美しい自然や郷土の歴史文化等を守りつつ、これらかけがえのない

本市ならではの財産を生かし、市民と行政が知恵を出し合いながら新たなまちづくりを進め

ることにより、成長していくことが求められております。 

このような中、時代の変化を予測するとともに、高度化かつ多様化する市民の価値観やニ

ーズに適応した魅力的で住みよい伊東市の創造を目指し、市民、事業者及び行政が連携しつ

つ、計画的かつ戦略的にまちづくりを展開していくために、第五次伊東市総合計画を策定い

たしました。 

※ 国際観光温泉文化都市とは日本国憲法第 95 条に基づき、住民 投票による過半数の同意を 得て立法化された個

別の特別法で、国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市を 国際観光文化都市

という。本市では、伊東国際観光温泉文化都市建設法が制定されている。  

 

第２節 計画の役割 

総合計画は、本市のまちづくりの基本理念や将来都市像、それを実現するための政策・施

策を示すもので、いわば、市のまちづくりを進める「道しるべ」となるものです。 

主に次のような役割を果たします。 

 

  
❶まちづくりの指針 
全てのまちづくり活動の根拠となるものであり、市民・事業者など、様々な主体との共

通の活動指針としての役割を果たします。 

また、国・県などが本市に係る計画策定や事業を実施する際に、最大限尊重されるべき

指針としての役割を果たします。 

 

❷最上位計画としての指針 

市の最上位計画として、福祉、環境、観光、教育等の分野における個別計画を策定する

際の指針としての役割を果たします。 

❸行政経営の指針 
市財政の長期的展望を踏まえながら、行政の運営を管理ではなく経営と考え、成果と評

価に重点を置いた行政経営を進めていくための指針としての役割を果たします。 
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第３節 計画の構成及び期間 

第五次伊東市総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成しています。 

 

①基本構想 

伊東市におけるまちづくりの基本理念及び将来像を定めたものです。 

全体の計画期間は、10年間とします。 

②基本計画 

基本構想を実現するための行政活動の基本となる政策・施策を体系的に示すとと

もに、施策の方向性を定めたものです。 

計画期間は、前期・後期の各５年間とし、必要に応じて内容の見直しを行います。 

③実施計画 

実施計画は、基本計画に定めた施策を実現するための具体的な手段として、事業計

画を策定するものです。財政状況の変化等を勘案して毎年度見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の構成 

  



 

4 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

第４節 社会情勢の変化 

 

（１）自然災害の懸念と国土構造の変化 

近年は、全国で、地震、津波、噴火、台風、豪雨等の自然災害が多発しています。特に平

成 23年（2011年）の東日本大震災、平成 26年（2014年）の御嶽山噴火、平成 28年（2016

年）の熊本地震、平成 30年（2018年）の西日本豪雨災害、令和元年（2019 年）の台風第 15

号・第 19号、令和６年(2024 年)の能登半島地震等の被害は甚大で、現在も復興への取組が

進められており、今後も自然災害への備えを万全にしていく必要があります。 

また、人口減少の進行や生活様式の変化に伴って、荒廃農地や空き家等が増加しています。

特に所有者不明の土地が増えており、災害復旧や農地集約の障害になることが懸念されます。

自然災害に強い国土を構築するとともに、貴重な国土を、豊かな生活の実現のため有効に活

用していくことが重要です。 

一方、広域的な交通体系の整備が進み、国土構造が変化しつつあります。東京・名古屋・

大阪を結ぶリニア中央新幹線を始め、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）、新東名高速道路

（新御殿場インターチェンジ以東）、中部横断自動車道の整備が進められるとともに、本市

の周辺においては伊豆縦貫自動車道が整備されており、これらの交通基盤の整備が、伊豆半

島を始め県内各地の人や物の流れを変化させていくことが想定されます。 

 

（２）人口減少の進行 

日本の人口は、平成 20年（2008年）を境に減少局面に入りました。1970 年代後半から合

計特殊出生率が低下し、人口規模が長期的に維持される水準（2.07）を下回る状況が約 40年

間続いています。少子化がこのように進行しながら、長らく総人口が増加を続けてきた理由

に、第一次及び第二次ベビーブーム世代の影響で出生率の低下を補う出生数があったことと、

平均寿命の延びにより死亡数の増加が抑制されたことが挙げられています。この「人口貯金」

と呼ばれる状況が使い果たされ、今後、減少スピードが加速度的に高まっていくことが推測

されています。国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の「日本の将来推

計人口（令和５年の中位推計）」によれば、2020 年代初めは毎年 60 万人程度、2040 年代頃

には毎年 80万人程度まで、減少スピードが加速することになります。さらに、高齢化率（65

歳以上人口比率）の上昇は継続し、令和 47年（2065年）頃に 38.4％、すなわち 2.6 人に１

人が老年人口となると推計されています。 

また、総人口の減少スピード以上に、生産年齢人口の減少が早いスピードで進行すると予

測されており、経済規模を縮小させることにつながると危惧されています。  
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（３）持続可能な社会の実現に向けて 

平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットで、令和 12 年（2030 年）に向けて持続可能な

社会の実現を目指す「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、先進国を含

む国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）が平成 28 年（2016 年）１

月に発効されました。ＳＤＧｓでは、全ての国々に普遍的に適用される 17の目標に基づき、

誰も置き去りにせず、あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処

するための取組を進めることが、各国に求められています。日本も、全国務大臣を構成員と

するＳＤＧｓ推進本部を設置し、「持続可能で強靭
じん

、そして誰一人取り残さない、経済、社

会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」ことをビジョンとして掲げ、

「あらゆる人々の活躍の推進」や「省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会」

など８つの優先分野を柱として取組を進めることとしています。 

また、社会の成熟化に伴い、価値観やライフスタイルが多様化しており、豊かさや働き方

に対する考え方も変化し、心の豊かさを求める傾向が高まっています。誰もが自分らしく豊

かな暮らしを実現できる社会を実現することが求められており、ダイバーシティ（多様性）

やソーシャルインクルージョン（社会的包摂）などの言葉が注目されるように、多様性を認

め尊重し合う社会の実現に向けた機運が高まっています。 

 

（４）資源・エネルギー問題の深刻化 

世界人口の継続的な拡大が予測される中で、我が国では石油、石炭、天然ガス等のエネル

ギー資源の多くを海外に依存しており、長期的視点から対応を図る必要があります。また、

これらの化石燃料からエネルギーを得る行為は、温室効果ガスを大量に発生させ、地球温暖

化の最大の要因と考えられています。 

このような背景から、平成 27年（2015 年）に、加盟国の全てに、温室効果ガス排出削減

目標を５年ごとに提出・更新することを義務付けるという画期的なパリ協定が採択されまし

た。 

我が国においても平成 25年度（2013 年度）比で、令和 17年度（2035 年度）までに 60％

削減、令和 22年度（2040 年度）までに 73％削減という高い中期目標を掲げて取組を強化し

ており、全国的に太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用が推進されています。 

しかし、一方で、再生可能エネルギーについては、防災上の問題、景観への影響、将来の

設備廃棄等に対する地域の懸念、また、安定して十分な発電量を得ることができない可能性

等もあり、クリーンで環境負荷の少ない持続可能なエネルギー体系の形成が課題となってい

ます。  



 

6 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

（５）交流人口の拡大 

訪日外国人観光客（インバウンド）が急激に増加しています。平成 12年（2000 年）の訪

日外国人旅行者数は 476 万人でしたが、その後急激に拡大し、平成 25 年（2013 年）には

1,000 万人を超え、平成 27 年（2015 年）には 1,974 万人となり、出国日本人数 1,621 万人

を逆転しました。平成 28 年（2016 年）には 2,404 万人、平成 30 年（2018 年）は 3,119 万

人と 3,000 万人の大台を超え、令和元年（2019 年）は 3,188 万人と、拡大傾向にありまし

た。令和２年（2020 年）の COVID-19（新型コロナウイルス感染症）感染拡大時には、人の移

動が制限されたことから、本市を含む全国の観光地では観光客が激減したものの、令和６年

（2024 年）の訪日外国人旅行者数は 3,687 万人と、COVID-19 感染拡大以前よりも増加して

います。 

外国人観光客、特に個人旅行者が増加する中で、従来のいわゆる観光地だけでなく、日本

の伝統文化や食事、暮らしなどを体験できるツアーの人気が高まり、日本文化の魅力の見直

しや再発見が進むとともに、観光需要を地域経済の活性化に結びつける取組が全国各地で行

われています。 

また、COVID-19 感染拡大以降、テレワークを活用して観光地等の職場以外で仕事をする

「ワーケーション」や、居住地から近場の地域で観光を楽しむ「マイクロツーリズム」等、

新たな観光形態が普及し始めています。 

 

（６）テクノロジーの急激な進展 

インターネットやスマートフォンの登場により、誰もが簡単に情報共有や分析が可能とな

った情報社会（Society4.0）から、ＩоＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）などのデジタ

ルを活用した技術革新の急激に進展する新たな社会「Society5.0」へと、私たちの社会や生

活は大きく変化しようとしています。 

Society5.0で実現する社会は、ＩоＴ（Internet of Things）で全ての人とモノがつなが

る中で、様々な知識や情報の共有が図られるとともに、今までにない新たな価値を創出する

ことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能（ＡＩ）により、必要な時に必

要な情報が提供されるようになり、ロボットや自動運転などの技術で、少子高齢化を始め、

地方の過疎化、貧富の格差等の課題解決が期待されるなど、社会の変革（イノベーション）

を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あ

える社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。 

一方、現在の職業の多くが将来的には機械やコンピュータに代替されることが予測されま

す。技術革新が社会に大きな変化をもたらすことが想定され、新たな社会ルールを構築して

いくことが必要となります。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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第５節 まちづくりの課題 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画の策定に当たっては、本市を取り巻く社会情勢

の変化を踏まえつつ、本市の人口動向、社会条件、自然条件等を把握するとともに、市民満

足度調査※１、未来ビジョン会議※２、地域タウンミーティング※３等を実施してきました。 

これらの結果を踏まえた本市のまちづくりの課題は次のとおりです。 

 

※１  市民満足度調査とは、 18 歳以上の市民の中から 2,000 人を無作為に抽出し て行う 、市の取組に対する満足

度や重要度等に関する調査のこと。  

※２  未来ビジョン会議とは、 20 代～40 代を中心に、若い世代による新たな視点からの意見やアイデア などを政

策の形成や推進に反映させるため、商工・農水産業、教育、文化、観光、福祉、スポーツ団体など多岐にわ

たる分野に所属する男女 （ 20 人程度） がテーマに沿って協議・検討するとともに、市長と直接意見交換等

を行うこと を目的に実施する会議のこと。  

※３  地域タウンミーティングとは、 世論の動向を正しく把握するとともに、市政に反映させることで、市民主体

のまちづくりの推進や地域の課題解決を図ることを目的に実施する市内各地区の皆様とのミーティングの

こと。  

 

（１）安全で安心して暮らせるまちづくりが求められます 

魅力的で住み良いまちづくりには、生活環境の向上が不可欠です。生活環境の向上のため

には、市民ニーズが多様化する中、消防・救急体制、防犯対策、防災のまちづくり、消費生

活及び住民相談の支援といった様々な分野での対応が必要となっています。 

特に東日本大震災以降、豪雨や台風による多くの災害が全国で発生していることから、防

災・減災への市民意識は高まっており、建築物、構造物の耐震化の向上だけでなく、環境保

全と防災を踏まえた開発、森林管理等による土砂災害の防止、空き家等や道路周辺への樹木

の繁茂や倒木など日常の安全確保とともに災害復旧の障害となる恐れのあるものに対して

の平時からの対策等が求められています。 

さらに、多様なニーズに対応した避難所の運営、自らが自分の命を守るための実践的な避

難訓練の実施など具体的な対応が求められています。 

また、市民が安心して生活するために、消防体制の充実と増加する救急、救助需要に対応

し、救命率を向上させるための高度な体制整備と市民、事業者、行政が一体となった防犯体

制の確立が求められています。 

さらに、令和２年（2020 年）に世界的に拡大した COVID-19等の感染症を始め、想定外の

事象に対し、迅速かつ的確に対応できる体制の構築も求められています。 
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（２）人口減少・少子高齢化時代に対応したまちづくりが求められます 

全国的な人口減少・少子高齢化の傾向は、本市においても同様であり、国立社会保障・人

口問題研究所（社人研）の推計によると、令和 27年（2045年）には、総人口は 47,590 人、

高齢化率は 56.5％に達し、２人に１人は高齢者になると予測されています。 

生産年齢人口の減少と経済規模の縮小は、多様な分野において大きな影響を及ぼすことが

懸念されており、広い視点から移住定住者の確保方策の推進、あるいは本市の将来を担う子

どもを安心して生み育てることができる環境づくりの推進とともに、デジタル変革（ＤＸ）

の取組を積極的に推進することにより、人口減少時代に対応したまちづくりを推進する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）心身ともに健やかに暮らせるまちづくりが求められます 

生涯を通して健康で幸せに暮らすためには、健康でいたいと願う市民の意識とそれを支え

る社会の環境が大切です。 

市民満足度調査によると、日常生活全体における幸福感を判断する際に重視した事項とし

て、「健康状況」が高い割合となっています。また、国民健康保険加入者の医療機関別受診状
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況を見ると、入院患者の半数以上が市外の医療機関を利用していることや、人口 10 万人当

たりの病院病床数及び医師数が、全国及び県の平均を大きく下回っていることなどから、医

療を充実していくことが求められます。 

人口に対する病院・病床・医師数 

 
伊東市 伊東市 静岡県 全国 

実数 人口 10万人対 

病院数 1 1.5 4.7 6.4 

病床数 250 381.7 986.9 1163.4 

医師数 121.1 184.8 263.7 309.2 

資料：地域医療情報システム（2025 年 4 月） ※人口は 2020 国勢調査総人口で算出   

また、福祉分野においては、団塊の世代の高齢化により介護サービス利用者数は増加傾向

にありますが、さらにその先にある人口減少に対応した施設整備が望まれます。 

少子高齢化が進行していることにより、保健・医療・健康づくりや各種福祉施策の充実、

社会保障制度の周知は、今後ますます重要な課題となることから、市民が地域社会の中で健

やかな暮らしを送ることができるよう必要な施策の推進が求められます。 

 

（４）個性豊かな人づくりと生きがいを感じられるまちづくりが求められます 

持続可能な社会を目指すためには、個性豊かな人材の育成が重要です。 

次代を担う子どもたちの健やかな成長を目指すとともに児童生徒の生きる力を育むため、

本市では、質の高い学校教育の推進に努めています。また、家庭、地域社会が連携しながら、

確かな学力と学ぶ意欲の向上、豊かな心の成長の支援など、魅力ある学校づくりに更に努め

ていく必要があります。 

さらには、「Society5.0」時代を生きぬく子どもたちの情報活用能力の育成を図るため、

ＩＣＴ環境の整備及び活用を推進し、学習活動の充実に努めるとともに、共生社会の形成に

向け、障がいのあるなしにかかわらず全ての子どもたちがともに学ぶインクルーシブ教育を

推進する必要があります。 

そのためには、学校運営に関するビジョンの明確化、教育内容と指導方法の改善・充実等

を図ることが求められています。 

また、市民の誰もがいつまでも生きがいを感じながら、心豊かに日々を楽しむことができ

るように、今後も、市民が学びや文化・スポーツ活動を行う自主性を尊重し、ライフステー

ジに応じた様々な学習機会や生涯スポーツ活動の場を提供するほか、施設等のハード面の充

実に努めるとともに、文化活動に係る環境の醸成に努め、誇り高く充実した人生を歩むこと

ができるよう支援することが求められています。 
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（５）良好な自然環境と生活環境が広がるまちづくりが求められます 

本市は、市域の約 45％が「富士箱根伊豆国立公園」に指定される風光明媚な地域で、伊東

八景※を始めとする景勝地があるとともに、豊かな緑と花と相模湾に囲まれた、自然環境に

恵まれたまちです。 

しかし、近年、森林の減少や未整備森林の増加、海岸環境の悪化などが生じてきています。

本市の水と緑の豊かな自然環境と美しい自然景観は、先人が築き上げ、守り続けてきたかけ

がえのない「郷土の宝」であり、市民共通の財産として、後世に継承するために必要な対策

を推進します。また、本市においては、令和 32年（2050年）までに二酸化炭素の排出量を

実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを宣言（伊東市「ゼロカーボン

シティ」宣言）していることから、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等の

身近な生活環境に関する問題について、市民、事業者及び滞在者が一体となり、適切な対応

を継続的に行うことが求められます。 

※ 伊東八景とは、 本市の数ある景勝地の中から指定された代表 的な景勝地のこと。 大室山、小室山、城ヶ崎海

岸、松川、汐吹海岸、一碧湖、オレンジビーチ 及び巣雲山が指定されている 。  

 

 

 

 

 

 

 

（６）社会情勢の変化に対応した計画的で魅力あるまちづくりが求められます 

少子化を背景とした本格的な人口減少社会を迎え、都市構造の変化が予測されており、特

に市街地では空き家や空き地が増加し、低密度になる都市のスポンジ化が懸念されています。 

今後は、必要な都市基盤の整備や、その長寿命化施策とともに、適切な維持管理を進めつ

つ、地域特性を踏まえて都市機能や生活機能を集約した魅力的な市街地や地域拠点を形成す

ることに加え、既存集落のコミュニティと良好な住環境を維持していくことが求められます。 

さらに、公共交通の利便性の向上を推進し、拠点と拠点をつなぐネットワークの形成を図

り、誰一人取り残されない快適で魅力あるまちづくりを進める必要があります。 

（７）観光を軸とした活力ある産業を創造するまちづくりが求められます 

本市は、古くから伊東八景を始めとする景勝地や、北里柴三郎、東郷平八郎などの著名人

から愛された温泉保養地を軸として、観光が基幹産業でありました。また、徳川家康の外交

顧問の英国人ウィリアム・アダムスが日本初の洋式帆船を松川河口で建造した歴史から、国
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資料：伊東市統計書 
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伊東市の経営耕地面積と農家数の推移

田 畑 樹園地 農家数

際交流の礎が築かれてきました。 

本市の観光交流客数（宿泊客数と観光レクリエーション客数の合計）は、1,100 万人ほど

を維持していました。COVID-19感染拡大以降は、600万人ほどまで落ち込みましたが、現在

は 900万人ほどまで回復しています。

県内では、静岡市と浜松市、御殿場市

に次いで４番目に観光交流客数が多

いです。 

しかしながら、現在は、観光ニーズ

の多様化、情報収集手段の変化等によ

り、国内外の観光地間競争が激化して

おり、本市固有のブランド価値を確立

していくことが求められています。 

商業、工業は、年間商品販売額や製

造品出荷額が減少傾向にあり、停滞感

があることから、産業振興方策を展開

するとともに、雇用の場を確保することが求められます。また、基幹産業である観光を基軸

として、各産業の連携による相乗効果の発揮を図ることも重要です。 

農業においては、近年、総農家数、経営耕地面積ともに減少しており、人口減少・少子高

齢化が進行している中、地産地消や６次産業化、観光産業との連携などに取り組み、担い手

の育成や確保を図ることが必要です。 

林業については、本市は面積の 50％以上が森林であるものの、管理が行き届いていない森

林が多く、土砂災害等の一因となっていることから、森林環境を整備することで、地域経済

の活性化を図るとともに土砂災害等の発生リスクを低減させるなど、林業の振興及び森林環

境保全に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県観光交流の動向 
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漁業については、平成 26年度（2014 年度）以降、漁獲量と漁獲高は減少傾向でしたが、

令和３年度（2021年度）以降は増加しています。しかし、漁業経営体数は減少傾向であり、

特に近年は減少率が高い傾向です。相模湾に面する本市にとって、漁業は重要な産業である

とともに、飲食や土産としても海産物等は観光資源として直結するものであることから、漁

業の活性化についての対応が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）心がふれあう地域社会があるまちづくりが求められます 

本市では、地域活動の単位として町内会が設置され、地域における自主的な住民自治の推

進、行政運営の円滑化等の大きな役割を担っているものの、近年は人口減少や少子高齢化、

あるいは核家族化や個々人の価値観の多様化が進み、地域の連帯感や共同体意識の低下を招

いています。 

今後の良好な地域づくりに向けて、町内会での様々な活動を支援するとともに、地域活動

に関する情報や活動機会の提供を図ることが求められています。また、移住者の暮らしやす

い環境づくり、男女共同参画社会の実現、青少年が地域とともに健やかに育つことができる

環境の整備のほか、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができる環境や

多様性が尊重される環境の整備など、全ての人が大切にされる地域社会を作ることが必要で

す。 
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（９）みんなが役割と責務を自覚するとともに、 

実効性の高い行政経営が求められます 

⑴から⑻までに挙げた課題を克服するためには、自分のことは自分で行うという自助の精

神と、お互いに助け合うという共助の精神をもって、市民自らが主体的に行動すること、ま

た、それでも解決できない場合には行政が支援するという公助の精神をみんなが理解し、実

践していくこと、つまり、市民、事業者、行政がそれぞれの役割と責務を自覚し、一体とな

って、協働のまちづくりを推進することが重要です。 

さらに、行政においては現場の実情に基づいた実効性の高い施策の立案と長期的な展望に

立った計画的で生産性の高い行政経営が求められるとともに、多様化・高度化する諸課題の

解決に向け、市域を越えた取組も求められます。 

 

（10）全ての人がデジタルの恩恵を受けることができる環境整備が求められます 

本市では、市民の満足度及び幸福度の更なる向上を図るとともに、人口減少が進む中にお

いても、産業の発展や持続可能な行政運営を目指すことを目的として、「市民サービス」「行

政運営」「地域経済の活性化」において、市民ファーストのデジタル化に取り組むことを示

した「伊東市デジタルファースト宣言」を表明しました。 

防災や教育、福祉や地方創生等、あらゆる分野においてデジタル技術の活用を図ることに

加えて、子どもから高齢者まで、誰もがデジタル技術を活用できるよう、市民一人一人に寄

り添った支援を強化することにより、質の高い市民サービスを提供し、生活利便性や市民幸

福度（Well-being）を向上させることが求められます。 
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伊東八景 写真で巡る伊東の名所 

③松川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④一碧湖 

 

 

 

 

伊東の中心を流れる松川。遊

歩道は岡橋から河口まで全長約

１km 続き、桜や柳などの樹木が

植えられた敷石の歩道を湯の街

情緒を楽しみながら歩くことがで

きます。 

竹でできた灯篭“竹あかり”を

点灯させ、伊東市街地を統一し

た和の雰囲気で演出していま

す。 

松川遊歩道（約７００ｍ）、音無

神社及びＪＲ伊東駅前ロータリー

内に約５００本の竹あかりを常時

設置しています。 

「伊豆の瞳」と呼ばれ、周囲４

km のひょうたん型の景観の美し

い湖です。湖面に映る天城連山

は、春には桜、秋には紅葉と四季

折々の趣きを見せます。 

 

（紅葉見頃） 

11月中旬～12月中旬 
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 第１節 まちの将来像を考える上での大切な考え方（基本理念） 

本市におけるまちの将来像を検討するに当たり、特に大切にしたい考え方を次のように定

めます。 

また、この考え方は、まちづくりを進める際にも大切な考え方として捉えていきます。 

 

 

①誰もが安全・安心して過ごせるまちづくりを進める 

市民一人一人が住み慣れた地域の中で、安全で安心して心豊かな生涯を過ごせる、また、

本市への移住者及び観光客が安心して過ごすことができるまちづくりを進めます。 

 

②市民の知を結集し、全員参加でまちづくりを進める 

本市のまちづくりの課題や市民ニーズは多様化していることから、市民、事業者及び行

政、それぞれが知を結集し、まちづくりに取り組む多様な主体が連携する仕組みを構築す

ることが求められます。市民が積極的に参画できる社会を構築するとともに、市民の創意

工夫による活動を促進することにより、市民が持てる力を最大限に発揮し、想いを形にで

きる全員参加のまちづくりを進めます。 

 

③地域の誇りである資源を保全し、磨き上げ、魅力的なまちづくりを進める 

本市は、青い海や緑の山などの自然環境や火山の恩恵でもある湯量豊富な温泉など、豊

かで多様な地域資源に恵まれています。地域の誇りであるこれら資源を保全するとともに

磨き上げることで魅力的なまちづくりを進めます。 

 

④こころ豊かな人を育む 

社会情勢の変化が激しく、新たな時代に対応したまちづくりを進めるためには、“市民

力”が重要になります。心と身体の健康づくり、互いを尊重し思いやりの心を醸成する教

育等の実施により、健康で心豊かな市民を育むとともに、観光都市として本市を訪れる全

ての方に笑顔を提供できるようおもてなしの心の醸成に努めます。 

 

⑤多様なつながりと交流をまちづくりに生かす 

住民と移住者との交流、市民の世代間交流、国際交流等、人と人、あるいは周辺市町や姉

妹都市とのつながりと交流その他の多様なつながりと交流を生み出し、それらを育み、多

様性を受け入れる土壌を醸成し、本市のまちづくりに生かしていきます。 
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⑥新しい時代に対応した持続可能なまちづくりを進める 

Society5.0 の到来やＳＤＧｓの取組、人生 100 年時代構想等、我が国は新たな時代に突

入しようとしています。デジタルの力を活用するとともに、自然環境や歴史文化等の本市

ならではの魅力を守り、生かしながら、新たな時代に対応したまちづくりを展開します。 
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 第２節 まちの将来像 

まちづくりを進めるための考え方を踏まえ、伊東市が目指す将来像を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

本市の持つ恵まれた自然景観や温泉を始めとした観光資源、また、文化財や郷土芸能を始

めとした歴史文化資源等は、かけがえのない大切な地域資源です。 

私たち伊東市民は、観光客や移住者等の様々な考え方を受け入れながら、これらの地域資

源を生かし、自ら伊東を創り、育むとともに、誰もが安心して過ごすことができ、活力にあ

ふれるまちを目指します。 

市外に住む人からは、「行ってみたい、住んでみたい」、市民には「住んでいたい」と感じて

もらえるまちづくりを、全員参加で取り組んでいきます。 
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まちの将来像のイメージ 
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社人研による伊東市の将来推計人口

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

 第３節 将来人口 

 

（１）将来推計人口 

社人研では、伊東市の将来人口は減少し続け、令和 12 年（2030 年）には 58,442 人、令和

27 年（2045年）に 47,590 人、令和 32年（2050年）には 43,974 人まで減少することが推計

されます。また、令和 12 年（2030 年）には老年人口（65歳以上）の割合が生産年齢人口（15

～64歳）の割合を上回ると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 

2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 

65 歳以上 
人 27,965 28,137 27,585 27,673 28,023 26,889 25,138 

％ 43.5% 45.3% 47.2% 50.5% 54.7% 56.5% 57.2% 

15～64 歳 
人 30,839 29,606 27,260 23,919 20,131 17,904 16,394 

％ 48.0% 47.7% 46.6% 43.6% 39.3% 37.6% 37.3% 

0～14歳 
人 5,503 4,341 3,597 3,232 3,059 2,797 2,442 

％ 8.6% 7.0% 6.2% 5.9% 6.0% 5.9% 5.6% 

不詳 1,184 ― ― ― ― ― ― 

不詳を除く 64,307 62,084 58,442 54,824 51,213 47,590 43,974 

合計（人） 65,491 62,084 58,442 54,824 51,213 47,590 43,974 

※年齢別構成比率の値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％とならない場合がある。 

※基準年は、令和２年 10月 1日現在の国勢調査人口  
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（２）将来目標人口 

伊東市は、本格的な人口減少社会が到来する中、まちの将来像である「私たちが創り、育

む 自然と共生し 安心と活力にあふれるまち いとう」を実現するために、将来推計人口

の結果を踏まえ、令和 12 年（2030 年）における目標人口を 60,000 人と設定します。 

また、将来の人口構成についても目標値として設定します。 

 

■目標人口 

 令和 12年（2030 年） 

0～14歳 4,050 人（6.75％） 

15～64歳 28,420 人（47.37％） 

65 歳以上 27,530 人（45.88％） 

総人口 60,000 人 
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伊東八景 写真で巡る伊東の名所 

⑤オレンジビーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥汐吹海岸 

 

 

 

 

 

海岸遊歩道が整備され、フェ

ニックスのゆれる南国ムード漂う

ビーチです。温泉街にも近く、水

着のまま出かけて戻ってから温

泉にゆっくりとひたれます。 

按針祭（８月８日～１０日）の

フィナーレを飾る海の花火大会

では、約 10,000発の花火が海

上 5 ヶ所から同時に打ち上げら

れて伊東の夜空を華やかに彩り

ます。 

伊東港から川奈港へ向かう

途中にある、沖に手石島を望む

汐吹海岸。１番の見どころは汐

吹岩で、汐の干満によって洞穴

から潮が吹き上がります。 
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第１節 第十二次基本計画について 
 

（１）基本計画構成 

第十二次基本計画は、第五次伊東市総合計画基本構想における将来像を実現するための基

本計画として策定し、まちづくりの基本方向を示す政策目標と、それを具体化するための施

策を体系的に示すとともに、施策が目指す姿や課題、取組方針などをまとめたものです。 

基本計画は、次のように構成しています。 

 

 

 

 

  

①政策目標 

基本構想における将来像を実現するため、本市が目指すまちづくりの方向性や考え

方を示します。 

②施策 

政策目標を実現するために、本市が取り組む具体的な内容とともに、施策の達成度

を図る目標数値を示します。 

③構想の推進 

総合計画に基づくまちづくりを進めていくに当たり、行政としての基本的な姿勢を

示します。 



 

25 

第五次伊東市総合計画 
第十二次基本計画 
2 0 2 6  ➡  2 0 3 0 

序 

論 

 

基 

本 

構 

想 

 

基 

本 

計 

画 

 

（２）ＳＤＧｓとの連動 

日本政府は、平成 28 年（2016 年）12 月に策定した「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実

施指針」の中で、国として注力すべき８つの優先課題を掲げるとともに、各自治体に対し、

各種計画や戦略、方針の策定等にＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しています。 

本市においては、総合計画で取り組む方向性は、国際社会全体の開発目標であるＳＤＧｓ

の目指す 17 の目標とスケールは違うものの、その目指すべき方向性は同様であることから、

総合計画の推進を図ることで、ＳＤＧｓの目標達成につながるものであると考えます。 

基本計画の各施策に、ＳＤＧｓの目指す 17 のゴールを関連付けることで、総合計画、ＳＤ

Ｇｓを一体的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十二次基本計画に示す政策目標と施策については、ＳＤＧｓにおける 17 のゴールとの関

係性を明確にして整理します。 
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なお、ＳＤＧｓの 17 のゴールの内容は次のとおりです。 

 
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

 すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを 

確保する 

 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び 

イノベーションの推進を図る 

 国内及び各国家間の不平等を是正する 

 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 持続可能な生産消費形態を確保する 

 
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ

の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス

を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化

する 
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（３）政策目標ごとに掲げる各施策の推進に当たっての横断的な視点 

政策目標ごとに掲げる各施策の推進に当たっては、「基本的な方針」や「目標」を念頭にし

つつ、全ての施策に共通する横断的な視点として以下の点に留意します。 

 

①Society5.0実現に向けたデジタルトランスフォーメーション推進の視点 

少子高齢化や人口減少、貧富の格差などの課題を解決し、希望の持てる社会、世代を超

えて互いに尊重し合い、一人一人が快適で活躍できるまちを構築するために、Society5.0

実現を目指すことが必要です。 

本計画では、Society5.0実現に向けて、ＡＩやＩоＴを始めとしたデジタルトランスフ

ォーメーション推進の視点を、施策に積極的に取り入れていきます。 

 

②「行ってみたい 住んでみたい 住んでいたい」を促進するための視点 

本市が持続的に発展するためには、人口減少を抑制していくことは必要不可欠であり、

若者の社会参加、子育て支援、安定した収入を得られる労働環境の整備、居住環境の向上、

交流促進のための基盤づくり等、様々な視点に立った多様な施策の展開が求められます。 

本計画では、若年層を始めとする多くの人が、「行ってみたい 住んでみたい 住んで

いたい」と感じられるよう、多様な分野における施策をきめ細かに取り入れていきます。 

 

③高齢者を始め多様な人材が活躍できる場の創出の視点 

健康寿命が延伸し、「人生 100 年時代」を見据えた、若者から高齢者まで全ての市民が

元気に活躍するまちづくり、市民誰もが多様な分野で安心して働く環境が整うまちづくり

が求められます。 

本計画では、市民一人一人が価値観やライフスタイル、あるいは生活様式の変化に対応

できる働き方や暮らし方を選択できる施策、あるいは社会に必要な人材を育成する施策を

取り入れ、生涯自立して豊かに生きていくことを目指します。 

 

  

いきいきスポーツ大会の様子 
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第２節 政策目標 
 

（１）政策目標 

第五次伊東市総合計画基本構想における将来像を実現するために目指すまちづくりの目標

を次のように定めます。 

 

 

政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

〈危機管理〉 

 

政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

〈医療・健康・福祉〉 

 

政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

〈自然・環境・都市〉 

 

政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

〈教育・歴史・文化〉 

 

政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

〈観光・産業・交流〉 

 

構想の推進 総合計画を推進するための土台づくり 

〈協働・行政改革〉 
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（２）政策目標の内容 

 

 

安全で安心して暮らせるまち 

〈危機管理〉 

 

 

 

１ 危機管理体制の充実 

自然災害などから市民等を守ることができるまちを目指し、災害時の情報伝達体制

の強化、避難所等の環境整備等を推進するとともに、市民の防災意識及び知識の向上

を図っていきます。 

 

２ 総合治水対策の強化 

水害や土砂災害が発生しないまちを目指し、河川及び急傾斜地の整備や治山事業を

推進していきます。 

 

３ 災害に強い建築物や公共施設の整備 

地震に強いまちを目指し、建築物の耐震化、港湾施設の整備等を推進していきます。 

 

４ 生活安全の推進 

事故や犯罪が少なく、安全・安心なまちを目指し、各種啓発活動の充実、消費生活

相談の強化、環境整備等を推進していきます。 

 

５ 消防体制の強化 

火災を始めとする災害から守られ、安心して暮らせるまちを目指し、駿東伊豆消防

組合の充実強化の働きかけ及び消防団の充実強化と消防水利の整備等を推進してい

きます。 

 

 

 

  

政策目標１ 
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誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

〈医療・健康・福祉〉 

 

 

 

１ 地域医療の充実 

誰もが質の高い医療を受けることができるまちを目指し、医療機関の機能に応じた

役割分担及び地域医療の連携強化、市民病院の運営の充実、救急医療体制の強化等に

取り組んでいきます。 

２ 健康づくり支援 

健康でいきいきと暮らせるまちを目指し、体とこころの健康づくり事業の推進や健

（検）診事業の充実、感染症対策等に取り組んでいきます。 

３ 出産・子育て支援の充実 

安心して子どもを産み、心身ともに健やかに子育てができるまちを目指し、子育て

世帯への経済支援、妊娠・出産・子育てに係る切れ目のない支援等を推進していきま

す。 

４ 保育及び幼児教育の充実 

子どもが健やかに成長でき、子育て世代が子育てと仕事を両立できるまちを目指し、

待機児童対策、多様な保育ニーズへの対応等、保育及び幼児教育環境の充実を図って

いきます。 

５ 高齢者福祉の充実 

住民相互で支え合い、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるま

ちを目指し、高齢者の生きがいづくりや社会参加への支援、介護予防等を推進すると

ともに、地域の支え合い体制の強化を図っていきます。 

６ 障がい者福祉の充実 

障がい者（児）が安心して暮らすことができるまちを目指し、相談体制及び情報提

供の充実等に取り組むとともに、障がい者（児）への理解促進や障がい者雇用の促進

を図っていきます。 

７ 地域福祉の充実 

誰もが住み慣れた地域の中で支え合い共に暮らすことができるまちを目指し、地域

福祉活動の支援や福祉ボランティアの養成、介護・障害福祉事業所における専門職不

足の解消等に取り組んでいきます。  

政策目標２ 
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８ 多様性のある社会の実現 

お互いの個性と多様性を認め合い、誰もがいきいきと暮らすことができるまちを目

指し、人権に関する啓発活動の充実、学校におけるバリアフリー教育等を推進してい

きます。 

 

９ 保険・年金制度の運営 

国民健康保険・後期高齢者医療制度及び国民年金加入者が、生涯にわたり安心して

保険・年金サービスを享受できるよう、制度に係る情報提供及び相談業務の充実、保

険料（税）の収納率向上等に取り組んでいきます。  
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良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

〈自然・環境・都市〉 

 

 

 

１ 自然との共生社会の推進 

豊かな自然環境と快適な生活環境が維持、保全されているまちを目指し、環境汚染

や愛護動物に係る啓発活動を推進するとともに、森林環境整備等に取り組んでいきま

す。 

２ 循環型社会の推進 

ごみや温室効果ガス排出量が少ない良好な環境を目指し、家庭や事業活動から排出

されるごみの発生抑制、再使用、再生利用を推進するための啓発や環境学習の充実、

海洋プラスチックごみ問題への対策等に取り組んでいきます。 

３ 生活排水対策の充実 

適切な汚水処理により、清潔で快適な生活環境が守られているまちを目指し、下水

道事業の健全経営や下水道施設の整備・適正管理、下水道への接続の促進、浄化槽の

適正管理などに取り組んでいきます。 

４ 安全でおいしい水の安定供給 

安全でおいしい水を安定的に供給することができるまちを目指し、水質の適正管理

や管路更新事業を推進するとともに、災害時の体制強化に取り組んでいきます。 

５ 魅力的な都市空間の創造 

地域特性をいかした安全で快適な市街地や良好な街並み景観の形成を目指し、中心

市街地の活性化や土地利用の健全化、景観に配慮したまちづくりに加え、空家等の適

正管理、残す空家等の利活用等を推進していきます。 

６ 公共交通体系の充実 

持続可能な地域公共交通が確保、維持されているまちを目指し、公共交通の利用環

境の向上、交通体系の再構築、地域公共交通の充実等に取り組んでいきます。 

７ 道路環境の整備 

円滑・安全・安心・快適な道路環境を目指し、道路交通量等に基づいた道路整備、

道路施設の適性な維持管理、快適な歩道整備等を推進していきます。  

政策目標３ 
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心豊かな人を育み生涯にわたって学習

できるまち 

〈教育・歴史・文化〉 

 

 

 

１ 教育環境の整備 

児童・生徒の学習しやすい環境が整うまちを目指し、小・中学校の規模と配置の適

正化や学校施設の環境整備、ＩＣＴ教育環境の整備等を推進していきます。 

２ 未来を創る教育の充実（小・中学校） 

子どもたちの夢や希望を育むことができる魅力ある学校を目指し、「学びに向かう

力」「人として備えたい力」「命を守る力」の育成や教育的支援体制の充実などに取り

組んでいきます。 

３ 生涯学習活動の推進 

生涯にわたる学びや活動に参加し、豊かさを享受できるまちを目指し、生涯学習活

動の充実、魅力ある図書館の構築等に取り組んでいきます。 

４ 青少年の健全な育成 

青少年が、豊かな人間性・社会性を身に付け、地域とともに健やかに育つことがで

きるまちを目指し、地域におけるつながりを深め、地域全体で子どもを育てる活動、

次世代を担うリーダーの育成等に取り組んでいきます。 

５ 市民スポーツ活動の推進 

気軽に快適にスポーツに取り組めるまちを目指し、生涯にわたって健康を維持する

ことができるように、スポーツ団体の支援、社会体育施設等の充実、指導者の養成等

を推進していきます。 

６ 歴史・芸術文化の振興 

歴史、文化に触れ、心を豊かにするとともに、後世に伝えることができるまちを目

指し、文化財の保護・保存や歴史に触れる機会の提供、芸術文化活動の支援に取り組

んでいきます。 

７ 郷土愛の醸成 

高校生が本市に誇りを持ち、「住み続けたい」「離れても戻ってきたい」と思えるまち

を目指し、高校や関係団体などと連携した郷土愛醸成に向けた取組を進めていきます。 
  

政策目標４ 
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活力にあふれ交流でにぎわうまち 

〈観光・産業・交流〉 

 

 

１ 地域資源の魅力向上 

地域資源の魅力が広く周知され、多くの観光客が訪れるまちを目指し、観光客ニー

ズの把握、情報発信の強化、ブランドイメージの確立、イベントの磨き上げ、外国人

観光客への対応等に取り組んでいきます。 

２ 新たな観光形態の構築・推進 

来訪の目的を多種多様な中から選択することができ、滞在型観光地として選ばれる

まちを目指し、情報発信の強化や健康保養地づくり事業、ロケツーリズムの推進等に

取り組んでいきます。 

３ 広域連携による誘客の拡充 

伊豆半島が魅力ある滞在型観光地となり、多くの観光客が訪れる地域を目指し、伊

豆観光圏域の各種関係団体との幅広い連携強化に取り組んでいきます。 

４ 商工業の振興 

安定した経営により雇用が確保される商工業が営まれるまちを目指し、経営安定化

支援、創業支援、雇用の促進、企業誘致の推進等に取り組んでいきます。 

５ 農林業の振興 

意欲ある担い手が育成確保され、安定的な農林業が営まれるまちを目指し、新規就

農者の確保、担い手育成、農地の集積・集約化、森林環境整備の促進、農林業所得の

向上対策、鳥獣被害防止対策等に取り組んでいきます。 

６ 水産業の振興 

水産物の安定的な供給と活用により、安定した漁業が営まれるまちを目指し、沿岸

漁場の資源拡大策、水産物の高付加価値化、担い手の育成・確保、魚食の普及等を推

進していきます。 

７ 移住定住の促進・関係人口の拡大  

安心して移住し、定住することができるまちを目指し、伊東市移住定住プランにお

ける総合的な施策の実施、情報発信の強化、相談体制の充実等に取り組むとともに、

関係人口の増大に向けた施策を促進していきます。 

８ 国際交流の推進・都市交流の促進 

身近で国際交流が楽しめ、国際理解や都市間交流により相互の地域の理解が育まれ

るまちを目指し、国際交流事業及び国内姉妹都市等交流事業の推進、国際理解の啓発、

外国人住民の日常生活への支援等に取り組んでいきます。  

政策目標５ 
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総合計画を推進するための土台づくり 

〈協働・行政改革〉 

 

 

 

１ 全員参加によるまちづくりの推進 

市民が主役の全員参加によるまちづくりを目指し、市政への参画機会の充実や自主

的なまちづくり活動への支援、情報発信及び市民の声を伺う機会の充実等に取り組ん

でいきます。 

 

２ 市民の信頼に応える行政運営 

市民の信頼に応える行政を目指し、市職員の人材育成、持続可能な行政運営の確立・

運用、情報の共有化等に取り組んでいきます。 
 

３ 健全かつ持続可能な財政運営 

健全かつ持続可能な財政運営を目指し、健全な財政運営と財政基盤の強化、自主財

源の確保、競輪事業の健全運営の維持等を推進していきます。 

 
  

構想の推進 
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（３）政策体系 

第十二次基本計画の政策体系は次のとおりです。 
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第３節 施策 
 

（１）施策の構成 

施策は、成果目標を実現するために、本市が取り組むことを具体的に示すものです。施策

は次のような内容で構成されます。 

 

①施策が目指す姿 

施策が目指す理想の姿（状態）を「対象」「目指す姿（状態）」で示しています。 

 

②成果指標（ＫＰＩ） 

施策が目指す姿（状態）の達成度を測定する主な指標を示しています。 

 

③現状と課題 

施策の「現状」と「課題」を示しています。 

 

④施策の方針 

課題を解決していくための取組の方向性を示しています。 

 

⑤基本的な取組 

施策の目的を実現するための手段となる基本的な取組を示しています。 

 

⑥役割分担 

市民（事業者）に期待する役割、行政が果たすべき役割を示しています。 

 
※市民（事業者）の役割については、義務を課すものではありません。  

まちの将来像「私たちが創り、育む  自然と共生し  安心と活力にあふれるまち  いとう」の実現を目指し、

全員参加で取り組んでいくために役割を 示しています 。  

 

⑦関連する個別計画 

施策に関連する計画を示しています。 
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（２）施策の内容 

政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

１ 危機管理体制の充実 

①施策が目指す姿 

 
市民、観光客等 

 
自然災害等により死傷しない 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

発災時の人的被害者数 ０人 ０人 

③現状と課題 

現状 
・相模トラフや南海トラフを震源とする大規模地震発生の可能性が高まっています。 

・地球温暖化に伴い、台風や集中豪雨など大規模な風水害が頻発化・激甚化傾向にあります。 

・伊豆東部火山群による活発な群発地震活動の発生が懸念されており、噴火時の火山防災対策が求められてい

ることから、令和６年２月に伊豆東部火山群・伊東市広域避難計画を策定しました。 

・武力攻撃等の多種多様な危機事案の発生が危惧されています。 

・令和７年３月静岡県により中小河川 10 河川の洪水浸水想定区域が指定されました。 

・令和８年度中には本市の沿岸地域が高潮浸水想定区域に指定される見込みです。 

・大規模災害時の「公助」には限界があるため、自らの身は自ら守る「自助」や自らの地域を互いに助け合う

「共助」の充実が重要とされています。 

・二次避難所としての旅館・ホテルが速やかに利用できる仕組みの構築が必要とされています。 

・災害時の情報伝達手段の充実が求められています。 

・災害情報の伝達が困難な外国人観光客が増加しています。 

・大規模地震発災時の公共交通機関の運行停止、主要道路の寸断等により、帰宅困難者問題が発生することが

懸念されています。 

・避難所の環境整備が求められています。 

・障がいのある人や介護が必要な人のうち、災害発生時等に自力で避難できない人に対する支援体制の充実が

求められています。 

・上下水道、電気､通信､ガス及び公共交通は市民の重要なライフラインであるため、災害・事故時の応援協力

体制づくりや災害対策訓練を実施しています。 

・大規模地震による影響で、水道が断水した際の生活用水の確保が求められています。 

・大地震により幹線道路などが被災した場合には孤立化する恐れがあるため、孤立集落となる地域への支援が

求められています。 
 

課題 
・津波避難体制の強化 

・適切なタイミングでの避難情報の発令 

・人的被害を未然に防ぐ水防体制の構築 

・伊豆東部火山群・伊東市広域避難計画の実効性の検証 

・防災意識啓発及び防災知識向上策の推進 

・避難所における良好な生活環境の確保 

・自主防災組織の活動支援 

目指す姿（状態） 

対象 
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・情報伝達手段の多重化の推進 

・災害情報を多言語で配信可能な体制づくり 

・帰宅困難者の一時滞在施設の確保 

・旅館・ホテルを避難所として利用する際の体制づくり 

・平常時からの見守り活動及び発災時における安否確認活動などの支援体制の強化 

・上下水道施設に係る災害・事故時における体制づくり 

・断水時における臨時給水体制の確保 

・大地震により幹線道路などが被災した場合の孤立集落の支援体制の整備 

④施策の方針 

・市民・観光客等が地震発生時に津波災害警戒区域外へ迅速に避難できるよう、ソフト対策の強化を図ります。 

・風水害時に適切な避難行動がとれるよう必要な訓練を実施します。 

・国や県が開催する各種研修会に参加し、防災知識の習得に努めます。 

・美しい伊豆創造センターと連携し、防災意識啓発及び防災知識向上を図ります。 

・火山災害に備え、定期的に実働訓練を実施し、伊豆東部火山群広域避難の実効性の検証に努めます。 

・避難所運営等避難生活支援のためのガイドラインに沿った、避難所における良好な生活環境の確保、防災備

蓄品の整備及び防災施設の整備・充実を図ります。 

・地域防災力の強化のために、自主防災組織が保有する防災資機材の充実を図るとともに、市民を対象とした

防災講演会を開催し、防災意識の向上につながる取組を継続します。 

・災害時において情報伝達を的確に行うため、情報伝達手段の多重化を進めます。 

・災害情報を多言語で配信するため、国際交流協会等の他機関と連携した体制づくりに努めます。 

・観光客等の帰宅困難者を一時的に受け入れる施設及び２次避難所として利用できる施設の確保を図ります。 

・協力団体への避難行動要支援者名簿の配付及び支援者の情報更新を行い、日頃から状況把握に努めます。 

・上下水道施設に係る災害・事故時における体制づくりの強化を図ります。 

・災害時に利用可能な井戸を把握し、生活用水の確保に努めます。 

・民間事業者の技術力を活用した、孤立集落支援体制づくりに努めます。 

・緊急輸送路の早期啓開施策の推進を県などに要望します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

津波避難困難地区の解消に向けた 

体制整備 

津波避難協力ビルの新規指定、海抜表示や避難方向誘導サインの設

置及び更新 

防災意識及び知識の向上 

美しい伊豆創造センターと連携した防災研修、防災講演会の実施、各

種防災訓練及び防災講話の実施、県や気象台などが実施する研修会

への参加 

火山災害広域避難訓練の実施 受入先市町への避難訓練等 

防災拠点施設の環境整備 避難生活用食糧及び防災資機材の備蓄、避難所の環境整備 

地域防災力の強化 
自主防災組織への防災資機材の交付、感震ブレーカー設置費補助事業の

推進 

情報伝達体制の多重化 
同報無線設備の整備、メールマガジン及び市公式ＬＩＮＥの登録推

進 

防災情報の多言語化 主な防災情報を多言語化したテンプレートの事前作成 

帰宅困難者対策の整備 宿泊施設等との災害協定による協力体制の強化 

避難行動要支援者避難支援計画の充実 
避難行動要支援者名簿の配付、要支援者の実情把握、個別避難計画の

作成 

上下水道施設に係る災害・事故時に 

迅速に対応できる体制づくり 
緊急時における配管材等の資材の確保、応援協力体制の強化 

災害時に利用できる井戸の整備 災害時協力井戸の登録推進 

協定締結先との連携強化 民間事業者の技術的支援等を活用した実働訓練の実施 

緊急輸送路の早期啓開施策の推進 
中伊豆バイパスの整備や亀石トンネル新設について国・県への働き

かけ 
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⑥役割分担 

市民 
・防災訓練の大切さを理解・認知し、各種訓練等に積極的に参加します。 

・地域内の危険箇所等をあらかじめ認知し、自らの命を守る手段を身につけます。 

・災害に備え、自助として７日分の食糧や飲料水などの備蓄に努めます。 

・総合防災ガイドブックの活用などにより、正しい防災知識を習得します。 

・避難行動要支援者名簿管理者にあっては、個人情報の取扱いに十分注意しつつ、対象者に配慮した見守り活

動等を実践します。 
 

行政 
・津波から速やかに避難できるよう体制づくりに取り組みます。 

・防災訓練等に市民が参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

・自主防災組織の意見を聞き、地域の防災力が向上するよう支援します。 

・防災に関する緊急情報を、正しく迅速に発信します。 

・防災情報を多言語で配信できる体制を整えます。 

・避難所運営マニュアルを見直し、避難所の質の向上に取り組みます。 

・避難生活用の食糧及び防災資機材の備蓄を行います。 

・観光客にも配慮した避難体制づくりに取り組みます。 

・災害時における旅行者等の受入れを円滑に行えるよう協力体制を強化します。 

・防災対策の一環として、広報紙等による水の備蓄の啓発や、総合防災訓練を活用した応急給水訓練を行いま

す。 

・避難行動要支援者名簿の更新を行うとともに、新規名簿対象者への同意確認を実施し、個別避難計画を作成

します。 

・津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者施設等に対し、避難確保

計画作成を依頼します。 

・県や民間事業者と連携し孤立集落の支援対策に取り組みます。 

・災害時協力井戸登録の呼びかけを行います。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市地域防災計画    ●伊東市水道ビジョン 

●伊東市水道事業経営戦略    ●伊東市避難行動要支援者避難支援計画 

●伊東市下水道ストックマネジメント計画   ●伊東市下水道総合地震対策計画 

●伊東市公共下水道事業経営戦略 

 

  

総合防災訓練の様子 
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政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

２ 総合治水対策の強化 

①施策が目指す姿 

 
市域 

 
水害や土砂災害が発生しない 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

河川が溢れる件数 ０件 ０件 

急傾斜地崩壊危険区域指定の総指定箇所数 34 か所 39 か所以上 

③現状と課題 

現状 
・河川の危険箇所等の増加により日常のパトロール業務が増加しています。 

・河川の改修工事には地権者との調整などから多くの時間を要するため、施設の老朽化が進行しています。 

・住宅地付近の河川改修工事では、近接する建築物が工事施工の支障となる等の制約を受けることが多くあり

ます。 

・台風や集中豪雨などによる河川の氾濫等の洪水被害が懸念されています。 

・急傾斜地対策事業は、受益者に負担金が発生するため、危険区域の指定が進まない傾向にあります。 

・市内には、急傾斜地崩壊危険区域の指定が必要と思われる渓流や崖などの危険箇所があります。 

・管理の行き届いていない山林が増え、荒廃化が進んでいます。 

・地球温暖化に伴い、巨大台風や集中豪雨などが頻発化し、土砂災害及び山腹崩壊の危険性が増しています。 
 

課題 
・河川の危険箇所等の監視や日常のパトロール業務の効果的かつ効率的な実施 

・河川ごとの修繕計画の作成及び見直し 

・河川沿いの地域住民及び関係者の事業への協力 

・急傾斜地対策事業による受益者に対する地元負担金の経済的負担の軽減策の検討 

・土砂災害警戒区域の適正な指定 

・山林災害から人的被害を未然に防ぐ日常的なパトロール体制の構築 

・地域住民及び関係者の治山事業への協力 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・河川パトロール体制の強化を図ります。 

・河川の危険箇所及び施設の劣化度等の点検を進めるとともに改修工事の優先順位を付け、計画的な整備に努

めます。 

・洪水浸水想定区域の周知を図ります。 

・土砂災害警戒区域指定箇所の周知を図ります。 

・県が行う治山パトロールに協力し、危険箇所の把握に努めます。 

・県が行う治山事業について、地元住民との調整を図り、事業が円滑に進むよう努めます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

河川及び水路の整備促進及び維持管理 

雨天時における河川の流水能力・危険箇所の把握、時間雨量 50mm に

対応できる河川及び水路の計画的な整備、河川等の補修に関する市

民要望への迅速かつ的確な対応、事業における地域住民との調整、

国・県への要望活動の推進 

砂防及び急傾斜地崩壊防止事業の促進 
急傾斜地崩壊危険区域指定の促進、事業における地域住民との調整、

国・県への要望活動の推進 

風水害時危険箇所の周知 
新たに土砂災害警戒区域に指定された地域住民へのハザードマップ

の作成及び配布並びに活用 

山林の機能保全の促進 
危険箇所の把握、事業における地元住民との調整、国・県への働きか

け 

⑥役割分担 

市民 
・日頃から風水害への意識を持ち、草刈りやごみ拾いなどの活動を行うなど、河川の流水能力の維持に寄与す

るように取り組みます。 

・河川への負担を軽減するため、宅地内に雨水浸透桝
ます

を設置するよう努めるとともに、適切な維持管理に努め

ます。 

・急傾斜地対策事業による受益者間の連携を図り、事業の推進に努めます。 

・急傾斜地危険箇所を確認し、自らの命を守る手段を身に付けます。 
 

行政 
・市民や団体が各種河川愛護事業補助制度を積極的に活用できるよう、効果的な広報活動を行います。 

・河川の流水能力を確保するために、堆積物の除去、破損箇所の補修等により適正な維持管理を行います。 

・急傾斜地対策事業による受益者と連携を図り、事業の推進を積極的に国・県に働きかけます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市地域防災計画 
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政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

３ 災害に強い建築物や公共施設の整備 

①施策が目指す姿 

 
建築物 

 
耐震性等の安全性が確保されている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

市有建築物の耐震化率 94.0％ 100％ 

港湾施設の整備要望の実施箇所数（累計） ８か所 10 か所以上 

民間住宅の耐震化率 85.1％ 88.5％以上 

③現状と課題 

現状 
・市有建築物について、相模トラフや南海トラフでの大規模な地震等が予想される中、人的被害を最小限にと

どめるため、平成 13 年度から耐震化を継続的に取り組んでいます。 

・市有建築物においては旧耐震基準により建設された建築物の耐震化が鈍化傾向にあります。 

・港湾施設及び漁港施設の老朽化や自然災害等による破損箇所が、近年多く見受けられます。 

・高度経済成長期に整備した上下水道施設の老朽化が進んでいます。 

・昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅の無料耐震診断の件数は、コロナ禍以降に周知を強化したこと及

び全国各地で地震が多発したことに加えて、南海トラフ地震臨時情報の発表による影響もあり増加していま

す。 
 

課題 
・旧耐震基準により建設された市有建築物の耐震化の推進 

・港湾施設の経年劣化対策や被災軽減対策の要望 

・漁港施設の経年劣化対策や機能保全対策の推進 

・老朽化した上下水道施設の計画的な更新（耐震化）の推進 

・無料耐震診断を実施した木造住宅所有者への耐震補強工事実施に係る啓発方策の強化 

 

 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・旧耐震基準の市有建築物について、今後のあり方の検討を進めます。 

・今後も存続させることを決定した市有建築物の耐震化を図ります。 

・港湾の防波堤や物揚げ施設などの施設が安全で安心に利用することができるように港湾管理者に要望してい

きます。 

・港湾利用関係者と港湾施設の現状を把握し、港湾管理者に施設改善を要望していきます。 

・漁港施設の現状を把握し、漁業関係者が安全に利用することができる施設の維持管理に努めます。 

・老朽化した上下水道施設を計画的に更新し、適正な維持管理を行います。 

・昭和 56 年５月以前に建築された民間木造住宅について、補助制度を活用した耐震化を促します。 

・木造住宅の安全性に配慮する必要性について、所有者自らが意識を高めるよう促します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

旧耐震基準で建設された市有建築物 

存続についての検討 

旧耐震基準で建設された市有建築物で、継続活用を決定した建築物

の耐震化、廃止を決定した建築物の解体 

緊急避難路や輸送路の確保のための 

港湾整備の推進 

白石防波堤延伸事業、港湾施設改修事業、港湾整備のための国・県へ

の働きかけ 

漁港機能維持のための整備推進 機能保全計画に基づく施設維持管理の実施 

上下水道施設更新（耐震化）事業の推進 計画的な施設の更新（耐震化）事業の実施 

既存木造住宅の無料耐震診断及び 

耐震補強工事の推進 

昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅を対象とした「耐震性向上

の必要性」の啓発、補助制度を活用した無料耐震診断及び耐震補強工

事の推進 

⑥役割分担 

市民 
・日頃から港湾の役割を理解し、ごみ拾いなどの環境美化活動を積極的に行い、良好な港湾景観の維持に努め

ます。 

・安全確保のための建物耐震化の必要性について意識を高めるよう努めます。（市外に居住する建物の所有者

を含む。） 
 

行政 
・利用者の安全性が確保されるよう、市有建築物の耐震化促進に取り組みます。 

・市有建築物の耐震性能リストを公表します。 

・港湾利用者と連携を図り、施設の経年劣化対策や被災軽減対策事業の推進を積極的に港湾管理者へ働きかけ

ます。 

・上下水道事業において、重要度や優先度を踏まえた上で、計画的な施設の更新を進めます。 

・建物所有者に安全確保のための耐震化の必要性を啓発するとともに、補助制度等の必要な情報を発信し、耐

震化を支援します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市公共施設等総合管理計画  ●伊東市が所有する公共建築物の耐震化計画 

●伊東市水道ビジョン   ●伊東市水道事業経営戦略 

●伊東市下水道ストックマネジメント計画  ●伊東市下水道総合地震対策計画 

●伊東市耐震改修促進計画   ●伊東市公共下水道事業経営戦略 
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政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

４ 生活安全の推進 

①施策が目指す姿 

 
市民等 

 
交通事故や犯罪が少なく、安心して暮らすことができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

市内における刑法犯認知件数（暦年） 241 件 180 件以下 

市内における人身交通事故発生件数（暦年） 225 件 160 件以下 

③現状と課題 

現状 
・刑法犯認知件数に関しては、近年減少傾向（Ｒ２： 258件→Ｒ６： 241 件）にあります。 

・年々、巧妙かつ多様化する特殊詐欺事件の被害発生件数は増加傾向にあり、従前は、高齢者が被害者となる

ケースが多く見受けられましたが、近年では、ＳＮＳを悪用した投資詐欺やロマンス詐欺など手口が巧妙化

しており、世代を問わず被害が発生しています。 

・児童等への声掛けや不審者事案等が発生しています。 

・地域の自主的な犯罪防止の取組を支援するため、街頭防犯カメラ設置事業費補助金を創設しました。 

・人身交通事故件数は、負傷者数とともに近年大幅に減少（Ｒ２：325 件 → Ｒ６：225 件）していますが、

市民が起因者となる割合が約７割、高齢者が関連する割合が、５割以上を占めています。 

・社会の急速なデジタル化の進展に伴う電子商取引の拡大などにより、特に高齢者の消費者トラブルは後を絶

たず、その内容は高度化・複雑化・多様化する傾向にあります。 

・成年年齢が引き下げられたことから、若年層への消費者被害防止の対応や、ＳＤＧｓの達成に向けた消費者

の育成の必要性が高まっています。 
 

課題 
・巧妙かつ多様化する特殊詐欺の被害の防止 

・児童等が不審者事案に巻き込まれないための安全策の強化 

・防犯カメラ設置台数を増加させるための取組 

・高齢者や児童を始め市民が交通事故を起こさない、巻き込まれないための安全策の強化 

・規範意識を高め、交通規則を遵守させる取組の推進 

・消費者被害の未然防止に向けた情報提供や、高齢者の被害拡大防止のための体制確保 

・消費生活相談員の対応技術の向上 

・若年層に向けた消費者教育の取組や、エシカル消費（人や社会、環境に配慮した消費）・食品ロス削減などの

消費行動に関する啓発機会の確保 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・特殊詐欺は他人事でなく、自分自身の身近な問題として捉え、正しく対処できるように、分かりやすい情報

発信に努め、被害発生数の低減を図ります。 

・警察や防犯協会などの関係機関・諸団体との緊密な連携による監視や防犯キャンペーンを通じて、犯罪をさ

せない、しにくい環境づくりを推進します。 

・防犯カメラの設置台数を増やし、犯罪等に強いまちづくりを推進します。 

・四季の交通安全運動等において、警察や交通安全協会などの関係機関・諸団体と協力して、運転手に対する

注意喚起を実施することにより、児童から高齢者まで、あらゆる世代の歩行者の安全確保に努めます。 

・交通事故による被害を防止することはもちろん、これらを発生させない環境づくりに努めます。 

・消費者が被害に遭わないよう啓発活動を強化するとともに、消費者安全確保地域協議会（見守りネットワー

ク）を発足し、地域における高齢者の見守り体制の強化を図ります。 

・国・県が開催するスキルアップ研修等に積極的に参加し、消費生活相談員の資質向上を図るとともに、人材

の確保・育成に努めます。 

・エシカル消費の普及啓発や、成年年齢引き下げに対応した若年層向けの消費者教育に注力します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

特殊詐欺に対する社会的認知度の向上 

防犯用電話自動応答録音機の貸出情報の発信、年金支給日における

オレオレ詐欺撲滅キャンペーンの推進、同報無線によるサギ電話等

の注意喚起 

犯罪のない環境づくりの促進 

青色防犯パトロールの充実、不審者対応訓練等の訓練補助、メールマ

ガジン等による定期的な情報発信、全国地域安全運動期間中の防犯

啓発事業の充実、街頭防犯カメラ設置補助事業の促進 

歩行者の安全確保 
交通指導員・交通安全指導員による交通指導、ピカッと作戦の推進、

通学路点検事業の補助 

交通事故を発生させない環境づくり 
高齢者運転免許証自主返納支援事業の促進、四季の交通安全運動に

おける交通安全啓発事業の充実 

消費者被害防止対策及び正しい 

消費行動の推進 

消費生活相談の強化、高齢者の見守り体制の構築、消費生活特別講座

の開催等の啓発活動の充実 

⑥役割分担 

市民 
・自分自身の問題として、常に当事者意識を持ち、安全・安心な地域社会の実現に向けて取り組みます。 

・防犯カメラの設置場所の選定や設置後の管理に努めます。 

・ドライバーとしての責任感を自覚し、いかなる時も交通ルールを遵守します。 

・誰もが消費者トラブルに遭う可能性があることを意識し消費活動を行うとともに、自らが率先して消費者教

育の機会等を通じてデジタル時代に即した知識を身につけます。 

・自らの消費行動がエシカル消費や食品ロス削減などのＳＤＧｓの目標達成に寄与することを意識して生活し

ます。 
 

行政 
・市民や関係団体の意見を聞き、ニーズに合った生活安全啓発活動を実施します。 

・より多くの地域で防犯カメラを設置してもらうため、補助事業や防犯カメラの設置効果等、周知を図ります。 

・情報発信や啓発活動を工夫して実施することにより、地域社会全体で「安全・安心」を支える環境づくりに

取り組みます。 

・消費者被害の未然防止に向けた啓発活動に取り組むとともに、消費者安全確保地域協議会を設置して高齢者

の見守り体制を強化します。 

・消費生活相談員の対応技術の向上や人材の確保・育成を図ります。 

・ＳＤＧｓの理解促進や、成年年齢引き下げに対応した消費者教育の推進に取り組みます。 

  



 

48 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

５ 消防体制の強化（消防団体制の強化・消防水利の充実） 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 
火災を始めとする災害から守られ安心して暮らすことができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

消防団員充足率 〈4 月 1 日時点〉 
97.5％ 

（令和７年度・2025） 
100％ 

公務災害件数 ３件 ０件 

夜警の実施率 100％ 100％ 

消防水利充足率 83.6％ 89.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・少子高齢化に伴い、全国的に若年層消防団員（29 歳以下）が減少傾向にあります。 

・被雇用団員の割合が増加しています。 

・消防団入団に勤務先の理解が必要となる場合が増加しています。 

・気候変動等により災害が大規模かつ多種多様化しています。 

・道路交通法の改正により、消防ポンプ車を運転することができない消防団員が増えています。 

・消防水利が希薄な地域があります。 
 

課題 
・団員数の減少が進む消防団の活動維持と充実 

・消防団入団に対する家族や勤務先への理解 

・充実した消防団活動を実施するための活動環境整備・資機材充実強化 

・災害対応時における常備消防との連携強化反映 

・消防ポンプ車の運転手の確保 

・消防水利不足に対する消火活動体制の強化 

④施策の方針 

・活動内容を限定した機能別消防団員の確保に努めます。 

・消防団協力事業所登録制度の内容を周知し、消防団に入団しやすい環境整備に努めます。 

・常備消防との連携強化を図り、各種災害に対応できる合同訓練の実施に努めます。 

・安全装備品等の資器材の充実強化を図ります。 

・全ての団員が消防ポンプ車を運転できるようにするために、準中型等自動車免許取得に対する支援を行いま

す。 

・常備消防と協議の上、水利希薄地域の確実な把握に努めるとともに、消火栓の新設及び各地域からの耐震性

貯水槽の建設要望を把握し、適切に配置できるよう計画的に整備を進めます。 

・地域防災の中核を担う消防団組織の在り方について関係機関との協議を行います。 
  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

消防団員の確保 消防団協力事業所登録制度及び機能別消防団員制度の周知 

消防団員の活動環境の整備・向上 
消防ポンプ車・安全装備品等の更新、常備消防との合同訓練等の実施

及び準中型等自動車免許取得費補助金制度の周知 

消防水利の充実強化 
消防水利希薄地域への消火栓の新設及び耐震性貯水槽の計画的な建

設や耐用年数が経過し老朽化した防火水槽の更新 

消防団への入団意欲の増強 ありがとう消防団応援事業所の登録数増加 

消防団組織の再編に向けた協議 現役消防団員、消防団ＯＢ、行政区などと消防団再編について協議 

⑥役割分担 

市民 
（地域） 

・地域内の入団していない若年層に声掛けし、消防団への入団を働きかけます。 

（事業者） 

・消防団活動を理解し、消防団員が従事しやすい職場環境を整えます。 

・消防団活動を応援し、消防団員の福利厚生の向上に協力します。 
 

行政 
・消防団入団につながる広報及び財政上の支援を講じます。 

・資機材の充実強化を図り、安全・安心に災害活動等が実施できるように取り組みます。 

・常備消防からの指導を仰ぎ、合同訓練の質の向上を図ります。 

・水利希薄地域、耐震性貯水槽建設要望等の情報収集を行います。 

・ありがとう消防団応援事業所の登録数増加のための勧誘に取り組みます。 

 

 

常備消防・救急体制について 

平成 28 年４月１日に伊東市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、清水町で構

成する「駿東伊豆消防組合」が発足し、消防事務（消防団事務を除く。）を共同で処理していま

す。 

組合で定めた「駿東伊豆消防組合総合計画」では、「管内住民の安全・安心の確保」の実現に向

け、「消防・救急活動体制の構築」「予防行政の強化」「大規模災害に備えた消防防災体制の充実・

強化」「消防署所の適正配置の推進」「効率的な消防組合の運営」に取り組んでいます。 

本市では、組合の構成団体として、組合組織が適正に運営されるよう組合議会や執行機関など

に参加するとともに、財政的な責任も担っています。 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

１ 地域医療の充実 

①施策が目指す姿 

 
市民、観光客等 

 
質の高い医療を受けることができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

地域医療支援病院の継続 
承認要件達成 

紹介率 74.0％ 
逆紹介率 104.6％ 

紹介率及び逆紹介率の

承認要件を満たす 

※地域医療支援病院の承認要件の一つである紹介率及び逆紹介率は、次のいずれかを満たす必要がある。  

 １  紹介率 80％以上 

 ２  紹介率 65％以上、逆紹介率 40％以上 

 ３  紹介率 50％以上、逆紹介率 70％以上 

③現状と課題 

現状 
・伊東市民病院は、国が進める病診連携を推進する中核的病院となる「地域医療支援病院」に指定され、急性

期医療の役割を果たしています。 

・伊東市立夜間救急医療センターにおいて第一次医療分野の初期救急を担い、伊東市民病院において第二次救

急医療を 24 時間受け入れる体制を確保することにより、市内の救急医療体制の整備を進めています。 

・来遊客も安心して訪れることができる医療体制の整備が求められています。 

・伊東市民病院は、災害拠点病院機能を持ち災害時に災害医療救護活動の拠点として機能を果たすことが求め

られています。 
 

課題 
・かかりつけ医の推奨の強化 

・伊東市民病院と地域の医療機関との連携強化 

・地域の実情に合わせた救急医療体制の整備 

・観光と医療の連携施策についての検討 

・災害時における各救護所や診療所、災害対策本部との連携 

④施策の方針 

・地域全体の医療の充実を図るためには、伊東市民病院と地域内の医療機関との連携や役割分担が重要である

ことから、市民がかかりつけ医を持つことを進めていきます。 

・伊東市民病院においては専門的な医療に対応することが必要であるため、医療従事者の確保を進めます。 

・伊東市医師会が担う第一次救急医療と伊東市民病院が担う第二次救急医療の機能を高めるとともに、第三次

救急医療機関への搬送が必要な時には、迅速な対応ができるよう救急医療体制を強化します。 

・市民のみならず、来遊客にも対応できる病院機能の整備、特に救急医療体制以外にも健診機能等の充実を図

ります。 

・伊東市民病院が災害拠点病院として機能を維持するとともに、救護所及び重症患者を搬送する広域的拠点施

設との連携強化を図り、搬送方法を含めた災害医療体制の充実強化を図ります。 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

地域内の医療連携の推進 
伊東市医師会と協力した伊東市民病院と地域内の医療機関の連携強

化、市民へのかかりつけ医を持つことの推奨 

伊東市民病院の運営の充実 伊東市民病院の医療機能の向上と健全な経営 

救急医療体制の整備 

伊東市民病院が担う第二次救急医療体制の整備、第一次救急医療を

担う伊東市立夜間救急医療センターや地域内の医療機関及び第三次

救急医療機関との連携強化 

観光と医療との連携推進 
来遊客も安心して訪れることができる救急医療体制の整備、来遊客

の利用も考慮した医観連携の推進に資する健診機能の充実 

災害医療体制の充実 災害拠点病院機能の維持 

⑥役割分担 

市民 
・医療資源が有限であることを理解し、かかりつけ医を持つことで自分や家族の健康保持・増進に努めます。 

・緊急の場合を除き、安易な夜間・休日受診を控え、限りある医療資源を守ります。 

・診療所においては、かかりつけ医の普及を通じ、医療機関の機能分化と役割を明確化させ病院との連携を充

実させることで、地域医療全体の質の向上を図ります。 
 

行政 
・市民に対してかかりつけ医を持つことを推奨するとともに、地域医療機関に関する分かりやすい情報提供を

行います。 

・救急医療及び災害医療体制を整備します。 

・医療従事者確保対策事業を通じ伊東市民病院の医療従事者確保を図ります。 

  

伊東市民病院 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

２ 健康づくり支援 

➀施策が目指す姿 

 
市民 

 
自分のからだやこころを知り、穏やかな生活をおくることができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

健康寿命（お達者年齢※） 
男性 78.8 年 

女性 84.2 年 
（令和４年度・2022） 

男性 80.3 年以上 

女性 84.6 年以上 
（令和９年度・2027） 

健康意識 
（各種健康診査及び検診受診者延べ人数） 

33,605 人 34,000 人以上 

※０歳の人が、あと何年、自立（要介護２未満）でいられるかの平均。 65 歳未満で亡くなった人の情報を含む。
（死亡数、要介護度など住民基本台帳、介護登録者台帳、簡易生命表を使用し、算出している。）  

③現状と課題 

現状 
・令和４年度の「健康寿命（お達者年齢）」は、男性 78.8 年、女性 84.2 年と県下では低い結果です。 

・本市の死因は、悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患が大きな割合を占めており、特に本市は、悪性新生物（が

ん）標準化死亡比（ＳＭＲ）が男性 110.1、女性 126.2 と男女ともに高い状況です。 

・平成 29 年～令和３年の自殺死亡率（人口 10 万対）の平均値は 18.8 で、県の 16.2、国の 16.3 と比べて高い

状況です。 

・国民健康保険における医療費負担の大きい疾患は、慢性腎不全、糖尿病、関節疾患、高血圧症の順となって

います。男女ともに高血圧症は県の標準化比を上回っています。 

・後期高齢者医療における医療費では、骨折が最も多くなっていますが、不整脈、高血圧症がともに上位にあ

り、高血圧症においては県の標準化比を上回っています。 

・市民の健康アンケートから、市民の７割近くが適正体重を維持できているものの、男性では 40 歳代～50 歳

代の「肥満」の割合が４割近くになっています。一方、女性では、18・19・20 歳代と 30 歳代の「やせ」の

割合が３～４割と高くなっています。 
 

課題 
・場所や時間にとらわれずに健康に資する取組ができる環境の整備 

・ＩＣＴの活用を推進し、健康に関する情報を入手・活用できる基盤の構築 

・地域や職域など様々な場面で課題の解決につながる社会環境の整備 

・多くの市民が健（検）診を受診しやすい環境づくりの推進 

・ライフステージに応じた望ましい食生活の実践 

・予防接種等の感染症対策の推進 

④施策の方針 

・健康寿命の延伸を図るため、生涯を通じて望ましい生活習慣を目指した健康づくりを推進します。 

・地域や社会経済状況の違いによって生じる健康格差の縮小を図るため、誰一人取り残さない社会環境の質の

向上に取り組みます。 

・身体活動や運動に取り組みやすい、健康になるまちづくりを推進します。 

・人の生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）の観点も取り入れ、「誰一人取り残さない

健康づくり」を目指します。 

・受診しやすい健（検）診の環境づくりと検査内容の充実を図り、市民にとって健（検）診が身近なものにな

るよう努めます。 

・感染症予防に関する知識の習得機会を創出するとともに、予防接種機会拡充のための取組や伊東市医師会及

び関係機関との協力体制を築きます。 

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

個人の行動と健康状態の改善 

生活習慣病やがんなどの予防につながる健康的な生活習慣に関する

健康教室や健康相談の実施、ＩＣＴを活用した健康情報の提供及び

個人の行動変容の支援 

社会環境の質の向上 

暮らしているだけで健康になれるまちづくりの推進、身体活動や運

動に取り組みやすいまちづくりの推進、望まない受動喫煙のない環

境づくりの推進 

食育の推進 

家庭、学校・保育所、職場など地域や関係団体と連携し、ライフステ

ージに応じた望ましい食生活についての情報提供、健診結果に基づ

いた栄養指導 

受診しやすい健（検）診の環境づくりと 

健（検）診内容の充実 
伊東市医師会等と連携した受診しやすい体制の整備 

歯科疾患の生活の質を上げるための予

防と口腔機能の獲得・維持・向上 

口腔ケアについて知識の普及啓発、ライフコースに沿った口腔機能

の維持、歯周病等の歯科検診について、ＳＮＳ等を活用した受診勧奨 

生涯を通じた健康づくりの推進 
ライフコースアプローチの観点も取り入れ、女性や子どもに着目し

た健康づくりの推進 

感染症対策の推進 

感染症の発生情報の正確な把握と分析、ＩＣＴを活用した迅速な情

報提供、手洗い、うがいなどの生活習慣の定着・維持を促進、予防接

種による感染症のまん延防止 

⑥役割分担 

市民 
・健康の保持増進に努めます。 

・生活習慣病とその重症化を進めるリスクとなる喫煙等の生活習慣との関係についての正しい知識をもち、疾

病の発症及び重症化予防に努めます。 

・健診、保健指導等を利用し、自分の健康状態の把握と改善に努めます。 

・自分の体にあった食べ方を知り、食事をおいしく楽しみながら、健康状態を維持することに努めます。 

・がん、こころの健康、感染症等に対して正しい知識を持ち、早期発見や重症化予防のための適切な行動を取

るよう努めます。 
 

行政 
・市民の健康状態とニーズに応じた健康づくり事業を推進します。 

・生活習慣病やがんについての正しい情報を提供し、発症及び予防に取り組むことができる環境や検診体制を

整備します。 

・伊東市医師会等と連携し、対象者のニーズに合った受けやすい健（検）診体制を整備します。 

・市民誰もが、食事を楽しみながら健康に過ごすことができるように、食育推進団体等と連携して支援をして

いきます。また、健康寿命の延伸につながる栄養バランスの良い食事について、普及啓発や情報提供を行い

ます。 

・こころの健康問題を把握し、包括的に支援するシステムづくりを推進します。また、こころの健康に関わる

人材の育成に取り組みます。 

・感染症対策のため、国・県、医療機関等と連携し、情報共有や連絡調整など、迅速に対応できるよう取り組

みます。 

・ライフスタイルの多様化に対応しながら、社会活動を行っている人の増加を図り、地域へのつながりを強化

します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市国民健康保険特定健康診査等実施計画 ●伊東市国民健康保険データヘルス計画 

●伊東市保健計画    ●伊東市自殺対策計画 

●伊東市食育推進計画   ●伊東市長期ビジョン  
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

３ 出産・子育て支援の充実 

①施策が目指す姿 

 
子育て世代 

 
安心して出産ができ、心身共に健やかに子育てができる 

 

 
子ども 

 
心身ともに健やかに成長できる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

子育てを楽しいと思う親の割合 

（乳幼児健康診査アンケート） 
94.2％ 95.0％以上 

「出産・子育て支援の充実」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
58.5％ 70.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・若者の意識や行動形態の多様化に伴い、家庭を築くことや子育てに対する意識が希薄化しています。 

・妊娠・出産の状況をみると、出生数は年々減少しています。（出生数Ｒ２：242 人→Ｒ６：190 人） 

・多様な家族形態、地域との関わりの希薄化等により、地域において妊産婦やその家族を支えるような支援者

がいないまま妊娠・出産を迎える母親が増加しています。 

・本市の乳幼児健康診査において、発達面で支援を必要とする子どもの割合は年々増加しています。 

・ひとり親家庭等については、子育てと就業の両立により、生活・育児環境の負担感が高い状況にあり、貧困

率も高く経済的に厳しい状況です。 

・貧困等の問題を抱える家庭は社会的に孤立する傾向があるとされ、また、その子どもも高校、大学等への進

学率が低い傾向にあります。 

・少子化や地域のつながりが希薄になる中、全国的に児童虐待が問題になっています。 
 

課題 
・子どもを産み、育てやすい環境を整備するため、経済的な支援拡充の推進 

・子育て中の孤立感や負担感を軽減する施策の強化 

・発達面で支援を必要とする子どもの療育環境整備及び相談支援の充実 

・ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため経済的支援及び就労支援の充実 

・子どもが安心して暮らすことができる環境整備 

 

  

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・子どもを産み、育てやすい環境を整備するため、経済的な支援を拡充します。 

・医療機関、行政等の各関係機関から、個々のサービス提供だけではなく、こども家庭センターを設置し、妊

娠・出産・子育ての各段階に応じた切れ目ない支援体制（ワンストップ拠点）を強化していきます。 

・妊娠期から子育て期にわたって地域ぐるみでの子育て事業を継続し、内容の充実を図ります。 

・発達の支援が必要な子どもとその保護者等に対し、早期発見と切れ目ない発達の支援及び保護者等の相談支

援を含めた乳幼児期からの総合的な療育体制の整備を図ります。 

・ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、就学支援、自立支援・教育訓練等による経済的支援

及び就労支援の充実を図るとともに、相談支援窓口による相談体制を強化します。 

・地域ぐるみでの子どもの見守りとして、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進し、地域からの孤立

を防ぎます。 

・児童虐待の早期発見・未然防止のために関係機関との連携強化を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

子育て世帯の経済的支援の推進 
誕生祝金や入学祝金の贈呈、子育て支援医療費助成、妊婦のための支

援給付金、妊産婦健診助成、不妊等治療費助成 

妊娠・出産・子育ての切れ目ない 

支援の推進 

総合的相談窓口の設置及び産前・産後の専門的支援の充実化、発達面

で支援が必要な子どもとその保護者等に対する療育環境及び相談支

援、保護者のネットワークづくりの推進、子育て支援に関する情報発

信の充実 

ひとり親家庭の自立促進 
自立支援教育訓練及び職業訓練促進給付等の就業支援、子育てや生

活に係る相談支援体制の強化 

子どもが安心して暮らせる 

環境づくりの推進 

地域での子どもの見守り活動を行うとともに子どもの居場所づくり

の推進、児童虐待の早期発見及び早期対応並びに未然防止のための

関係機関との連携強化 

⑥役割分担 

市民 
・保護者等においては、行政や地域の支援を受け、安心して楽しく子育てすることで、子どもが心身ともに健

やかに成長することができるように努めます。 

・地域においては、子どもたちへの目配り、声掛けなどの見守りを通じ、相互の信頼感を高めながら、子ども

が健やかに育ち、安心して生活できる地域づくりに努めます。 
 

行政 
・保護者等の子育てに対する負担感や不安が少しでも軽減され、子育てが楽しめるような経済的支援づくり等

に取り組みます。 

・誰もが安心して子育てに取り組めるよう地域ぐるみの環境づくりに取り組みます。 

・発達に支援が必要な子ども及びその保護者等が能力に応じて、社会参加できるよう支援します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市子ども・子育て支援事業計画 

●伊東市保健計画 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

４ 保育及び幼児教育の充実 

①施策が目指す姿 

 
子どもたち 

 
健やかに成長することができる 

 

 
子育て世代 

 
子育てと仕事が両立できる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

待機児童数 〈4 月 1 日時点〉 
０人 

（令和７年度・2025） 
０人 

園での保育に満足している保護者の割合 

（保育園保護者アンケート・幼稚園評価アンケート） 
98％ 100％ 

多様なニーズに対応した保育への満足度 

（保育園保護者アンケート） 
77％ 92％以上 

③現状と課題 

現状 
・少子化、核家族化及び生活の多様化に伴い、子どもと子育てを取り巻く環境が変化し、保育ニーズが増加し

ています。 

・小規模保育事業所の開設支援や一時預かりの実施など、待機児童対策に取り組んできた結果、令和７年４月

１日時点で待機児童は解消されています。 

・女性の社会進出や共働き世帯が増加傾向にあり、就労形態に応じた延長保育、一時預かり、休日保育等の特

別保育を提供し、子育て環境の充実を図っています。 

・児童が放課後等の時間を安全・安心に過ごすことができる居場所を確保しています。 

・子どもと保護者が気軽に利用でき、子育ての悩み相談、子育て関連情報の提供等を行う子育て世帯の集いの

場を提供しています。 

・施設の老朽化が進んでおり、幼稚園・保育園の再編は喫緊の課題となっています。 

・保育人材の不足に加え支援を必要とする園児数が増加しています。 
 

課題 
・待機児童ゼロの維持 

・多様化する子育てニーズに対する保育事業の推進 

・幼稚園及び保育園の安全・安心な運営の推進 

・子育て支援事業ごとの垣根のない情報提供及び相談体制の推進 

・幼稚園及び保育園の老朽化対策、未利用施設の活用などの検討 

・幼稚園及び保育園の再編 

・教育・保育に関わる人材の確保 

  

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・保育環境の整備、幼稚園預かり保育の運営等、待機児童対策を推進します。 

・多様化する子育てニーズに対応する保育事業を充実させ、働きながら子育てができる環境整備に努めます。 

・保護者が最適な保育サービスを選択できるように、子育て支援に係る事業の情報サービスの充実に努めます。 

・教育・保育現場の人材確保、専門的な知識の習得及び保育技術の向上に努め、安全・安心な教育環境及び保

育の充実と質の向上を図ります。 

・少子化及び多様な社会構造に対応できる幼・保一元化を視野に入れた幼稚園及び保育園の再編を前提とした

協議を進めていきます。 

・全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備していきます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

待機児童対策の推進 保育環境の整備、幼稚園預かり保育の運営 

多様なニーズに対応した保育事業の 

推進 
延長保育、一時預かり、病児保育 

保育及び幼児教育の充実 
小学校との連携、職員の質の向上、人材確保、園外及び地域活動等の

体験 

情報提供、相談体制の充実 ニーズに対応したサービス内容の情報提供と相談体制の強化 

幼稚園及び保育園の再編及び 

認定こども園の整備 
幼稚園及び保育園の認定こども園を見据えた再編 

⑥役割分担 

市民 
（保護者） 

・子どもの育成に責任を持ち、生活習慣を身に付けさせ、育ちに必要な支援を行うとともに、地域や社会と

のつながりを大切にします。 

（地域） 

・子どもに対する関心を高め、子どもへの関わりを持ち、子育て世代との信頼関係を構築するとともに子ど

もの健やかな成長を見守る地域づくりを進めます。 

（企業・事業所等） 

・事業主の意識醸成とともに、仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができるよう努めます。 
 

行政 
・保護者のニーズに沿った教育・保育内容の充実を図り、安心して子育てすることができる環境づくりを進め

ます。 

・地域や社会が子育てを応援しやすい環境を築きます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法） 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

５ 高齢者福祉の充実 

①施策が目指す姿 

 
高齢者 

 
地域の中でいきいきと生活できる 

 

 
地域 

 
住民相互で支え合い暮らすことができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

元気な高齢者の割合 

（介護保険第１号被保険者のうち、要介護・ 

要支援認定を受けていない高齢者の割合） 

82.3％ 81.0％以上 

健康寿命（お達者年齢※） 
男性 78.8 年 

女性 84.2 年 
（令和４年度・2022） 

男性 80.3 年以上 

女性 84.6 年以上 
（令和９年度・2027） 

生活支援サポーターによる支援件数 600 件 
（単年） 

3,000 件以上 
（５年間累計） 

※０歳の人が、あと何年、自立（要介護２未満）でいられるかの平均。 65 歳未満で亡くなった人の情報を含む。
（死亡数、要介護度など住民基本台帳、介護登録者台帳、簡易生命表を使用し、算出している。）  

③現状と課題 

現状 
・本市の高齢化率は 44.2％（R6.4.1 現在）と県下７位で、静岡県平均 30.7％と比較し高い状況となっており、

人口推計によれば、今後、高齢者人口（R7.4 月：28,395 人）は減少していきますが、後期高齢者人口（75 歳

以上）（R7.4 月：17,762 人）は増加していきます。 

・高齢化率の上昇に伴い介護サービスを必要とする高齢者が増加し、介護給付費（R6：8,507 百万円）も比例

して増加しています。 

・介護保険でカバーできない日常生活上の困りごと（ゴミ出し、草むしり、移動支援等）を解決するボランテ

ィアを養成し、地域の助け合い活動を推進しています。 

・地域包括支援センターにおいて相談件数（介護申請、認知症、貧困等）が増加しています。 

・介護に携わる人材が全国的に不足しています。 
 

課題 
・高齢者が要支援・要介護状態にならないための自立支援・重度化防止の強化 

・元気な高齢者が活躍できる場の拡大 

・介護保険サービスによらない、住民の助け合いや高齢者の力を活用したサービスの拡充 

・複合した問題を抱える高齢者の権利擁護 

・地域で暮らし続けるための在宅医療と介護の連携 

・市民の認知症の方に対する理解や受入れ態勢の充実 

・必要なサービスを安心して利用できる適正な介護保険制度の運営 

・介護に携わる専門職やボランティアの人材不足の解消 

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 



 

59 

第五次伊東市総合計画 
第十二次基本計画 
2 0 2 6  ➡  2 0 3 0 

序 

論 

 

基 

本 

構 

想 

 

基 

本 

計 

画 

 

④施策の方針 

・高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するため、生きがいづくりや自立支援・要支援からの回復・

重度化防止の取組を進めます。 

・ボランティアや元気な高齢者の力を活用し、支援が必要な高齢者の様々な生活援助に対応する体制の拡充を

図ります。 

・行政や地域包括支援センターを中心に、虐待防止の措置や成年後見制度の利用を通じ、高齢者の権利擁護を

図ります。 

・地域ケア会議の開催を通じ、地域課題の抽出や解決を図るほか、ＩＣＴ機器等の先進技術を活用した医療・

介護の連携を推進します。 

・認知症の方やその家族の意思を尊重し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

のため、認知症を正しく理解し、支え合うための取組を進めます。 

・介護給付適正化の取組を推進し、サービスの質の向上に努めます。 

・介護人材の育成を目的とした研修会を開催するとともに、介護事業所やサービスを必要とする高齢者と研修

修了者のマッチングを進めます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

健康で生きがいのある暮らしの支援 
健康福祉センター等の活用や通いの場の開設支援、高齢者の社会参

加の支援 

介護予防事業等への参加の勧奨 
介護予防事業等に参加していない方への勧奨、男性に対する介護予

防事業等の周知・参加勧奨の強化 

介護予防の推進及びフレイル対策 

訪問型サービス・通所型サービス・一般介護予防教室・健康体操クラ

ブなどを通じた介護予防及び栄養講話・口腔体操・社会参加によるフ

レイル対策※ 

住民相互で行う地域の支え合い 

生活支援コーディネーターによる生活支援・介護予防の基盤整備、高

齢者を支援するボランティアの養成、支援を必要とする高齢者との

マッチング、地域の助け合い活動の推進及び好事例の情報共有によ

る支援の充実 

高齢者の権利擁護 
地域包括支援センターを中心とした多職種協働による取組、成年後

見制度の活用 

地域包括ケアシステムの構築 

地域ケア会議による課題解決、在宅医療・介護連携の推進、認知症サ

ポーターの養成及びチームオレンジの立ち上げ支援、企業及び警察

の協力並びにＩＣＴ機器を活用した認知症高齢者の見守り 

介護保険サービスの向上 介護給付費適正化の推進、介護保険相談員の配置 

介護人材の育成 
基準緩和型サービス研修により養成した人材とその人材を必要とす

る介護事業所とのマッチング 

※フレイルとは、「加齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態となる危険性が高くなった状態」  

⑥役割分担 

市民 
（高齢者） 

・要支援、要介護状態にならないため、積極的に社会参加するとともに介護予防に努めます。 

（地域） 

・高齢者の生活を支援するボランティア活動等に参加します。 
 

行政 
・高齢者が地域において健康で暮らし続けられるよう、社会参加の機会や介護予防の場を作ります。 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療関係者及び介護事業者の連携支援並びに制度に対する認識の共

有を図ります。 

・介護保険制度を適正に運営するとともに、介護人材の育成と介護保険事業所とのマッチングを進めます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市地域福祉計画  ●伊東市高齢者福祉計画 

●伊東市介護保険事業計画  
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

６ 障がい者福祉の充実 

①施策が目指す姿 

 
障がい者（児）・その家族 

 
障がい者（児）が安心して生活することができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

相談支援事業所の相談件数 9,127 件 9,500 件以上 

障がい福祉サービス支給決定者数（実数） 720 人 750 人以上 

市内企業の障がい者雇用率（年度末数値） 2.29％ 法定雇用率以上 

障がい福祉サービス利用後の一般就労者数 ６人 ７人以上 

③現状と課題 

現状 
・障がい者（児）及びその家族が抱える生活に関する悩みや不安が多様化しています。 

・障がい福祉サービス利用者は毎年増加傾向となっているものの、多様な福祉政策やサービスについて周知の

難しさがあります。（支給決定者実数 Ｒ１:587 人→Ｒ６:720 人） 

・障がいの重さや特性などを理由に、一般の企業に就職することが困難な人もいます。 

・市内企業の障がい者雇用率は近年上昇傾向にあるものの、令和６年度の法定雇用率（2.5％）に達していない

状況です。（Ｒ１年度末:2.02％→Ｒ６年度末:2.29％） 

・障がい者（児）が自立し、社会参加するためには、周囲の理解・支援が必要です。 
 

課題 
・障がい者（児）及びその家族への相談体制の充実 

・障がい福祉サービスの充実及び周知の強化 

・障がい者（児）と地域住民との相互理解や地域の受入れ体制づくりの充実 

・市内企業における障がい者雇用率の向上 

④施策の方針 

・障がい福祉サービスに関する情報について、分かりやすく効果的な広報に取り組みます。 

・障がい者（児）及びその家族が身近で気軽に専門的な相談ができる場所を充実させます。 

・障がい福祉サービス事業者間の連携を強化し、障がい者（児）及びその家族が抱える悩みや不安の情報を共

有し、その問題の解決に努めます。 

・事業所授産品等の展示会・販売会の開催の場を確保します。 

・ハローワーク等の就労機関と連携を図り、障がい者雇用率の向上を図ります。 

・障がい福祉サービス利用後の一般就労者数の増加に努めます。 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

相談体制及び情報提供の充実 
相談支援の充実、各相談会の広報への掲載、障がい福祉サービスにつ

いての情報提供の充実、基幹相談支援センターの設置 

障がい福祉サービスの充実 
熱海伊東地区（圏域）地域自立支援協議会における障がい福祉サービ

ス事業所との協議及び連携による問題解決 

障がい者（児）への理解の促進・啓発 
事業所授産品等の展示会・販売会の開催、障がい者（児）と地域の相

互理解の促進、障がい者（児）虐待防止のための啓発活動の充実 

障がい者雇用の推進 
ハローワーク等の関係機関との連携、熱海伊東地区（圏域）地域自立

支援協議会就労支援部会の充実 

⑥役割分担 

市民 
（サービス提供事業者） 

・相談支援及びサービスの充実を図ります。 

・障がい者（児）及びその家族の不安・悩みを把握し、必要なサービスの提供を支援します。 

（障がい者（児）及びその家族） 

・障がい者（児）が必要なサービスを受けながら、自立した生活を目指します。 
 

行政 
・障がい者（児）の不安・悩みを把握するとともに、その対応を事業者と協議し、解決するよう支援します。 

・働くことが障がい者の生きがいにつながるよう、ハローワーク等と連携し、障がい者の雇用を促進します。 

・就労支援事業所と協働し、授産製品等の販売を通じ、障がい者（児）と地域住民等との交流を推進します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市障がい者計画 

●伊東市障がい福祉計画・伊東市障がい児福祉計画 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

７ 地域福祉の充実 

①施策が目指す姿 

 
支援を必要とする人 

 
住み慣れた地域の中で支え合い共に暮らすことができる 

 

 
地域 

 
多くの人が地域福祉活動等へ参加することで地域が活性化される 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「地域内の助け合いなどの地域福祉の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
63.9％ 65.0％以上 

ボランティアセンターによるボランティア活動

あっ旋件数 
10 件 60 件以上 

③現状と課題 

現状 
・少子高齢化や核家族化などの社会環境が変化する中で、地域では隣近所との付き合いが減るなど人間関係が

希薄化しています。 

・高齢化の進行等により、支援を必要とする高齢者が増加している一方で、介護・障がい福祉事業所において

は有資格者等の人材が不足しています。 

・障がい者等の支援が必要な人と市民との相互理解のための学習機会や交流の場が不足しています。 

・障がいのある人や介護が必要な人のうち、災害発生時等に自力で避難できない人に対する支援体制の充実が

求められます。 

・収入の少ない世帯やひきこもりなど、経済的な支援を必要とする生活困窮者が増加しています。 

・高齢者、障がい者、子ども・子育て家庭、生活困窮者など、あらゆる生活上の困難を抱える住民への包括的

な支援体制の整備が求められます。 
 

課題 
・支援が必要な人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる支援体制の構築 

・介護・障がい福祉事業所における有資格者等の人材不足の解消 

・障がい者等の支援が必要な人と市民との相互理解の促進 

・平常時からの見守り活動、発災時における安否確認活動等の支援体制の強化 

・生活困窮者への適切な支援体制の構築 

・全世代・全対象型地域包括支援体制の整備 

  

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・障がいの有無や生活の程度に関係ない地域社会の互助の必要性を共有できるように学習の機会や交流の場を

創出します。 

・中高生に対し、福祉の仕事に関心が持てるように職場体験を実施することで、福祉職に対する理解を深めて

もらい、将来の就業に向けた学生の意識向上に努めます。 

・支援が必要な人にも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにボランティアセンターの充実、福

祉ボランティア登録者の増員に努めます。 

・協力団体への避難行動要支援者名簿の配付及び支援者の情報更新を行い、日頃から状況把握に努めます。 

・生活に困窮する世帯からの相談に対し、状況や程度に応じた適切な支援に努めます。 

・相談者からの困りごとに対して適切に対応するために、庁内における横断的な連携を図り、各相談機関や関

係機関が相互に連携する包括的な支援を行う体制の整備に努めます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

社会福祉関係団体が行う 

地域福祉活動の支援 
子ども・高齢者・障がい者の地域交流が図られるイベントの推進 

介護・障がい福祉事業所における 

専門職不足の解消 

ＵＩターン等により市内事業所に就業する有資格者に対する公的支

援の実施 

福祉ボランティアの養成 
新規登録のための養成講座の開催、登録者へのスキルアップ研修の

開催、情報共有のための連絡会の開催 

民生委員児童委員による 

避難行動要支援者への支援活動 
地域の避難行動要支援者の実情把握、必要な支援の実施 

生活困窮者等に対する相談支援の充実 
自立相談支援、家計改善支援、住居確保支援、居住支援、就労準備支

援、学習支援 

包括的な相談支援 
包括的な相談の場等の整備、多機関との協働による包括的な相談支

援の実施 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・地域福祉活動への積極的な参加やボランティア活動に協力します。 

（支援を必要とする人） 

・自立に向けた病気の治療や生活訓練から就労に向けて取り組みます。 

（事業所） 

・支援を必要とする人に適切なサービスを提供し、高齢者や障がい者の雇用を図ります。 

（福祉関係団体） 

・支援を必要とする人の支援活動を行いつつ、地域福祉を広めるための啓発事業に取り組みます。 
 

行政 
・民生委員児童委員協議会や社会福祉協議会などと連携し、適切な相談支援や福祉サービスを提供するととも

に、市民とボランティアが支え合う体制づくりに取り組みます。 

・福祉の仕事に関心が持てるように情報発信を続け、将来的な福祉職の確保に取り組みます。 

・生活困窮者への適切な自立支援事業を実施します。 

・属性、世代、相談内容にかかわらず、包括的に受け止める相談支援体制づくり及び関係機関との連携強化に

取り組みます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市地域福祉計画 

●伊東市地域福祉活動計画 

●生活困窮者自立支援計画 

●伊東市避難行動要支援者避難支援計画  
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

８ 多様性のある社会の実現 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 
お互いの個性と多様性を認め合い、いきいきと暮らすことができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「お互いの個性と多様性を認め合う社会の実現」

に満足している市民の割合（市民満足度調査） 
60.8％ 65.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・人権問題は、いじめや子ども・高齢者・障がい者への虐待、ＤＶなど多様化し、ＬＧＢＴ等の性的少数者へ

の偏見など新たな問題も生じています。 

・男女共同参画社会の実現に向けて、あらゆる年代層に男女共同参画についての理解が浸透するように引き続

き啓発活動を充実させることが求められています。 

・ＤＶは主に家庭内で起こっていて、当事者しか分からない場合が多いため、被害が深刻化、長期化する傾向

にあります。 

・障がい者（児）が自立し、社会参加するためには、周囲の理解・支援が必要です。 

・市内企業の障がい者雇用率は近年上昇傾向にあるものの、令和６年度の法定雇用率（2.5％）に達していない

状況です。（Ｒ１年度末:2.02％→Ｒ６年度末:2.29％） 

・障がいの重さや特性等を理由に、一般の企業に就職することが困難な人もいます。 
 

課題 
・ＤＶ・虐待・セクシュアルハラスメント等の防止と対策 

・固定的な性別役割分担意識の解消 

・仕事と生活の両立を可能とする仕組みの啓発 

・ＤＶを未然防止・早期発見するための取組の推進 

・学校において障がいを始め、国籍、性別等多様性を認め合う心のバリアフリー教育を推進するための施策の

検討 

・障がい者（児）と地域住民との相互理解や地域の受入れ体制づくりの充実 

・市内企業の障がい者雇用率を向上させる施策の検討 

④施策の方針 

・市民・事業所・ＮＰＯ等の多様な主体の参画により人権が尊重される社会の実現のため、関係機関と連携し

て啓発活動の充実を図ります。 

・政策・方針等の意思決定過程において女性の登用が広まるように推進していきます。 

・仕事と子育て・介護等の家庭生活との両立が可能となるようワークライフバランスの啓発に取り組みます。 

・ＤＶ防止に対する理解が深まるよう啓発を行うとともに、相談機関の充実及び周知を図ります。 

・人を思いやり、尊重する心を育む教育を推進します。 

・事業所授産品等の展示会、販売会の開催の場を確保します。 

・ハローワーク等の就労機関と連携を図り、障がい者雇用率の向上を図ります。 

・障がい福祉サービス利用後の一般就労者数の増加に努めます。 
  

目指す姿（状態） 

対象 
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本 
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本 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

人権を尊重する社会の推進 人権教室等の人権に関する啓発活動の充実  

男女共同参画社会の推進 
伊東市男女共同参画「あすを奏でるハーモニープラン」における取組

の充実 

配偶者等暴力防止対策の推進 ＤＶ防止のための啓発活動の充実 

心ゆたかな子どもの育成 教育活動全体を通じた計画的・組織的な人権教育の推進 

障がい者（児）への理解の促進・啓発 
事業所授産品等の展示会・販売会の開催、障がい者（児）と地域の相

互理解の促進、障がい者（児）虐待防止のための啓発活動の充実 

障がい者雇用の推進 
ハローワーク等の関係機関との連携、熱海伊東地区（圏域）地域自立

支援協議会就労支援部会の充実 

⑥役割分担 

市民 
・自ら人権に対する関心を持ち、理解を深め、家族等親しい人との身近な会話の中でお互いに人権尊重の気持

ちを育みます。 

・家庭・地域・職場等あらゆる場面において、固定的な性別による役割分担となっていないか意識するととも

に、性別にかかわらず仕事と生活の調和が取れるライフスタイルを心掛けます。 

・家庭だけでなく地域ぐるみで子どもの成長を見守ります。 
 

学校 
・学校における人権教育の推進を図ります。 
 
行政 
・人権に関する啓発事業を実施するとともに、相談体制を整えます。 

・「あすを奏でるハーモニープラン」を推進し、市内事業所のモデルとなります。 

・学校における人権教育の推進を図ります。 

・就労支援事業所と協働し、授産製品等の販売を通じ、障がい者（児）と地域住民等との交流を推進します。 

・働くことが障がい者の生きがいにつながるよう、ハローワーク等と連携し、障がい者の雇用を促進します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市男女共同参画「あすを奏でるハーモニープラン」 

●伊東市障がい者計画 

●伊東市障がい福祉計画・伊東市障がい児福祉計画 
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政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

９ 保険・年金制度の運営 

①施策が目指す姿 

 
制度加入者 

 
制度の理解を深め、生涯にわたり安心して保険・年金サービスを享受できる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

制度理解の醸成等を図るための広報による周知 34 回 34 回以上 

公平な負担に対する意識向上の取組や適正な 

サービス受給のための相談会の実施 
54 回 54 回以上 

③現状と課題 

現状 
・医療保険・年金制度は、急速な少子高齢化により保険料（税）を納める働き手が少なくなる一方で、医療や

年金の給付を必要とする高齢者等は増加しています。 

・安心して医療を受けられる医療保険制度や老後の生活を支える国民年金制度が、将来にわたって持続可能な

制度となるよう、国は度重なる制度改正を実施していますが、これにより複雑かつ分かりにくい制度となっ

ています。 

・保険料（税）未納者が見受けられるなど、公平な負担が保たれていません。 

・医療保険加入者の高齢化や医療の高度化により、一人当たりの医療費は依然として高い水準にあります。 

※ 国民健康保険制度一人当たり 医療費 （ Ｒ１ :33 万 577 円→Ｒ６ :36 万 6,830 円）  

後期高齢者医療制度一人当たり 医療費（ Ｒ１ :75 万 110 円→Ｒ６ :76 万 3,990 円）  
 

課題 
・医療保険・年金制度に関する情報提供を充実していくための施策の強化 

・保険料（税）収納率向上を図るため、納付意欲の喚起に関する施策の強化 

・医療費の適正化に関する施策の強化 

④施策の方針 

・医療保険・年金制度に関する情報について、分かりやすく効果的な広報活動に取り組むとともに、相談業務

の充実を図ります。 

・保険料（税）納付について、徴収方法・減免の案内手法の充実化を図ることにより、加入者の公平な負担に

取り組みます。 

・医療保険制度の安定的な運営を実現するため、多様な医療費適正化に取り組みます。 

 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

情報提供の充実 
窓口配架、広報紙、ホームページの活用、保険料（税）通知書等への

パンフレット同封による配布 

相談業務の充実 
関係機関との連携、説明会・研修会への参加、窓口・電話対応、相談

会の実施 

保険料（税）収納率向上 
口座振替等の便利な納付方法や減免制度についての周知強化、各種

手続・相談時の案内強化 

医療費適正化への取組 
ジェネリック医薬品の普及促進、特定健康診査の実施、後期高齢者健

康診査の実施、一日人間ドックの実施、健康指導の実施 

⑥役割分担 

市民 
・一人一人が生活を支える基盤であるとの自覚や公平な負担に対する意識を高め、保険料（税）の適正な納付

に努めます。 

・予防や健康づくりを通じて自身の健康の維持に努めます。 

・医療機関への適正な受診を心掛けます。 
 

行政 
・制度を適切に利用できるように必要な情報発信を行います。 

・公平にサービスを受けられるように適切な相談業務を実施します。 

・公平な負担が保たれるように保険料（税）収納率向上に向けた環境を整備します。 

・生活習慣病の予防、適切な健診の促進及び保健指導を実施することで、医療費適正化につなげます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市国民健康保険データヘルス計画 

●伊東市特定健康診査等実施計画 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

１ 自然との共生社会の推進 

①施策が目指す姿 

 
市民・事業者・ボランティア団体 

 

一人一人の取組により、豊かな自然や快適な生活環境が維持・保全されて

いる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

公害の迷惑行為に寄せられる苦情件数 12 件 ６件以下 

愛護動物の迷惑行為に寄せられる苦情件数 49 件 ６件以下 

伊東市森林整備計画に基づき間伐を行った 

森林面積 
累計 31.7ha 累計 71.6ha 以上 

③現状と課題 

現状 
・民間事業者が起因となる公害は少ないものの、近隣住民による騒音・振動・悪臭・野焼き等に対する相談が

寄せられています。 

・愛護動物の不適切な飼育により、近隣住民とのトラブルが発生しています。 

・森林所有者の高齢化や後継者不足が進み、手入れ不足の森林の増加が懸念されます。 

・地域林業の中心的役割を果たすべき担い手が不足しています。 

・荒廃森林の増加は、人の生活圏で獣害が起きる要因につながっています。 
 

課題 
・生活公害行為者に対し、迷惑行為を防止するための対応策の推進 

・愛護動物の飼育者の適正な飼育や近隣住民の理解を促す新たな方策の検討 

・山間部における森林環境整備の推進方策の検討 

・林業の担い手の育成及び林業従事者を確保するための施策の検討 

④施策の方針 

・日常生活に伴う環境汚染を防止するための自主的な対策や配慮を促します。 

・愛護動物の飼育マナー向上に取り組み、動物愛護精神の普及・啓発を推進します。 

・適切な経営管理が行われていない森林の環境整備を行います。 

・本市の林業について市民の興味・関心を高めるために広報活動に取り組みます。 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

快適な生活環境の確保 
騒音・振動・悪臭・野焼き等や愛護動物の不適切な飼育に係る市民へ

の指導及び未然防止のための啓発活動の実施 

愛護動物の適正飼育の推進 
愛護動物の適正な飼育方法の啓発、狂犬病予防注射の接種指導、飼い

主のいない猫（地域猫）の去勢・不妊手術に対する補助金の交付 

森林環境整備の促進 
森林環境譲与税を活用した森林整備の促進、森林保全活動の支援、森

の力再生事業の促進、林業に係る広報の強化 

林業に関する担い手の育成 計画的な森林整備事業推進による林業者の就業環境の確保 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・豊かな自然を守り、次世代に継承していきます。 

・日常生活において生じる環境負荷の低減に努めます。（洗剤等による排水の汚濁防止等） 

・犬、猫等の愛護動物を適正に飼育し、近隣住民との理解を深めます。 

・生物多様性の保全について理解し、動植物を大切に守ります。 

・森林環境の重要性を理解し、環境を守るための地域活動に協力します。 

（事業者） 

・事業活動における大気・水質汚濁・騒音・振動等の公害発生について、未然に防止します。 

・自然環境の保全に取り組み、環境負荷の少ない事業活動を展開します。 
 

行政 
・県と連携し、生活公害の発生防止について啓発活動に取り組みます。 

・県や市民・ボランティア団体と協働して、動物愛護思想の普及啓発に取り組むとともに、飼育者に対し、愛

護動物の適正な飼い方について県と連携し、指導を行います。 

・森林環境譲与税の活用内容について公表し、森林整備状況を周知します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市環境基本計画 

●伊東市役所地球温暖化対策実行計画（エコアクションプラン） 

●伊東市森林整備計画（森林法） 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

２ 循環型社会の推進 

①施策が目指す姿 

 
市民、滞在者、事業者 

 
ごみの減量・資源化と温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

可燃ごみの排出量 27,372ｔ 25,638ｔ以下 

リサイクル率（総資源化量／総ごみ量） 17.69％ 20.00％以上 

③現状と課題 

現状 
・本市は、2050 年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを

宣言（伊東市「ゼロカーボンシティ」宣言）しており、行政に加えて、市民・事業者・滞在者も一体となっ

た取組を推進しています。 

・ごみの総排出量は、年々減少傾向にありますが、１人１日当たりのごみ排出量はいまだ多い状況です。 

・家電製品等を山林などに投棄する不法投棄が後を絶ちません。 

・ポイ捨て等により、河川等を通じて海へ流れ込んだ海洋プラスチックごみが、生態系へ影響を及ぼし、地球

規模で問題となっています。 

・「食べ残し」、「作りすぎ」及び「直接廃棄」等により、大量の食品ロスが発生しています。 

・省エネを目的とした電化製品が普及拡大している中で、市民の省エネに対する意識は高くなっているものの、

全ての人が具体的に行動するまでには至っていません。 

・市役所では伊東市役所地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出抑制に取り組んでいます。 

・廃棄物処理施設は、排出基準値以下の管理を行っていますが、施設の老朽化が顕著となっています。 
 

課題 
・ごみの発生、排出抑制及び資源化に対する意識の醸成 

・不法投棄防止に対する意識の醸成 

・海洋プラスチックごみによる環境汚染の防止に資する新たな取組の検討 

・食品ロスの発生を抑制するための新たな取組の検討 

・市民に対する新エネ・省エネ・創エネ等の意識の醸成 

・家庭や事業所からの温室効果ガス排出量削減対策に向けての啓発の推進 

・廃棄物処理施設の老朽化対策のための保守点検や予防保全の強化、基本構想計画など各種計画の作成 

④施策の方針 

・ごみの発生、排出抑制と分別、資源化を促進するため、さらなる啓発を行います。 

・注意喚起を行う等、不法投棄しにくい環境づくりを推進します。 

・プラスチックごみの発生抑制や海洋流出防止のための取組を推進します。 

・市民や事業者が主体的に食品ロスの削減に取り組めるよう啓発するとともに、生ごみの再資源化を促進します。 

・環境学習等を通じた新エネ・省エネ・創エネの啓発に努めるとともに、温室効果ガス排出量の削減に向けた

普及啓発活動に取り組みます。 

・伊東市役所地球温暖化対策実行計画（第４次エコアクションプラン）の実行により温室効果ガス排出抑制に

努めます。 

・計画的な維持管理を行い、法に定められた排出基準値を守ります。 

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

ごみの発生、排出抑制及び資源化の促進 
発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）及び再生利用（リサイ

クル）の３Ｒを促進するための啓発 

ごみの適正処理の推進 
不法投棄未然防止策の一環としての看板の設置、不法投棄パトロー

ルの強化 

静岡県海洋プラスチックごみ防止 

６Ｒ県民運動の推進 

市主催による海岸清掃活動の実施、清掃活動団体やボランティア団

体主催の海岸清掃活動の支援 

食品ロス削減の推進 

家庭ごみの発生を抑制するための啓発（生ごみの水切りの徹底、食材

の使い切り、食品の食べきり、生ごみ処理器の購入費補助金の交付

等） 

環境学習の充実及び温室効果ガス排出

量の削減の意識啓発・普及の推進 

伊東市環境基本計画の推進、太陽光発電等の再生可能エネルギーの

普及啓発、環境学習の実施 

市役所地球温暖化対策実行計画の推進 温室効果ガスの総排出量を削減するための配慮行動の実施 

廃棄物処理施設の適正な維持管理 
排出基準値 ダイオキシン類 1ng-TEQ/㎥ N 以下、放流水質 COD40mg/L

以下、SS90mg/L 以下の基準値内処理 

⑥役割分担 

市民 
（市民・滞在者） 

・排出するごみの減量、分別の徹底、資源物の回収に協力します。また、排出のルールを守ります。 

・地球温暖化問題に関心を持つとともに、省エネルギー型の住宅及び設備・機器並びに次世代自動車の導入

や節電、公共交通機関の利用など、省エネルギーの取組を積極的に行います。 

（事業者） 

・ごみの排出に当たり、法に基づいた適正処理を行うとともに、使用抑制や排出抑制を図るなどごみの減量

化と資源化に努めます。 

・不要となったフロン類の回収を徹底し、建設工事などに際し熱帯林材をつかわないようにするとともに、

省エネルギー型の設備・機器及び次世代自動車の導入や節電など、省エネルギーの取組を積極的に行いま

す。 
 

行政 
・ごみの減量と資源化の啓発を推進し、循環型社会の構築を目指します。 

・ごみが適正に処理される環境づくりを創出し、不法投棄対策を行います。 

・環境学習の一環として次世代を担う子どもたちに対し、ごみ処理やごみの再資源化の重要性について理解を

深めてもらうよう取り組みます。 

・2050 年温室効果ガス排出実質ゼロに取り組むとともに、新エネルギー及び省エネルギー機器導入に対する支

援や温室効果ガスの削減に向けた情報提供と啓発を推進します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市一般廃棄物処理基本計画 

●伊東市環境基本計画 

●伊東市役所地球温暖化対策実行計画（エコアクションプラン） 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

３ 生活排水対策の充実 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 

適切な汚水処理により生活環境が向上し、公共用水域の水質保全等が図ら

れ、快適な市民生活を送ることができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

環境基準 
（河川ＢＯＤ・海域ＣＯＤ） 

八代田橋 ＢＯＤ 0.7mg/ℓ ＢＯＤ ２mg/ℓ 以下 

渚橋 ＢＯＤ 0.7mg/ℓ ＢＯＤ ２mg/ℓ 以下 

伊東港中央 ＣＯＤ 1.3mg/ℓ ＣＯＤ ２mg/ℓ 以下 

※国の環境基準値。下水道整備により良好な水質を保全し、目標値である国の環境基準値を超えないよう、将来に

渡って維持していくことを目標とする。  

③現状と課題 

現状 
・下水道アクションプランに基づき、川奈処理分区の主要幹線については令和８年度までの整備概成を目指し

ています。 

・昭和 49 年の供用開始から 50 年以上が経過し、下水道施設の老朽化が顕著となっています。 

・下水道の維持管理や耐震化に多額の事業費と長い期間が必要となっています。 

・人口減少や節水機器の普及などにより有収水量が減少し、下水道事業収益の確保が困難な状況であり、不足

する分を一般会計からの繰入金で補填している状況です。 

・公共下水道伊東処理区においては、接続率が全国平均を下回っています。 

・浄化槽管理者の不適切な管理により、生活排水の汚染や悪臭などが発生し、近隣住民間でトラブルが発生し

ています。 

・単独処理浄化槽設置が多い地域では、生活排水を河川等に放流しているため、一部の河川では水質が悪化し

ています。 
 

課題 
・健全な下水道事業経営を継続するための施策の取組の強化 

・老朽化対策及び耐震化には多額の事業費を要するため、下水道事業の効率化と事業費の平準化の検討 

・下水道への接続に理解を高める取組の推進 

・浄化槽の適切な管理（清掃・保守点検・法定検査）が徹底されるように市民への新たな周知策の検討 

・生活排水による公共用水域の水質、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽を設置

している管理者に合併処理浄化槽への転換の助言強化 

 
  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・汚水処理費、雨水処理費の経費負担を明確にし、下水道汚水処理費に要する適正な使用料の設定を検討しま

す。 

・下水道事業の中長期的な経営判断の下、整備計画の見直しを行うとともに改築事業との費用の平準化を図り、

優先順位を決め計画的に持続可能な維持管理を目指します。また、管路施設の地震対策を推進します。 

・下水道接続工事費の負担軽減を図るための助成金、貸付金制度の活用や下水道が生活環境に与える効果につ

いて啓発活動を通じて周知し、下水道への接続意識の向上を図ります。 

・生活排水の適正処理として単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

下水道の健全経営 
公営企業会計制度に基づく財務分析、一般会計からの繰入金その他

下水道事業経営のあり方の検討 

下水道施設の効率的な整備促進 
下水道区域の見直しも含めた計画的な整備の促進、主要幹線以外の

枝線整備 

下水道施設の適正管理 計画に基づく施設の長寿命化や耐震化の推進 

下水道への接続の促進 公共下水道及び地域汚水処理施設の供用開始区域での啓発活動 

適正な浄化槽の維持管理の推進 
県の浄化槽パトロールに同行した適正な浄化槽の維持管理の戸別説

明 

⑥役割分担 

市民 
・家庭から排出される排水（生活雑排水）が河川や海などに与える影響を理解し、将来にわたり、安全で安心

して暮らすことのできる水環境の構築に努めます。 

・河川等の水質向上を図るとともに生活環境を保全するため、単独処理浄化槽使用者は合併処理浄化槽に転換

し、浄化槽の適切な維持管理に努めます。 
 

行政 
・下水道汚水量の将来予測に基づき、計画的な整備に取り組みます。 

・下水道施設の長寿命化や耐震化を進め、安定した汚水処理サービスを提供します。 

・下水道や浄化槽（合併処理）の役割に対する理解を高めるための広報活動を行います。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市汚水処理施設整備計画（アクションプラン） 

●伊東市下水道ストックマネジメント計画 

●伊東市下水道総合地震対策計画 

●伊東市公共下水道事業経営戦略 

●伊東市環境基本計画 

●伊東市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画） 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

４ 安全でおいしい水の安定供給 

①施策が目指す姿 

 
水道使用者 

 
安全でおいしい水を安定的に使用することができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「安全でおいしい水の安定供給」に満足している

市民の割合（市民満足度調査） 
84.4％ 90.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・地下水を主に取水し、消毒のみで水質基準を満たした水道水を供給できています。 

・高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化が進んでいるため、更新計画の策定等の予防保全や災害時の

早期復旧対策を整えています。 

・水道は市民の重要なライフラインであるため、災害・事故時の応援協力体制づくりや災害対策訓練を実施し

ています。 

・給水人口の減少、節水機器の普及等により、料金収入は減少傾向にあります。 

・将来にわたって、市全域に対し継続的に水を安定供給するため、市水道事業と民営水道事業者との統合が求

められています。 
 

課題 
・今後の水質悪化の可能性 

・水道施設の老朽化対策、耐震化の推進 

・災害・事故時における関係機関・団体等との連携強化 

・老朽化した水道施設の更新や耐震化に必要となる事業費の財源の確保 

・水道事業の統合 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・水質検査計画に基づき検査を行い、かつ、耐塩素生物の監視を強化し、安全安心でおいしい水を供給します。 

・老朽化した水道施設の計画的な更新や適正な維持管理を行います。 

・災害・事故時を想定した関係機関・団体等との連携強化に努めます。 

・安定した財源の確保により健全な事業運営に努め、持続可能な経営基盤の強化を図ります。 

・給水区域内の民営水道事業者との協議を進め、水道事業の統合を推進します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

水質の適正管理の推進 原水・浄水の定期的な水質検査の実施、検査結果の公表 

水道施設の更新（耐震化）事業の推進 計画的な水道施設の更新（耐震化）事業の実施 

災害・事故時に迅速に対応できる 

体制づくり 
緊急時における配管材等の資材の確保、応援協力体制の強化 

持続可能な経営基盤の強化 経営の効率化・経費削減、料金体系の見直し、収納率の向上 

民営水道の統合の推進 未統合事業者の統合の推進に向けた協議 

⑥役割分担 

市民 
・給水装置を適正に維持管理します。 

・災害時に備え家庭や職場での生活用水の確保に努めます。 
 

行政 
・水道施設を適正に維持管理し、安定的に供給します。 

・水質情報が広く市民に行き渡るように広報し、水道水の安全性を伝えます。 

・重要度や優先度を踏まえた上で、計画的に水道施設の更新を進めます。 

・防災対策の一環として、広報紙等による水の備蓄の啓発や総合防災訓練を活用した応急給水訓練を行います。 

・経営基盤の強化により、更新財源の確保を図ります。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市水道ビジョン 

●伊東市水道事業経営戦略 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

５ 魅力的な都市空間の創造 

①施策が目指す姿 

 
市域 

 
地域特性を生かした安全で快適な市街地が形成され、景観に配慮されている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「海岸・高原・住宅地及び市街地の街並みなどの

良好な景観の形成」に満足している市民の割合 

（市民満足度調査） 

59.2％ 65.0％以上 

土地の使い方について「全体として調和が取れて

おり、良い状態である」と回答した市民の割合 

（市民満足度調査） 

27.0％ 42.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・用途指定と居住誘導区域が設定されている中心市街地の人口は低密度化が進む一方、用途地域の定めのない

郊外での市街化が進行しています。 

・朝夕の鉄道発着時に、伊東駅前とその周辺において交通の輻輳(ふくそう)が恒常的に発生しています。 

・人口一人当たりの公園面積（8.6 ㎡/人）が目標値（10 ㎡/人）に達していません。 

・幹線道路沿いにある景観への配慮に欠ける屋外広告物や老朽化した建築物等により街並みの景観が阻害され

ている箇所が見られます。 

・市営住宅について、中層耐火構造住宅ではユニバーサルデザイン対応等の住戸改善が求められており、一方

では耐用年限を既に経過した木造及び簡易耐火構造住宅が残っています。 

・空家等の相談件数は年々増加しており、そのうち所有者が既に死亡しているが相続や登記がされていない空

家等が増え、所有者の特定及び対応に時間を要しています。 

・伊東市営天城霊園は、令和５年度から合葬式墓地の供用を開始し多様な市民ニーズに対応しています。 

・伊東市営天城霊園の墓所区画については、少子化の進行による承継者不在への不安や負担感から墓じまいを

する風潮が見受けられるなど、特に普通墓所において需要が減少傾向にあります。 

・伊東八景の一つであるオレンジビーチは、波の作用や強風の影響により、砂が移動し、浜やせが進んでいます。 

・中心市街地と海辺が近接していますが、通年利用できる施設や駐車場の不足に加え、市街地との回遊性の確

保が求められています。 
 

課題 
・中心市街地と郊外の人口動態と地域特性に応じたバランスの取れた公共投資 

・一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・商業等の生活サービスの誘導 

・伊東駅前とその周辺における多様な交通利用者のための安全で快適な空間の整備 

・あらゆる世代の憩いの場として公園が不足する地域での公園等の整備 

・無秩序な開発行為を防止し、良好な景観の維持 

・多様な世代のニーズに合わせた市営住宅の住棟及び住戸の改善並びに老朽住宅の解体・撤去を行うことによ

る管理戸数の適正化 

・空家等の利活用方策につながる取組の検討 

・空家等に関する相談体制の強化及び適正な管理等の推進 

・伊東市営天城霊園の新規使用者募集における芝生墓所への需要の偏り 

・魅力ある海辺空間の再整備 

・中心市街地と海辺との回遊性の確保 

・海岸沿いにおける憩いの場や駐車場の整備 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・伊東駅前とその周辺地区を含む中心市街地において、面的整備を行うことで、まちのにぎわいの創出につな

げます。 

・市域全域の人口動態と地域特性を踏まえ、都市機能や生活機能を集約したまちづくりを推進するため、立地

適正化計画の見直しを継続的に行い都市機能誘導区域又は居住誘導区域の適切な設定を図ります。 

・都市計画公園の必要性を再検証するとともに、新たな公園適地の探索等を行います。 

・自然環境や市民生活と調和した開発となるよう、伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づき

指導し、事業者等の安全かつ適正な事業執行を促します。 

・良好な景観維持のため、伊東市景観条例・静岡県屋外広告物条例等に基づき適正な指導を行います。 

・市営住宅ストックの有効活用を図るとともに、老朽化住宅の早期解体・撤去を推進します。 

・公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会との協定に基づく空家等の利活用推進の取組を、積極的に推進し、

移住定住の促進につなげます。 

・空家等を適切に管理するため、分譲地自治会等と協働で空家等実態の把握及び対策の推進を図ります。 

・空き墓所発生に伴う新規使用者募集の方法を見直し、利便性の向上を図ります。 

・「みなと」と「まち」が一体となった、魅力ある海辺空間の創出を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

中心市街地の活性化の推進 
伊東駅前とその周辺地区の整備、市街地の道路整備、官民協働で行う

まちづくりの活動 

地域特性を踏まえた都市機能や 

生活機能を集約したまちづくりの推進 

地域毎の人口動態の把握、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の区

域設定の見直し 

憩いの場の整備 
都市計画公園の再検証、公園・緑地の整備、開発行為による緑地の確

保 

土地利用の健全化 伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づく指導 

景観に配慮したまちづくりの推進 
伊東市景観条例に基づく指導、静岡県屋外広告物条例に基づく指導、

廃屋解体・撤去支援 

市営住宅の快適で良好な住空間の維持・

確保 

誰もが健やかに暮らせるよう市営住宅ストックの効率的かつ円滑な

更新、耐用年限が経過した老朽住戸の解体・撤去 

空家等及び跡地の利活用 

伊東市空家等対策に向けた利活用促進に関する協定及び伊東市にお

ける空家等の対策に係る包括連携・協力に関する協定による市内の

空家等の市場への流通促進 

空家等の適正な管理等の推進 
町内会や分譲地自治会と連携した空家等の情報収集、所有者等に対

する啓発及び情報提供、相続時の専門家相談の取組 

伊東市営天城霊園の整備推進 北側場内通路改修工事等の整備 

魅力ある海辺空間の再整備 オレンジビーチ・伊東港の整備 

⑥役割分担 

市民 
・中心市街地のにぎわいの創出や商工業等の活性化に努めます。 

・都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で一定規模の開発行為・建築等行為等を行う場合には届出を行います。 

・安全で良好な土地利用のため、開発行為等の各種申請や手続を適正に行い、工事施工や事業においても、法

令や指導を遵守するよう努めます。 

・自らが景観の形成の主体であることを認識し、互いに協力し景観形成に努めます。 

・市営住宅の住民は、住生活に関わる要望を、自治会として行政に対して伝えます。 

・各町内会・自治会で空家等に関する緊急連絡体制表の作成の取組を促します。 

・良好な海岸環境を維持するため、適切な利用、環境保全に努めます。 
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行政 
・伊東駅前とその周辺地区の整備、市街地の道路整備を図り、まちのにぎわいの場の整備に努めます。 

・地域特性に応じ、都市機能誘導区域、居住誘導区域等を設定し、生活サービスや居住等の誘導を図ります。 

・周囲と調和した開発となるように、伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づき指導します。 

・伊東市景観条例・静岡県屋外広告物条例等に基づき適切な指導を行います。 

・市営住宅の入居者や入居待機者が求めるニーズの的確な把握及び実現を図ります。 

・用途廃止の手続後に老朽市営住宅を解体及び撤去することで、適切な管理戸数を確保します。 

・空家等所有者が空家等の適切な維持管理に対する意識を高めるよう努め、空家等になる以前の段階での早期

解決に取り組みます。 

・指定管理者と協議して、空き墓所発生に伴う新規使用者募集方法の見直しを図るなど、適正な管理に努めま

す。 

・海岸や港等に関する整備の基本方針をまとめた伊東港・伊東港海岸整備基本構想に基づき、整備の実現に向

けて取り組みます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市都市計画マスタープラン（令和９年度改定予定） 

●伊東市景観計画・伊東市景観形成基本計画（景観法） 

●伊東市市営住宅長寿命化計画 

●伊東市空家等対策計画 

●伊東市立地適正化計画（令和９年度改定予定） 

●伊東港・伊東港海岸整備基本構想 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

６ 公共交通体系の充実 

①施策が目指す姿 

 
市民、観光客等 

 
持続可能な地域公共交通が確保・維持されている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「バス・鉄道などの公共交通対策の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
25.8％ 42.0％以上 

鉄道、路線バス、デマンド交通、タクシーの 

年間利用者数（伊東市内乗降のみ） 
5,427 千人 現状維持 

（推計人口比 4,958 千人） 

③現状と課題 

現状 
・鉄道、路線バス、デマンド型交通による人口カバー率は、市全体で 70.8％であり、郊外や山間部を中心に交

通空白地域が存在しています。 

・交通空白地となっている別荘地や分譲地は、人口の分散と高い高齢化率が認められます。 

・少子高齢化と人口減少により、鉄道、路線バスの利用者数の減少傾向が懸念されます。 

・路線バスは、伊東駅や伊豆高原駅を中心に市内の各方面へ運行していますが、慢性的な運転士不足により、

乗車密度の低い路線では運休や減便を余儀なくされています。 

・買物などにおける主たる移動手段は自家用車であり、路線バスの利用はおよそ７％と、その利用は少ない状

況にあります。 

・市全域で高齢者の日常移動を支援する取組を求める声が多く挙げられています。 

・公共交通の満足度は郊外に行くほど相対的に低い傾向があります。 

・鉄道事業者、バス事業者ともフリー切符を販売しており、インバウンドを含む観光移動等に利用されていま

す。 

・鉄道、路線バスにおいては全駅全車両でＩＣカード乗車券の利用が可能であり、一部のタクシーでも配車ア

プリの活用が始まっています。 
 

課題 
・人口減少、少子高齢化に対応した必要な公共交通網の最適化 

・別荘地・分譲地などの交通空白地の特性と必要性に見合った移動手段の確保と仕組みづくり 

・路線バスの運行に係る持続可能性の確保と、地域の限られた交通資源の効率的な活用 

・地域特性や生活様式に合わせた交通モードによる移動サービスの導入 

・観光移動等における公共交通機関の利用促進 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・市内交通の骨格となるバス路線の維持、最適化を進めます。 

・点在する交通空白地域の移動ニーズに見合った対応を検討します。 

・公共交通利用への抵抗感をなくし、誰もが出かけやすいまちの実現を目指します。 

・地域に適合した新たなモビリティの形成を推進します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

交通結節点の利用環境の向上 
乗り場案内や乗継案内などの表示改善、鉄道と路線バス・路線バス同

士の接続の向上 

公共交通体系の再構築 

市内路線バスの維持・見直し、近隣市町と連携した広域路線バスの見

直し、地域の多様な交通資源との連携、新たな交通モードの導入・検

証 

地域公共交通の確保・充実 
交通空白地域の解消に向けた取組、別荘地等が主体となり運行する

生活交通への補助、地域交通の担い手（運転士）の確保支援 

利用促進に向けた取組 

総合時刻表の作成、モビリティ・マネジメントなどの実施、乗り方教

室などのイベントの実施、利用促進ツール（アプリ）の使い方の周

知、タクシー配車アプリ導入促進  

観光移動での利用促進 観光周遊の促進に向けた取組、観光に役立つ情報の提供 

⑥役割分担 

市民 
（市民等） 

・鉄道、バス等の公共交通の利用に努めます。 

・交通空白対策として、地域が主体となった交通手段の検討と仕組みづくりを進めます。 

（交通事業者） 

・乗場案内、乗継案内など交通結節点の利用環境の向上とアプリ等での情報発信に努めます。 

・市内路線バスの維持・見直しや広域路線バスの維持・見直しなど交通体系の再構築に努めます。 

・バスの乗り方教室など利用促進に向けた取組を行います。 

・交通空白地域の解消に向けて、市民の足の確保、充実のための取組を積極的に進めます。 
 

行政 
・交通事業者とともに乗場案内、乗継案内など交通結節点の利用環境の向上に資する取組を行います。 

・交通事業者が行う市内路線バスの維持・見直しや広域路線バスの維持・見直しなど交通体系を再構築する取

組を支援します。 

・地域の多様な交通資源との連携を進め、市内の交通の現状について情報共有を図ります。 

・交通事業者とともにバスの乗り方教室など利用促進に向けた取組を行います。 

・交通事業者の協力の下、交通空白地域の解消に向けた取組など公共交通の確保、充実に資する取組を行いま

す。 

⑦関連する個別計画 

●伊豆地域公共交通計画（本市を含む５市３町の広域計画） 

●伊東市地域公共交通計画 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

７ 道路環境の整備 

①施策が目指す姿 

 
市域 

 
円滑・安全・安心・快適な道路環境が維持できている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

道路瑕疵
か し

による事故発生件数 ３件 ０件 

幹線市道の整備率 96.2％ 98.5％以上 

③現状と課題 

現状 
・安全な道路環境の整備を実施するに当たっては、地域住民や関係者の協力が不可欠であるため、説明や交渉

に時間を要しています。 

・良好な道路環境を保つため、常に補修や除草が必要となっています。 

・道路施設の保全のために修繕計画や長寿命化計画を策定し順次修繕を行っていますが、高度経済成長期に建

設されたインフラが多いため、老朽化率が減少しない傾向にあります。 

・高齢者や子どもたち等の安全確保のために歩道の整備やバリアフリー化を順次行っていますが、歩道幅員の

確保や民地側の高さの調整等が困難で苦慮しています。 
 

課題 
・地域住民や関係者の事業への協力 

・道路施設等の適切な維持管理 

・修繕計画や長寿命化計画の前倒しの検討 

・道路構造や施工方法の検討 

④施策の方針 

・現状把握に努め、地域住民や関係者との合意形成を図り、円滑な道路環境の整備を推進します。 

・道路瑕疵等が発生しないよう道路パトロールの強化を図るなど、適切な維持管理を行います。 

・国や県の補助金や交付金制度を活用し、早期に修繕計画や長寿命化計画が完了できるよう努めます。 

・高齢者や子どもたち等が安全で安心して歩行ができるとともに、車両の運転者にも安全で安心して走行がで

きる道路環境整備を進めます。 
 
 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

円滑な道路環境の整備 

道路交通量の把握、市道の利用に対する市民の声の把握、幹線市道の

計画的な整備、渋滞の緩和対策の検討、円滑な交通のための道路網整

備、移住定住促進道路整備 

道路施設等の適切な維持管理の推進 

道路パトロール等による路面の破損箇所等の早期発見・早期補修、舗

装長寿命化のための計画的な修繕、交通安全施設の設置、道路施設の

長寿命化、先進技術の活用 

安全で快適な歩道空間の推進 
歩道のバリアフリー化の促進、歩道のバリアフリー化に関する市民

の声の把握 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・子どもから高齢者、また観光客が安全で安心に通行できる道路を目指し、事業の説明会等に積極的に参加

するように努めます。 

（地域） 

・日頃から道路に関心を持ち、草刈りや側溝清掃などの道路環境美化活動に積極的に参加するように取り組

みます。 

・日々の生活をする中で、不便さを感じる施設等があった場合には、行政とともに解決に向けて取り組みま

す。 
 

行政 
・地域住民や関係者等に向け、事業の進捗状況等の最新情報を発信し、情報共有及び現状把握を図ります。 

・市民との協働で道路の環境美化を行う「伊東市公共施設の里親制度（アダプトシステム）」や「伊東市道路愛

護推進事業」の広報活動を行い、積極的な市民の参加を呼び掛けます。 

・苦情等の事業に関する情報提供があった場合には、地域住民や関係者等と協力して解決を図ります。 

⑦関連する個別計画 

●社会資本総合整備計画 

●伊東市橋梁長寿命化修繕計画 

●伊東市個別施設計画（橋梁） 

●伊東市公共施設等総合管理計画 

●伊東市通学路交通安全プログラム 

  



 

84 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

１ 教育環境の整備 

①施策が目指す姿 

 
児童・生徒・教職員・保護者 

 
児童・生徒が学習しやすい環境が整っている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

児童生徒１人当たりの教育用コンピュータ数 1.14 台 １台以上 

長寿命化計画に基づく具体的な改修計画の策定・

改修の実施 
未策定 

（令和７年度・2025） 
改修計画に基づく 

改修の実施 

異物混入、アレルギー、食中毒等、給食を原因と

して人体に影響を及ぼす事故の発生件数 
０件 ０件 

③現状と課題 

現状 
・小学校児童数・中学校生徒数は減少しており、令和６年度においては、児童数はピーク時（昭和 54 年度）の

27.1％の 2,015 人、生徒数はピーク時（昭和 57 年度）の 33.8％の 1,251 人にまで減少しています。 

・学校の小規模化が進む中、新たな学校再編のために「伊東市立小・中学校の規模及び配置の適正化に向けた

基本方針（後期方針）（案）」を作成し、各地区において住民説明会を実施しましたが、北中学校地区を除く

宇佐美地区と対島地区は、地域住民の理解を得るには一定の時間を要するものと判断し、宇佐美地区、対島

地区の学校再編の方向性については、決定することを見送りました。 

・小・中学校の校舎や指定緊急避難場所でもある体育館は、耐震工事を積極的に進めていますが、学校施設の

老朽化が進んでおり、全体の約 83％の施設が建築から 40年を経過しています。 

・学校給食センターの建設により、市内全ての小・中学校で給食が提供され、徹底した衛生管理及び市内統一

のアレルギー対応方針の策定並びに市を挙げての地産地消の推進と食育の充実により、安全安心でおいしい

給食提供に努めています。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒が増加傾向にあることに加え、感染症対策や食中毒対策が重要視されるなど、

給食提供に求められる作業が複雑化する中、給食センター以外の学校の給食調理場は施設が狭く、設備の著

しい老朽化が問題となっています。 

・授業の質を向上させるため、ＧＩＧＡスクール構想に基づく１人１台タブレット端末の更新、小・中学校の

無線ＬＡＮ環境の改善、中学校のパソコン教室への教育用パソコンの更新、小・中学校への電子黒板更新等

を進めています。 
 

課題 
・宇佐美地区及び対島地区の学校環境の整備に向けた、保護者・地域住民との協議調整 

・長寿命化計画に基づく学校施設の老朽化対策の実施 

・老朽化が著しい学校の給食調理場への対応策の検討及び推進 

・ＩＣＴを活用した情報教育充実のための施策の推進 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・北中学校の学校再編実現のため、地域協議会を立ち上げ、より良い学校環境の整備を進めます。 

・学校施設全体の長寿命化を検討するとともに、トイレ等の設備の計画的な改修と併せ、危険度を踏まえた修

繕に取り組むことにより、安全で良好な教育環境を確保します。 

・老朽化が著しい調理場を給食センター受配校に拡充するなど、調理場の集約を進めるとともに、市と委託業

者が連携を深め、アレルギー対応や感染症対策等に係る給食従事者としての資質向上を図ります。また、児

童生徒が地元食材に親しみ、理解を深めるための献立の工夫に努めます。 

・ＩＣＴを活用できる学習環境を整え、学校全体の情報環境整備を推進します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

小・中学校の規模と配置の適正化の推進 
北中学校再編の実現と宇佐美地区及び対島地区における保護者・地

域住民からの意見集約 

学校施設の環境整備及び老朽化対策 

学校校舎トイレの改修（床の乾式化・洋式便器の増設等）、学校体育

館トイレ改修・空調の整備等、映像装置のデジタル化改修、校舎屋上

防水工事の実施、学校施設の長寿命化を図るための大規模修繕の検

討 

学校給食センターを最大限に活用した

食育と地産地消の推進 

今後の児童生徒数を見据えた学校調理場の集約、安全安心な給食の

提供、魅力ある学校給食の提供、学校給食を通じた食育の推進、学校

給食を活用した地産地消の推進  

最先端のＩＣＴ教育環境整備の充実 

児童生徒及び教職員１人１台端末環境の維持拡充、校内ＬＡＮ（無線

ＬＡＮ）環境の維持拡充、大型提示装置（電子黒板）の小・中学校の

全普通教室更新・特別教室整備、デジタル教材を活用できる環境の整

備 

⑥役割分担 

市民 
（保護者） 

・学校における奉仕活動を始めとした各種活動を通じ、子どもたちの教育環境の向上に努めます。 
 

学校 
・ＩＣＴ機器の操作方法や有効的な活用について、校内で研修を行います。 

・ＩＣＴ機器を活用した魅力ある授業を構築するために、校内研修の充実を図ります。 
 

行政 
・子どもたちが安全・安心に学校生活を送れるよう必要な施設の適正管理・修繕・改修を行います。 

・未来を拓く子どもたちが、充実した教育環境で授業を受けられるよう、学校の規模・配置の適正化を進めま

す。 

・ＩＣＴ機器等の環境整備を行います。 

・体育館の空調設備設置を推進します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市学校施設長寿命化計画 

●伊東市立小・中学校の規模及び配置の適正化に向けた基本方針（後期方針 旧市街地地区（北中学校再編版）） 

●伊東市教育大綱 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

２ 未来を創る教育の充実（小・中学校） 

①施策が目指す姿 

 
児童・生徒 

 
夢と希望を抱くことができる 

 

 
学校 

 
子どもたちが夢と希望を育むことのできる魅力ある学校 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

学校が楽しいと思う子どもの割合【小学校】 
（学校生活アンケート） 

88.1％ 88.6％以上 

学校が楽しいと思う子どもの割合【中学校】 

（学校生活アンケート） 
90.5％ 90.5％以上 

③現状と課題 

現状 
・全国学力学習状況調査の結果から、各学年に応じた学習内容は身に付いてはいるものの、学習意欲の低下や

学力の二極化が見られます。 

・経済のグローバル化やＩＣＴの急速な発展により子どもを取り巻く環境が急激に変化しています。 

・多様な教育的ニーズに応えるため、本市では外国語指導員（ＡＬＴ）やＩＣＴ支援員、学校図書館司書、ス

クールソーシャルワーカー等の専門人材を配置しています。 

・近年、地震、台風・集中豪雨等自然災害、熱中症、登下校中の事故等の子どもが巻き込まれる事案が発生し、

学校における子どもの安全確保が求められています。 

・特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾向にあり、個に応じたきめ細かな支援が必要となっています。 

・急激な社会変化の中において、子どもたちの悩みや不安は複雑かつ多様化しており、不登校の出現率が高く

なっています。 

・価値観やライフスタイルの多様化等により、地域社会におけるつながりが希薄化し、子どもを地域で育てる

という考え方が失われつつあります。 
 

課題 
・社会を生き抜く基盤となる確かな学力向上のための施策の推進 

・生きる力を身に付ける質の高い教育を推進するための施策の検討 

・自ら身を守る危機回避能力や自らが判断し行動できる力を高める教育施策の充実 

・インクルーシブ教育システムの構築のための施策の検討 

・児童・生徒がお互いの良さや違いを認め合うことができる教育施策の推進 

・地域との連携による開かれた学校運営を推進するための仕組みの検討 

  

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・学び手の視点で授業を構想し、「自分ごととしての学び」を実現していけるよう授業改善に取り組みます。 

・社会の中で、自らの可能性を伸ばし、多くの人と関わり協働しながら、豊かな人生を切り開いていけるよう

社会性や人権感覚の育成を目指します。 

・学校における危機管理体制の充実とともに、子どもを取りまく環境が急激に変化する中で、危険を未然に回

避できるよう命を守る教育の充実を図ります。 

・多様な教育的ニーズに応えることのできる教職員、支援員の育成に努めるとともに教育的支援体制の確立に

取り組みます。 

・相談しやすい環境づくりと校内及び関係機関との連携体制を整えます。 

・学校と地域が連携をして、子どもたちの成長を支援する体制を整えます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

「学びに向かう力」の育成 確かな学力の向上、外国語教育の充実、ＩＣＴ機器の効果的な活用 

「人として備えたい力（人間性）」の 

育成 

社会性や規範意識の定着（あいさつの奨励）、自己肯定感や思いやり

の心の醸成、小・中学校の各段階における人権教育の推進 

「命を守る力」の育成 
危険を未然に回避する力や緊急時の対応力の育成、健康的な生活習

慣の定着、命の重みを捉えることができる教育 

教育的支援体制の充実 
支援員の適正な配置、教職員の研修強化、校内及び市就学支援委員会

の充実、不登校対策の推進 

地域社会との連携推進 
郷土愛の醸成、地域総がかりで子どもを育む体制、学校運営に関する

情報発信 

⑥役割分担 

市民 
（児童・生徒） 

・常に目標を持ち、それに向かって努力します。 

（市民） 

・家庭において発達段階に応じた生活・学習習慣を身に付けさせるとともに、地域において心豊かな子ども

を育成するための支援を行います。 
 

学校 
・新学習指導要領で示されている、三つの柱（「知識・技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人

間性」）の育成を目指し、「主体的、対話的で深い学び」のある学習活動を推進します。 

・同僚性を高め、付けたい力に照らして子どもの姿で語るとともに、教員の資質・指導力の向上と授業改善を

図り、工夫した校内研修を実践します。 
 
行政 
・個に応じた指導、支援を進める上での必要な支援員の配置を行います。 

・教員の適正配置や指導力向上につながる研修が適切に行われるよう国や県に働きかけます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市教育大綱 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

３ 生涯学習活動の推進 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 
生涯にわたる学びや活動に参加し、豊かさを享受できる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「生涯学習活動の推進」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
61.3％ 70.0％以上 

市民一人当たりの図書貸出冊数 1.89 冊 2.69 冊以上 

③現状と課題 

現状 
・生涯を通じて快適に学習できるまちを目指していますが、全ての市民が生涯学習活動に積極的に参加してい

るとは言えない状況です。（Ｒ６：中央会館・ひぐらし会館登録団体 1,208 団体：１団体 30 人と仮定した場

合、36,240 人前後） 

・市民の生涯学習活動への参加回数は増加傾向にあるものの、全ての市民が学びや活動に参加し、豊かさを享

受できているとは言えない状況です。（Ｒ６:市民一人当たりの生涯学習センター及びコミュニティセンター

の利用実績 2.58 回） 

・生涯学習センターやコミュニティセンターにて開催している各種講座や教室、サークル活動などを市公式Ｌ

ＩＮＥや広報紙でＰＲしていますが、まだ十分ではありません。 

・伊東市生涯学習センター中央会館は、伊東図書館が併設されていることもあり、恒常的に利用者の駐車場が

不足しています。 

・生涯学習センター中央会館の築年数は 40 年を超え、経年による老朽化が著しく、外観や設備に不具合が頻

繁に生じており、利用者の満足度が低下しています。 

・伊東図書館は、開架スペースが狭いため、来館者が本棚から直接手に取ることができる図書資料が少なく、

閲覧用スペースや中・高生が利用する学習スペースが不足しており、十分な図書サービスが提供できている

とは言い難い状況です。 

・貸出冊数、イベント・企画展の開催数は横ばい状況にありますが、延床面積、蔵書冊数、貸出数等は、「図書

館の設置及び運営上の望ましい基準」や同規模自治体との比較では、基準を下回っています。 
 

課題 
・生涯学習活動に気軽に参加できる体制の構築 

・生涯学習活動への継続的な参加機会の促進 

・各種教室の普及と市内で活動するサークル等団体の情報収集及び発信の強化 

・伊東図書館の新規登録を増やすための周知方法等や来館を促すための方策の推進 

・伊東図書館における蔵書数の増加やＩＣＴ化、地域の知や文化を記す付加価値の高い資料等の利活用 

・施設のユニバーサルデザイン化や十分な閲覧スペース・学習室、利便性向上のための駐車場の確保など、施

設機能の充実 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・働き方が多様化する昨今において、ワークライフバランスを考慮しつつ、多くの方が参加できるように生涯

学習の機会を提供します。 

・毎年度開催している市民大学、いでゆ大学等の各種講座に関し、バラエティに富んだタイムリーな講座を開

催するなど、講座内容の充実に努めます。 

・市内で活動しているサークル等団体の情報を、生涯学習情報誌「まなびのとびら」やホームページへ掲載す

るほか、ＳＮＳ等を活用する中で積極的に広報を行います。 

・魅力ある図書館の構築を目指し、時勢・トレンドを反映した選書、交流スペースの創出、様々なイベントや

企画展等を実施して来館者の増加を目指します。 

・図書館機能の充実や施設の充実、サービスを向上し、新規利用者や潜在利用者の利用を促進します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

生涯学習機会の提供 生涯学習自主事業等の充実、生涯学習指導者等の発掘 

市民の自主的生涯学習活動の推進 
市民向け学習講座・教室の内容の充実、学習成果を生かした地域にお

ける学習交流機会の創出 

生涯学習団体の情報提供の充実 
広報紙やＳＮＳ等を活用した情報提供、市内サークル活動団体の情

報収集、生涯学習情報誌やホームページによる情報発信 

魅力ある図書館の構築事業の推進 様々なイベントや企画展の実施 

⑥役割分担 

市民 

・一人一人が、伊東市民憲章に掲げる“文化を高め、教養を豊かにしましょう”の実現に向け、学ぶことの喜

びを再認識するとともに、自己の研鑽
さん

に努めます。 

・生涯学習の根幹である“知の循環型社会”の構築を目指し、知的資源の共有に努めます。 
 

行政 
・国・県の動向や、社会情勢を的確に捉え、新しい時代を切り開く生涯学習の振興方策を実施します。 

・時代のすう勢を見極めるとともに市民ニーズを的確に把握し、付加価値の高い生涯学習施策を実現します。 

・学習情報の収集・発信に係る充実を図ります。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市子ども読書活動推進計画 

●伊東市社会教育施設長寿命化計画 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

４ 青少年の健全な育成 

①施策が目指す姿 

 
青少年 

 

次代を担う青少年が、豊かな人間性・社会性を身に付け、地域とともに健

やかに育つことができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

小・中・高生一人当たりの地域学校協働活動への

参加回数 
0.82 回 1.16 回以上 

③現状と課題 

現状 
・青少年の健全育成においては、地域における生活環境も重要な要素の一つですが、ライフスタイルが多様化

する昨今、地域とのコミュニケーションが希薄化しつつあります。 

・少子化や核家族化の進行により、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化しつつある中、放課後等

に児童・生徒が交流する機会や安心して過ごせる場所が減少しています。 

・少子化や核家族化の進行により青少年の地域活動への参加機会が減少しています。 

・ＩＣＴ化の推進やＳＮＳツール等の普及に伴い、青少年が地域の中で、元気に活動する機会が減少していま

す。 
 

課題 
・青少年が地域社会に積極的に参画できる体制の構築 

・地域社会の中で、放課後及び週休日並びに夏休み等の長期休暇時における子どもたちの安全で健やかな居場

所づくり 

・青少年が地域活動に参加しやすい機運の醸成及び地域の積極的な関与 

・青少年が身近な自然環境や地域の歴史・文化に触れる機会の創出及び次世代を育てようという機運の醸成 

④施策の方針 

・青少年が生まれ育った地域で元気に活動できるように声かけ・あいさつ運動を推進し、積極的に地域との連

携を保てるように支援していきます。 

・地域の協力を得る中で、子どもたちの活動拠点（居場所）を確保するとともに、様々な体験活動や地域住民

との交流活動等を促進します。 

・次代を担う青少年が地域において善い行いや優れた活動をできるよう促します。 

・青少年の豊かな心とたくましい身体づくりを推進するため、郷土の文化や史跡、恵まれた自然に触れる機会

を創出するとともに、地域における行事や奉仕活動へ世代を超えた積極的な参加を促します。 
 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

声かけ・あいさつ運動の推進 
地域におけるあいさつ運動の推進、小・中学校及び高校におけるあい

さつ運動推進、あいさつ運動の広報の推進 

地域における居場所づくりの推進 
地域活動団体の推進、広報紙やＳＮＳ等を活用した地域における放

課後等子どもたちの居場所に係る情報発信 

地区青少年健全育成活動の活発化 青少年健全育成活動への地域の積極的な関与 

次世代を担うリーダーの育成 

リーダー育成機会の拡大（夢チャレンジくらぶの開催）、少年教育の

推進（小学生ふるさと教室の開催）、年少者を指導する中高生の育成

（静岡県初級・中級青少年指導者認定者事業の推進） 

⑥役割分担 

市民 
（地域） 

・青少年の健全育成には、地域の協力が必要不可欠である旨を再認識し、未来を担う青少年を地域全体で育

むよう努めます。 
 

学校 
・未来を担う青少年の健全育成に向け、家庭・地域・行政等との積極的な連携に努めます。 
 

行政 
・青少年が地域行事に参加しやすい雰囲気づくりを支援します。 

・時代のニーズを的確に捉え、ふるさと教室や夢チャレンジくらぶを始めとした教室プログラムの魅力を向上

させるとともに、参加しやすい環境を構築します。 

・青少年に次世代を担うリーダーとしての自覚、後継を育てようという意識が芽生えるよう、育成します。 

・本施策を通じ、地域が活性化するよう、必要な情報発信をします。 

 

 
  

伊東市あいさつ運動の様子 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

５ 市民スポーツ活動の推進 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 

気軽に快適にスポーツに取り組むことができ、生涯にわたって健康を維持

することができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「市民スポーツ活動の支援」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
70.4％ 80.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・「市民一人一スポーツ」を目指し、伊東市スポーツ協会等のスポーツ団体と相互に協力を図り、オレンジビー

チマラソン、伊東駅伝を始めとする各種スポーツ大会の開催又は開催支援をしています。 

・各地域の体育振興会と連携を図り、区民体育祭等の地域スポーツの振興に努めています。 

・伊東市民体育センター、伊東市民運動場、大原武道場等の社会体育施設に指定管理者制度を導入し、きめ細

かな市民サービスの向上に努めるとともに、小・中学校の体育施設を市民に開放して、スポーツの振興を進

めています。 

・各種教室等による実技指導を実施し、ボッチャを始めとするニュースポーツ等、幅広い年代の市民が楽しむ

ことができるスポーツの普及活動を進めています。 

・より多くの市民が安全で安心してスポーツに親しむことができるように、社会体育施設の更新をしています。 
 

課題 
・少子高齢化による各種スポーツの競技者確保及びスポーツ団体の充実化 

・市民の誰もが安全で安心してスポーツを楽しむための社会体育施設の充実 

・市民が気軽に参加できるスポーツによる健康づくりの推進及び実技指導を通じた生涯スポーツの充実化 

・伊東市民運動場の健康増進の活動拠点としての形成及び周辺遊歩道も含めた効果的な活用方策の推進 

・老朽化が進む社会体育施設及び学校体育施設の維持管理及び更新 

④施策の方針 

・市民各自の体力や年齢、技術、興味、目的に応じてスポーツに取り組むことができるように、各種スポーツ

団体への支援を図ります。 

・安全、安心にスポーツに取り組める拠点施設として、社会体育施設及び学校体育施設の維持管理及び更新に

努めます。 

・市民誰もが健康的にスポーツを楽しむことができるように年齢やレベルに応じた指導ができる指導者の養成

を目指し、専門的技術指導のできるスポーツ推進委員の拡充に努めます。 

・市民がスポーツに取り組んだ結果、健康維持及び体力向上を実感できるための支援に取り組みます。 
 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

スポーツ団体の支援 スポーツ団体の活動支援、スポーツに取り組む市民の活動支援 

社会体育施設等の充実 社会体育施設の設備等更新、学校体育施設の設備等更新  

指導者の養成 スポーツ推進委員の確保 

市民の健康維持及び体力向上 スポーツ教室の拡充、市民の体力向上 

⑥役割分担 

市民 
・生涯にわたって健康を維持することを意識し、積極的にスポーツに取り組みます。 

・スポーツ団体構成員は、競技者や指導者の確保に努めます。 
 

行政 
・各社会体育施設で実施することができる種目を情報発信します。 

・スポーツ団体に対して、活動支援をします。 

・スポーツ推進委員の確保に努めるとともに、知識及び技術修得を支援します。 

・スポーツ教室の充実を図ります。 

・社会体育施設の大規模改修や修繕を積極的に実施します。 

・伊東市民運動場利用促進を図ります。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市社会教育施設長寿命化計画 

 
  

オレンジビーチマラソンの様子 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

６ 歴史・芸術文化の振興 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 

歴史、芸術文化に触れ、心を豊かにするとともに、後世に伝えることがで

きる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「芸術・文化に触れる機会の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
62.2％ 70.0％以上 

「史跡・郷土芸能の保存」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
75.4％ 80.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・本市の恵まれた自然環境がもたらす自然遺産や先人から受け継がれてきた歴史遺産は、地域や関係団体によ

って受け継ぎ、守られています。 

・国指定史跡「江戸城石垣石丁場跡」は、かつて江戸城の石垣用石材が採石された場所であり、当時を知る上

で欠かせない歴史遺産であることから、保存活用計画を策定しました。 

・心豊かな市民生活、活力ある地域社会の実現を目指すため、平成 27 年に伊東市文化振興基本構想を策定し

ました。 

・市立木下杢太郎記念館では、郷土の偉人木下杢太郎の偉業を紹介し、文化財管理センターでは、原始からの

本市の歴史を展示しています。 

・近年、本市の新たな歴史情報を発掘・集約し、伊東市史を改訂しました。 

・伊東市史を活用し、市民に学ぶ、知る機会を提供していますが、情報の更新が必要な書籍があります。 

・市民の文化活動は活発で、行政は助成や後援により支援しています。 

・芸術祭や各種教室の開催により、文化に親しむ人を育成しています。 

・伊東市観光会館やひぐらし会館等の施設の老朽化が進んでいます。 

・特に、市内に数少ない劇場・ホールである伊東市観光会館の老朽化や駐車場の不足等により、市民や各種団

体が、安全かつ快適に各種取組を発表・鑑賞するための十分な場を提供できているとは言えない状況です。 
 

課題 
・地域住民への史跡江戸城石垣石丁場跡保存活用計画の周知 

・市内文化財の保存活用における総合的なアクションプランとなる文化財保存活用地域計画の作成 

・歴史学習の基礎となる関係書籍の定期的な改訂 

・歴史講座等を通じた文化財に親しむ機会の拡充及び文化財愛護精神の育成 

・木下杢太郎記念館及び文化財管理センターの更なる活用 

・各地域の特色ある伝統芸能の担い手の育成 

・芸術文化活動団体の連携強化及び活動の活性化 

・観光温泉文化都市伊東における文化振興の拠点となる文化ホールの整備 

  

目指す姿（状態） 

対象 



 

95 

第五次伊東市総合計画 
第十二次基本計画 
2 0 2 6  ➡  2 0 3 0 

序 

論 

 

基 

本 

構 

想 

 

基 

本 

計 

画 

 

④施策の方針 

・文化財を保護・保存し、後世に伝えていくため、地域や保存団体と連携を取り、的確な支援と育成に努める

とともに、担い手の育成に努めます。 

・史跡江戸城石垣石丁場跡保存活用計画に沿った施策実施に努めます。 

・文化財の保存活用を図るため、文化財保存活用地域計画の作成に取り組みます。 

・市民が本市の歴史に興味を持ち、進んで学ぶことができる学習機会の充実を図ります。 

・木下杢太郎記念館及び文化財管理センターの充実に努めます。 

・芸術文化活動団体を支援し、活動の活性化に努めます。 

・観光温泉文化都市伊東における文化振興の拠点となる文化ホールの整備に向けた調査・研究を進めます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

文化財の保護・保存 
指定文化財等への保護や支援、史跡江戸城石垣石丁場跡保存活用計

画に沿った施策実施 

歴史に触れる機会の提供 
歴史講座及び出前講座並びに講演会の充実、木下杢太郎記念館及び

文化財管理センターの充実 

芸術文化活動の支援 芸術文化団体等の支援、芸術文化に取り組む個人の支援 

文化拠点となる場の整備 文化拠点となる場の整備に向けた調査・研究 

⑥役割分担 

市民 
・文化財を保護・保存することの大切さを学び、後世に伝えます。 

・積極的に芸術文化活動に取り組むとともに活動の輪を広げていきます。 
 

行政 
・文化財保護・保存に携わる団体・個人と連携し、保護や支援をします。 

・歴史講座、出前講座及び講演会等、市民の学習機会を充実させます。 

・木下杢太郎記念館及び文化財管理センターを充実させます。 

・芸術文化活動に取り組む団体・個人を支援します。 

・文化拠点となる場の整備に向けた調査・研究を行います。 

⑦関連する個別計画 

●史跡江戸城石垣石丁場跡保存活用計画 

●伊東市文化振興基本構想 

●伊東市社会教育施設長寿命化計画 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

７ 郷土愛の醸成 

①施策が目指す姿 

 
本市の将来を担う高校生 

 

生まれ育ったまちに誇りを持ち、「住み続けたい」「離れても将来戻ってき

たい」と思える 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

伊東市に将来戻ってきたいと思う高校生の割合 

（高校生アンケート） 
63.2％ 68.0％以上 

郷土に誇りと愛着を持っている高校生の割合 

（高校生アンケート） 
87.9％ 90.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・将来本市に戻ってきたいと思わない高校生の割合が 30.1％、郷土に誇りと愛着を持っていない高校生の割合

が 12.1％となっています。 

・市外に移りたいと思う高校生の割合が 59.1％となっています。 

・本市を中心とした地域課題を解決するためのビジネスプランの企画・立案や伊東市未来ビジョン会議への参

加など、高校・行政・地元企業が相互に連携する機会が生まれつつありますが、関係団体等も含めた地域全

体で郷土愛を醸成し、未来を担う人材の育成に向けた連携が十分であるとは言えない状況です。 
 

課題 
・高校・行政・地元企業の更なる連携及び関係団体等も含め地域一体となった郷土愛醸成の仕組みの構築 

④施策の方針 

・高校・行政・地元企業の連携を継続・強化するとともに、関係団体等との連携を図り、高校生がまちづくり

に参画する機会を作りながら、地域全体で高校生に対し、郷土伊東に生きる誇りや感謝の心など、郷土愛の

醸成を図る環境づくりと未来を担う人材の育成機会の創出に努めます。 

 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

郷土愛醸成に向けた連携の推進 
高校・行政・地元企業・関係団体との連携事業の更なる推進、伊東市

長期ビジョンの普及・啓発 

⑥役割分担 

市民 
（高校生） 

・総合的な探究の時間を通じて、郷土いとうの歴史を学ぶとともに、地域の課題解決に向けた取組を検討し

ます。 

（地元企業・関係団体等） 

・高校が実施する取組に積極的に協力するとともに、行政とも連携する中で、一体となって郷土愛の醸成を

図る環境づくりと未来を担う人材の育成機会の創出に努めます。 
 

行政 
・これまで進めてきた高校と行政の連携を継続・強化するとともに、関係団体等との連携も図りながら、地域

全体で高校生の郷土愛の醸成を図る環境づくりと未来を担う人材の育成機会の創出を進めます。 

・市制施行 100 周年を迎える 2047 年を見据えた『伊東市長期ビジョン』の実現に向けた取組を検討し、郷土い

とうの未来を担う人材を育成します。 

 

  

高校生を含む未来ビジョン会議委員と、 

長期ビジョン検討会委員の意見交換会の様子 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

１ 地域資源の魅力向上 

①施策が目指す姿 

 
観光客 

 
地域資源に魅力を感じ来訪する 

 

 
市内観光関連事業者 

 
地域資源の魅力を広く発信し、誘客につなげる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

年間来遊客数 632 万人 740 万人以上 

観光客の満足度（伊東市観光消費動向等調査） 76.9％ 95.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・令和５年度に第４次伊東市観光基本計画を策定し、「想い出を紡ぐまち 伊東」を目指す姿として掲げました。 

・本市の年間来遊客数は、コロナ禍により大幅に減少しましたが、ここ数年間はコロナ禍前の人数に戻りつつ

あります。 

・伊東市観光消費動向等調査の伊東市全体への印象で「非常に良い」「良い」を選択した方の割合（観光客の満

足度)は、ここ数年減少しています。 

・伊東八景を始めとする景勝地は、一定の認知度がありますが、情報発信が充実しているとは言えない状況で

す。また、伊東市発祥の「タライ乗り競走」「まくら投げ競技」等のイベントについても、認知度が高いとは

言えない状況です。 

・「伊東らしさ」が明確になっていないため、観光地としてのブランディングが進んでいない状況です。 

・老朽化した観光施設が多いため、補修等の維持管理費用が増加しています。 

・外国人観光客に対して、旅行先としての本市の認知度が低い状況です。 

・本市の宿泊者数は、一定の水準は保っていますが、それが必ずしもまちのにぎわいや市内消費の拡大につな

がっていない状況です。 

・特産品のＰＲや地場産業の振興にもつながる「ふるさと納税」については、返礼品提供事業者の新規参入が

少なく、新たな返礼品の開発が進んでいない状況です。 
 

課題 
・持続可能な観光地域づくりへの対応 

・旅行形態や観光ニーズの把握 

・地域資源の効果的な情報発信 

・観光地としてのブランディングの推進 

・既存イベントの見直しや効果的なＰＲ方法の検討 

・産業との連携による市内消費の拡大 

・老朽化した観光施設の適正な維持管理 

・インバウンド対策の強化 

・地域資源をいかした魅力的な返礼品の開発による本市地場産業の振興 

  

目指す姿（状態） 

対象 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・デジタル技術を活用した観光客のニーズ把握に努め、地域資源の魅力を発信していきます。 

・公式サイトである「伊豆・伊東観光ガイド」や公式 SNSの更新頻度を上げるとともに、誘客につながるよう

コンテンツについても充実を図ります。 

・市民や観光事業者と連携し、本市のブランディングを推進します。 

・産業施策と連携し、地域の消費活性化を図ります。 

・既存の観光施設を計画的に整備し、利用者の安全性や利便性を向上させ、高付加価値化を図ります。 

・既存のイベントを見直すとともに、観光客の滞在時間を増やすようなイベント、仕組みの構築を図り、効果

的なＰＲに努めます。 

・観光案内板の多言語化等の整備を進めるとともに、外国メディアの受入れ、トップセールスの実施、広域連

携による誘客等、インバウンドの拡大を図ります。 

・ふるさと納税制度を活用し、本市への寄附を募るとともに、地場産業の振興を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

情報発信の強化 
公式ＨＰ・ＳＮＳ等を活用した情報発信、有料プレスリリースを活用

したメディアへの情報発信 

旅行形態、観光客ニーズの把握 
ＤＸを活用した観光動向の分析、デジタルマーケティングによる情

報発信及び調査・分析、伊東市観光客消費動向等による調査・分析 

ブランディングの推進 
本市の魅力や価値の明確化と観光プロモーションによるブランドイ

メージの浸透 

イベント等の磨き上げ 
既存イベントの見直し、情報発信、中心市街地における回遊の仕組み

づくり、商店街等との連携 

観光施設の高付加価値化 
観光施設の計画的な整備と維持管理、観光施設花壇の魅力向上、施設

情報（花の開花時期等）の積極的な情報発信 

外国人観光客の誘致 
デジタルマーケティングによる海外への情報発信、広域連携による

誘客促進及び調査・分析、観光案内板・パンフレット等の多言語化 

ふるさと納税制度を活用した 

地域振興の推進 

ふるさと納税制度の市内事業者への周知に向けた取組、販路拡大に

向けたポータルサイトの拡充及び本市地場産品のＰＲ 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・地域の魅力を知り、さらに地域資源の掘り起こしと磨き上げに取り組みます。 

（地域） 

・ふるさと伊東に誇りを持ち、来訪者をおもてなしの心で迎えます。 

（観光及び商工事業者） 

・ＷＥＢ検索やＳＮＳ等を活用した情報発信、事業の推進に積極的に取り組みます。 

（事業者） 

・ふるさと納税の制度を理解し、新規返礼品の開発に努めます。 
 

行政 
・事業者の情報発信のサポートを行います。 

・新たな地域資源の掘り起こし、磨き上げを行います。 

・地域が一体となった観光施策を推進します。 

・ケースに応じた様々な情報発信を効果的に行い、実施結果の検証も行います。 

・観光施設を整備し、適正な維持管理を行います。 

・新規返礼品の開発や返礼品提供事業者が増加するよう、ふるさと納税制度の周知に努めます。 

・本市地場産品のＰＲに向け、各種メディアを活用した広告への掲載と、販路拡大に向けたポータルサイトの

拡充を進めます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市観光基本計画 ●伊東市観光施設個別施設計画  
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

２ 新たな観光形態の構築・推進 

①施策が目指す姿 

 
観光客 

 

本市を訪れる目的を多種多様な中から選択することができ、滞在型（２泊

以上）の観光地として訪れる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

伊豆・伊東観光ガイドのＰＶ数 4,895,000 アクセス 
6,000,000 アクセス 

以上 

伊東での滞在日数（２泊以上の割合） 
※伊東市観光消費動向等調査 

21.1％ 30.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・全体の宿泊客の割合の中で、本市に２泊以上（連泊）する人の割合は低い状況です。 

・本市の体験メニュー（ダイビング、陶芸、ガラス工芸等）は、観光客からの認知度が低い状況です。 

・公式サイトからの情報発信が重要となりますが、必ずしも本市の取組や施設紹介等の記事が充実していると

は言えない状況です。 

・若年層を中心にＳＮＳへの投稿内容を意識して訪問先を選択する傾向にありますが、発信内容・発信数とも

充実しているとは言えない状況です。 

・従来のイベントによる集客は一過性となっており、イベントに頼らない誘客のための仕組みづくりが進んで

いない状況です。 

・映画、ドラマ等のロケ実績を活用し誘客促進を図る「ロケツーリズム」を推進してきましたが、大規模な作

品の誘致や市民の意識醸成などが、未だ不十分な状態です。 

・テーマ性を持った体験重視型の観光形態に対する需要が高まっていますが、受入れ体制が整っていない状況

です。 
 

課題 
・旅行形態や観光ニーズの把握（観光ＤＸの活用） 

・情報発信の強化及び掲載情報の充実（観光ＤＸの活用） 

・ロケツーリズムの充実 

・テーマ型観光スタイルへの対応 

・インバウンド市場の開拓 

・産業との連携による市内消費の拡大及び滞在時間を増やすための施策の推進 

④施策の方針 

・様々な目的をもって本市を訪れる観光客を増やしていくために、旅行形態や観光ニーズを把握し、本市にあ

る多様な体験メニューを積極的に情報発信していきます。 

・情報を届けるターゲットを選定し、デジタル媒体を活用した広報に取り組んでいきます。 

・ロケ誘致のための体制を整備し、ロケツーリズムを推進します。 

・テーマ性を持った体験重視型ツアーの受入れ体制の整備と誘客プロモーションに取り組んでいきます。 

・観光案内板の多言語化等の整備を進めるとともに、外国メディアの受入れ、トップセールスの実施、広域連

携による誘客等、インバウンドの拡大を図ります。 

・滞在型観光を推進し、市内消費額の増加を図ります。 

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

情報発信の強化 
公式ＨＰ・ＳＮＳ等を活用した情報発信、有料プレスリリースを活用

したメディアへの情報発信 

旅行形態、観光客ニーズの把握 
ＤＸを活用した観光動向の分析、デジタルマーケティングによる情

報発信及び調査・分析、伊東市観光消費動向等調査による調査・分析 

ロケツーリズムの推進 積極的なロケ誘致・受入れ支援、ロケ実績を活用した誘客施策の展開 

テーマ型ツーリズムの推進 テーマ型ツーリズムの検討、受入れ体制整備、プロモーションの実施 

健康保養地づくり事業の推進 
滞在型観光の推進（滞在型リフレッシュリゾート地の確立）、オレン

ジビーチマラソンの実施、体験プログラムの造成及び情報発信 

⑥役割分担 

市民 
（地域） 

・エキストラ参加等、ロケの実施に際し、地域は積極的に協力します。 

（観光事業者） 

・消費につながる方策、メニュー等を積極的に開発します。 

・積極的な情報発信に努めます。 
 

行政 
・ＤＸを活用し観光動向を把握するとともに、情報を市民と共有できる環境を整備します。 

・市民、観光事業者と連携し、ロケの受入れ体制の整備を行います。 

・施策ごとに、ターゲットを絞った情報発信をします。 

・市内経済の活性化を目的とした、滞在型観光を推進するとともに、消費につながる施策を展開します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市観光基本計画 

 

  

全日本まくら投げ大会 in伊東温泉の様子 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

３ 広域連携による誘客の拡充 

①施策が目指す姿 

 
観光客 

 
伊豆半島へ長く滞在し、連携市町を回遊する 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

伊豆半島７市８町の観光交流客数 39,003,247 人 50,000,000 人以上 

伊豆半島７市８町内で連泊（２泊以上）した人の

割合 
※美しい伊豆創造センター「観光アンケート調査」  

26.3％ 30.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・伊豆半島の観光交流客数は、コロナ禍前は 4,400 万人前後でしたが、コロナの影響で大幅に減少しました。

コロナ禍後は回復傾向にありますが、コロナ禍前の水準には戻っていません。 

・平成 31 年４月に新たな一般社団法人美しい伊豆創造センターが設立され、伊豆半島の一体的な観光施策を

推進しています。 

・日本を訪れる外国人観光客は年々増加していますが、伊豆半島へ誘客する効果的な施策を模索している状況

です。 

・伊豆半島ジオパークについては、観光客の誘客促進の決め手とはなり得ていない状況です。 
 

課題 
・美しい伊豆創造センターとの更なる連携強化 

・県観光協会との更なる連携強化 

・その他広域連携団体・組織との更なる連携強化 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・美しい伊豆創造センター（伊豆半島７市８町）と連携した情報発信、プロモーションを実施し伊豆エリアへ

の来訪を促します。 

・県観光協会と連携し、国内外の観光イベント等へ積極的に参加し、誘客促進を図ります。 

・その他広域連携団体等に加盟し、広域での誘客促進を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

美しい伊豆創造センターとの連携 

主要都市へのキャラバンの実施、ＳＮＳ等を使った情報発信の強化、

国内観光キャンペーンの実施、海外プロモーションの実施、伊豆半島

ジオパークの再認定（日本・世界）に向けた整備、イベント等の実施、

ジオツーリズムの推進、ジオパーク間の相互交流及び情報共有 

県観光協会との連携（大型キャンペーン

推進協議会） 
観光商談会の開催、観光商品開発 

その他広域連携団体・組織との連携 
富士箱根伊豆テーマ地区推進協議会、富士山静岡空港利用促進協議

会 

⑥役割分担 

市民 
（地域） 

・伊豆半島全体でおもてなしの意識を持ちます。 

（観光事業者） 

・広域連携団体が実施するイベント、プロモーション等へ積極的に参加します。 

・広域での取組を本市への来訪につなげるよう、地域の特色を理解しＰＲします。 
 

行政 
・広域連携団体が実施するキャラバン、キャンペーン等に積極的に参加します。 

・本市が実施し、効果のあった施策を広域で実施するよう提言していきます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市観光基本計画 

 
 

  

大室山山焼きの様子 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

４ 商工業の振興 

①施策が目指す姿 

 
商工業者 

 
経営・雇用が安定し、地域経済の発展に貢献している 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

平均就職率 32.3％ 35％以上 

平均充足率※ 10.2％ 15％以上 

新規創業件数 19 件 16 件以上 

※充足率とは「求人数に対する充足された求人の割合」  

③現状と課題 

現状 
・観光業を基幹産業とする本市の商工業は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置付けられる前に落

ち込んだ旅行、外食等について需要が高まりつつあります。 

・市内事業所数は、経営者の高齢化、後継者不足、売上げの減少その他様々な理由による廃業が創業を上回り、

減少傾向にあります。 

・市内商店街は、中心市街地の空洞化等により客数が減少し、厳しい経営状況に置かれています。 

・ハローワーク（公共職業安定所）における求職者の平均就職率が 32.3％、求人企業の平均充足率が 10.2％と

なっており、求職者と求人企業それぞれにおいて求める職業に就くこと、求める人材を確保することが困難

な状況にあります。 

・高齢者人口の増加及び健康寿命の延伸により、シニア層の就労希望者は増加傾向にあります。 

・アンケート調査等によると、多くの市民が、本市で住み続けることを望んでいますが、市内での求人と求職

のニーズのミスマッチにより、働く場所を求めて他の地域へ移住する例も見られます。 

・特産品のＰＲや地場産業の振興にもつながる「ふるさと納税」については、返礼品提供事業者の新規参入が

少なく、新たな返礼品の開発が進んでいない状況です。 
 

課題 
・商工業の現状把握及び経営の安定化に係る支援策の推進 

・廃業の現状把握及び対応策の推進 

・基盤の強い創業の促進 

・中心市街地における人の流れの創出、空き店舗対策 

・求人と求職のミスマッチの解消及び求職者にとって魅力ある企業づくり 

・本市の自然環境や産業構造等の特性を踏まえた企業誘致の推進 

・地域資源をいかした魅力的な返礼品の開発による本市地場産業の振興 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・商工業者の現状と課題の把握に努め、事業者のニーズを的確に捉えた各種支援策を講じます。 

・地域産品などの高付加価値化、販路開拓及び情報発信により、地域産業の競争力の強化を図ります。 

・商工団体、金融機関等と連携し、創業に関する相談体制の整備、創業塾の開催、助成制度の運営等により創

業を促進します。 

・中心市街地のにぎわいの創出を図るため、商店街団体や市民団体等が実施する中心市街地活性化に関する取

組を支援するとともに、遊休不動産を対象としたリノベーションによるまちづくりを推進します。 

・労働関係団体、市内経営者等と連携し、市内の雇用情勢の把握に努めるとともに、人材不足を緩和するため

に市民や首都圏住民の複業などの多様な働き方に対応した受入れ体制を整備します。 

・本市の特性を踏まえた企業誘致を推進し、必要な施策の調査研究、主に首都圏企業への広報や情報収集を行

うとともに、本市へサテライトオフィス等を設置する事業者に対する支援等を行うことにより、市内の雇用

機会を増やします。 

・ふるさと納税制度を活用し、本市への寄附を募るとともに、地場産業の振興を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

経営の安定を図る支援 商工団体等への支援、小口資金融資制度の運営及び各種利子補給 

地域産品の付加価値の向上 地域産品の価値の向上及び情報発信の強化 

創業支援 創業に関する相談窓口の設置、創業塾の開催 

中心市街地の活性化 
中心市街地活性化イベントへの支援、創業の促進による空き店舗対

策の推進、空き店舗リノベーション講習会の実施 

雇用の促進 

労働関係団体や経営者との市内雇用情勢に係る情報共有、産業を牽

引するための人材の育成、魅力的な企業づくりの支援、複業などの多

様な働き方に対する受入れ体制の整備 

企業誘致の推進 
国・県等と連携した広報、調査・情報収集、サテライトオフィス等を

設置する事業者への支援 

ふるさと納税制度を活用した地域振興

の推進 

ふるさと納税制度の市内事業者への周知に向けた取組、販路拡大に

向けたポータルサイトの拡充及び本市地場産品のＰＲ 

⑥役割分担 

市民 
・市内での消費の拡大に努めます。 
 

事業者 
・事業者は、経営の安定や強化に努め、生産額、売上額等の増加を図ります。 

・ふるさと納税の制度を理解し、新規返礼品の開発に努めます。 
 

経済団体 
・事業者からの各種相談への対応や経営指導を行うとともに、事業者に有益な情報を提供します。 
 
行政 
・経済団体と連携し、事業者の経済活動を活発化させる環境を整えます。 

・各種助成、融資制度等により事業者を支援します。 

・事業者に有益な情報を提供します。 

・関係機関と連携し、企業誘致に必要な施策を推進していきます。 

・本市へのサテライトオフィス等の設置に関する事業者への周知を図るとともに支援等を行っていきます。 

・新規返礼品の開発や返礼品提供事業者が増加するよう、ふるさと納税制度の周知に努めます。 

・本市地場産品のＰＲに向け、各種メディアを活用した広告への掲載と、販路拡大に向けたポータルサイトの

拡充を進めます。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市創業支援事業計画（産業競争力強化法） ●導入促進基本計画（生産性向上特別措置法） 

●伊東市長期ビジョン  
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

５ 農林業の振興 

①施策が目指す姿 

 
農林業者 

 
意欲ある担い手が育成確保され、地域経済の発展に貢献している 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

担い手農業者数（年度末の総数） 79 人 91 人以上 

担い手への農地利用集積面積 105.1ha 118.3ha 以上 

③現状と課題 

現状 
・農業者や森林所有者の高齢化や後継者不足が進んでいます。（農業従事者の 60 歳以上の割合 Ｈ27：81％→

Ｒ6：87％） 

・地域農林業の中心的役割を果たすべき担い手が不足しています。 

・山間部を中心に農地の遊休農地化や森林の荒廃が進み、有害鳥獣が増加し農作物被害が拡大しています。 

・農林産物の価格低迷、資材高騰や不安定な収入により農業者及び後継者の離農が進んでいます。 

・新規就農者への補助や就農支援を展開していますが、これらの情報を必要としている市民に十分行き届いて

いません。 
 

課題 
・新規就農者及び担い手農業者の育成・確保 

・農地の集積・集約化 

・山間部における森林環境の整備、遊休農地の解消、有害鳥獣の駆除及び防除 

・農林業所得を向上させる施策の推進 

・農業に関する情報提供を充実していくための施策の推進 

④施策の方針 

・新規就農者や担い手農業者への支援策を充実し、若手農業者や小規模農業者が活躍できる環境づくりを進め

ます。 

・今後の地域農業の中心となる担い手農業者へ農地を集積・集約化し、農地の有効活用を図ります。 

・適切な経営管理が行われていない森林の整備を行います。 

・猟友会や農業関係団体と連携し、有害鳥獣に対し駆除と被害防除の両面から推進します。 

・観光産業との連携による農林水産物の高付加価値化やブランド化を推進します。 

・有機農業の推進を行い、安全で安心な農作物の普及を図ります。 

・市民に本市の農林業に興味・関心を持ってもらえるような広報活動に取り組みます。 
 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

新規就農者の確保 農業用機械・農業施設の整備への支援、農業経営に必要な資金の支援 

担い手育成及び農地の集積・集約化 地域計画の変更、農地中間管理事業等の活用 

森林環境整備の促進 
森林環境譲与税を活用した森林整備の促進、森林保全活動の支援、森

の力再生事業の促進 

鳥獣被害防止 
狩猟者への支援、関係団体と連携した駆除及び被害防止対策への取

組 

農林業所得の向上 

６次産業化に向けた取組や新たな基幹となる作物振興への支援、観

光関係団体との連携や農林産物そのもののブランド化による高付加

価値化の推進、有機農業の促進 

広報活動の充実 市民向け広報紙（農業委員会だより）の充実 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・農山村環境の重要性を理解し、環境を守るための地域活動に協力します。 

・地元で生産される農林産物を積極的に活用し、地産地消に努めます。 

（農業者） 

・安全安心な農作物を安定的に生産します。 

・農産物の付加価値の向上に取り組みます。 
 

行政 
・農林業者の意見を聞き、ニーズにあった支援策を講じます。 

・市民に対し、本市の農業や農林産物の情報を提供します。 

・森林環境譲与税の活用内容について公表し、森林整備状況を周知します。 

・農産物の高付加価値化を支援します。 

⑦関連する個別計画 

●農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（農業経営基盤強化促進法） 

●農地等の利用の最適化の推進に関する指針（農業委員会等に関する法律） 

●伊東市農業振興地域整備計画（農業振興地域の整備に関する法律） 

●伊東市鳥獣被害防止計画（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律） 

●伊東市森林整備計画（森林法） 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

６ 水産業の振興 

①施策が目指す姿 

 
水産業者 

 

水産物の安定的な供給、活用により漁業経営の安定・向上化が図られ、地

域経済の発展に貢献している 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

水揚数量 3,452ｔ 3,600ｔ以上 

③現状と課題 

現状 
・伊東魚市場の水揚数量は、減少傾向にあります。（Ｒ１: 3,636ｔ→Ｒ６: 3,452ｔ） 

・漁業者の高齢化による廃業数が増加傾向にあり、労働力や担い手が不足しています。 

（Ｒ１: 314 人→Ｒ６: 235 人） 

・魚料理の手間や価格の高騰等の影響により、魚食は全体的に減少傾向にあり、特に若い世代での魚離れが進

んでいます。 
 

課題 
・沿岸漁場の資源の減少の防止・緩和 

・魚価の向上、水揚げ金額の増加 

・漁業就労者等への支援 

・青年漁業者等の育成 

・魚食普及のための取組の充実 

④施策の方針 

・沿岸漁場の資源拡大を推進します。 

・水産物のブランド化と販路の拡大を推進します。 

・漁業者が装備高度化を図るための資金借受けに対して利子補給を行うなど、漁業者の経営活動を支援します。 

・将来の地域漁業の担い手となる優れた漁業者の育成のため、関係機関と連携し、青年漁業士を認定します。 

・魚食普及のため、食育に関連する取組を実施している民間団体や関係機関との連携に努めます。 
 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

安定した漁業の推進 

沿岸漁場での資源拡大対策の推進、ブランド化の推進と流通経路の

拡大、６次産業化に向けた漁業関係団体との連携による水産物の高

付加価値化の推進 

担い手の育成・確保 漁業者等への経営支援、青年漁業者等の育成 

魚食の普及 

魚のおろし方教室の開催、各種イベントへの参加、観光との結びつき

による高付加価値化の推進、地魚の価値向上のため取扱事業所の宣

伝周知による広報 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・地元の水産物を取り入れた料理に親しむ機会を増やし、地産地消に努めます。 

（漁業者） 

・新たな担い手の育成と確保に努めます。 

・伊東産の水産物ブランド価値の向上に取り組みます。 

・水産資源の増大のために生育環境の整備に努めます。 
 

行政 
・地元の海産物を取り入れた料理に親しむ機会を増やすためのイベント開催を支援します。 

・漁業者が漁船設備や漁具を購入するための資金借受けを支援します。 

・漁業者が行う水産資源の増大を目的とした生育環境の整備を支援します。 

・水産物の高付加価値化を支援します。 

 

  

富戸定置網の様子 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

７ 移住定住の促進・関係人口の拡大 

①施策が目指す姿 

 
移住（希望）者 

 
安心して移住し、定住することができる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

移住者数（静岡県調査） 130 人 230 人以上 

転入超過数 214 人 300 人以上 

移住相談件数 431 件 550 件以上 

③現状と課題 

現状 
・本市では、少子高齢化が進み、出生数が年々減少している一方で死亡数は増加していることから、自然減が

顕著となっています。転出者よりも転入者が上回る社会増の傾向は続いていますが、社会増を上回るスピー

ドで自然減が進んでいるため、人口流入による社会増で出生数を死亡数が上回る自然減を補えなくなってい

ます。 

・テレワークの普及・定着や、ＤＸ化の加速などによる働き方の多様化により、地方での暮らしを希望する人

が増加傾向にあります。 

・全国の自治体において移住定住の促進や関係人口の増大に向けた取組が活発化する中、本市においても地域

の特色をいかした移住定住施策に取り組んでいます。 

・本市においては、大学や専門学校などの高等教育機関がなく、高校卒業後に進学を志す若者が市外に転出し

てしまう傾向があります。 
 

課題 
・若年層、特に子育て世帯をターゲットにした支援策の充実及び効果的な情報発信 

・移住された方が本市への定着を図れるよう、移住者の定住に向けた支援策や取組の推進 

・テレワークなど、多様化する働き方への対応 

・市内の人材確保や生産性向上に向けたビジネス・学びの拠点化 

④施策の方針 

・子育て世代や現役世代をはじめ、幅広い世代の方の移住を増加させるための支援策の充実を図るほか、自然

資源が豊富な本市における「伊東らしい暮らし」のＰＲに努めます。 

・関係人口の拡大や二地域居住の推進に向け本市と継続的なつながりを持つ機会・きっかけを提供する取組を

進めます。 

・多様な移住定住のニーズに対応するため、適切な情報提供や移住相談体制の充実等を図ります。 

・市内における人材確保、生産性の向上のほか、生産労働人口の流入を目指し、テレワークやデジタルノマド

ワーカーの受入れを推進します。 

・ビジネス・学びの拠点化に向けた、調査・研究を進めます。 
 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

移住定住の増大に向けた施策の促進 

「伊東市移住・定住促進プラン」による「就業、住宅、子育て・教育、

医療・福祉、交流・体験、地域・市民団体との連携・情報発信」分野

の総合的な施策の実施 

情報発信の強化 
移住定住の専門ポータルサイトを通じた移住希望者に分かりやすく

伝わりやすいサイトの充実 

相談体制の充実 

市役所内のワンストップ窓口による移住相談を行うとともに、移住

に関する適切な情報提供や現地案内ガイドの他、県や近隣自治体と

連携した首都圏等での移住フェアや合同相談会への出展 

関係人口の増大に向けた施策の促進 
本市とのつながりを持つ機会・きっかけにつながる環境の整備によ

る、関係人口の増大及び二地域居住の促進 

時代に即したワークスペースの設置等 コワーキングスペースの拡大 

ビジネス・学びの拠点化に向けた調査・

研究 

大学や企業等との連携による研修・講座等の実施、ビジネス・学びの

拠点などの誘致に向けた調査・研究 

⑥役割分担 

市民 
・移住者が移住後の生活環境の中で、地域のコミュニティと交流できる機会を創出し、地域に溶け込みやすい

環境づくりに努めます。 

・移住者の交流の場のほか趣味やボランティア活動ができる機会を設け、相互の情報交換や新たな移住者間の

つながりをつくるよう努めます。 
 

行政 
・子育て世代や現役世代をはじめ、幅広い世代の方の移住定住促進のため、市民や民間団体、企業等と取組を

共有し連携を図ることにより、移住者が暮らしやすい環境づくりを進めます。 

・コワーキングスペースの拡大を進めます。 

・大学や企業等と連携し、研修・講座等を実施するとともに、ビジネス・学びの拠点化を目指した調査・研究

を進めます。 

⑦関連する個別計画 

●第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略 

●伊東市移住・定住促進プラン 

●伊東市長期ビジョン 
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政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

８ 国際交流の推進・都市交流の促進 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 

身近で国際交流が楽しめ、国際理解や都市間交流により相互の地域の理解

が育まれている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「国際交流機会の充実」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
60.3% 70.0%以上 

日本語教室受講者数（延べ人数） 1,531 人 1,750 人以上 

国内姉妹（友好）都市交流事業の実施回数 ６回 ６回以上 

③現状と課題 

現状 
・友好都市交流の一環として、次代を担う若い世代（学生等）に異文化に触れてもらうため、イギリスのメド

ウェイ市、イタリアのリエティ市、アゼルバイジャン共和国イスマイリ州（周辺地域の情勢不安等により令

和２年度から休止）と相互に学生等を派遣する事業を実施しています。 

・伊東国際交流協会で実施している日本語教室の受講者数が増加しています。 

・外国人市民との交流の場として定着している国際交流フェスタの支援を始め、多文化共生のまちづくりを促

進する取組を行っています。 

・国際交流事業の中心的役割を担う伊東国際交流協会の会員数の減少及び会員の高齢化が進んでいます。 

・人口に占める外国人市民の割合が増えている一方、（Ｒ３：0.98％→Ｒ６：1.71％）、国際交流に興味・関心

がある市民の割合は約 55％です。 

・姉妹都市の長野県諏訪市、友好都市の福島県双葉郡広野町とは、文化・芸術、スポーツ等の交流を行ってお

り、節目の年には周年事業を実施しています。 
 

課題 
・魅力ある国際交流事業の推進 

・国際交流の事業の在り方の検討 

・国際交流フェスタを始め、市民と外国人が気軽に交流できる場の充実 

・国際交流協会会員の増加、国際交流協会の組織運営の充実 

・外国人市民が安心して快適に暮らすことができる環境整備 

・外国人市民や観光客の増加に伴い、公共施設の窓口やホテル、旅館、商店において外国語に対応できる人材

の確保・育成 

・誰ひとり取り残さないまちを目指した、外国人市民への情報提供方法の改善や市民同士の相互理解の促進 

・国内姉妹（友好）都市と継続して交流できる場の提供 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・地域における活発な国際交流を推進し、気軽に国際交流イベントに参加できる環境を整えます。 

・国際交流を通じた次世代の人材育成に取り組みます。 

・国際交流に関する情報について、効果的な広報活動に取り組みます。 

・外国人市民の日常生活の利便性を向上させるため、様々な情報発信や事業展開を図ります。 

・民間レベルでの国内姉妹（友好）都市交流活動を支援します。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

国際交流事業の推進 
国際交流フェスタ等の開催、友好（交流）都市との交流、伊東国際交

流協会の活動の促進 

国際理解の啓発 異文化理解講座等の開催、次世代の人材育成 

外国人市民の日常生活環境の支援 行政・生活情報の多言語化、情報発信の充実 

国内姉妹（友好）都市交流事業の推進 市民交流活動の推進 

⑥役割分担 

市民 
（市民） 

・国際・都市交流活動に対し興味・関心を持ち、積極的に国際・都市交流イベントに参加します。 

（伊東国際交流協会） 

・魅力的で多彩な内容の国際交流イベント等を開催します。 

・市民を対象に外国語教室を開催し、外国人の日常生活等の支援に努めるとともに、外国人相談対応の充実

に努めます。 
 

行政 
・国際交流事業を推進する施策を実施するため、国際交流協会等に対し必要な情報提供や財政上の支援を講じ

ます。 

・文化・芸術、スポーツ等の様々な分野における民間による交流活動を積極的に支援します。 

 

  

国際交流フェスタの様子 
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構想の推進 総合計画を推進するための土台づくり 

１ 全員参加によるまちづくりの推進 

①施策が目指す姿 

 
市民 

 

積極的に様々な活動に参画することができる 

持てる力を最大限に発揮し、想いを形にできる 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「市民活動などの地域活動の推進」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
61.2% 71.0％以上 

「市民の声をうかがう機会の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
47.3% 56.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・社会経済情勢の変化に伴い、市民の価値観が多様化・高度化し、行政に対するニーズは多様かつ複雑となっ

ています。 

・基本的な計画へ市民意見等を反映することを目的に、パブリックコメントを実施していますが、意見募集案

件によっては意見なしのケースも見受けられます。 

・若い世代の市民が市政に参画する機会となる会議を実施しています。 

・市民満足度調査の結果では、市民の声を伺う機会に対し満足している方が 47.3％（R6度値）と低い割合とな

っています。 

・市民活動団体やＮＰＯ法人によって、市内各地域で地域社会貢献活動が実施されていますが、構成員の高齢

化が進み、後継者が不足しています。 

・世帯構成やライフスタイルなどの多様化から、自治会・町内会の重要性や必要性に対する考え方が薄れ、地

域住民同士のつながりが希薄化しています。 

・自治会・町内会が自ら考え実践する地域社会貢献活動に対し支援しています。 

・報道機関への積極的な情報提供に努めるとともに、広報紙やホームページ、ＳＮＳなどの多様な広報媒体を

活用し、より効果的に市政情報を発信しています。 

・市長と市民が直接対話する会の開催や市長への手紙、意見箱などの仕組みを通して、市民の意見や要望を市

政に反映させるように努めています。 

・スマートフォンの普及により、誰もが、いつでも、どこでも必要な情報を取得できる環境の整備が進んでい

ます。 

・ＩＣＴの発展・普及により、デジタルデータを利活用する社会の実現が期待されています。 
 

課題 
・市政に対し、市民が意見や提案をしやすい環境づくりと事業展開していく仕組みづくり 

・多くの市民が公益的な活動に加わり、主体的にまちづくりに参画できる仕組みづくり 

・自治会・町内会への加入促進及び支援の充実 

・市民ニーズに合わせた市保有情報の公表又は提供による市民と行政の情報の共有化 

・正確でわかりやすい市政情報の提供と新たな情報発信手段の把握と活用 

・多様化する市民のニーズの把握と要望に対する迅速かつ柔軟な対応 

・市民が必要とする情報の充実・提供方法の拡大 

・行政が保有する情報のデジタル化の推進 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・多様化・複雑化する市民ニーズを的確に捉えるため、パブリックコメントを始め、市民が参加しやすく、意

見しやすい環境を整えます。 

・市民活動の支援を推進し、市民が主体的に市民活動に参画できる環境を整えます。 

・地域活動で重要な役割を果たす自治会、町内会について、様々な機会を通して市民に周知を図ることで関心

を高め、加入や参加につながるよう努めるとともに、活動を支援します。 

・各種ＳＮＳやホームページ、広報紙などを活用し、幅広い世代に市政情報を分かりやすく効果的に発信しま

す。また、市が保有する情報を市民ニーズに合わせて公表又は提供し、市民との情報共有を図ります。 

・市民の市政に対する意見や要望を幅広く聞き取るために、広聴の機会確保と周知に努め、市民ニーズの的確

な把握、分析、活用を進めます。 

・本市の誰もが理解できる表現等を心がけるなど、分かりやすい文書の作成に努めます。 

・デジタル化した行政情報を一元化・一覧化し、多くの市民が必要な情報を知る機会、触れる機会、体験でき

る機会を提供することができる環境整備を図ります。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

市政への参画機会の推進 
パブリックコメントの推進、市民との協議機会の充実、審議会等への

参画推進 

市民の自主的なまちづくり活動への 

支援 

地域や市民活動団体等が行う社会貢献活動への支援、市民活動団体

等を対象とした相談会、講座及び交流会などの開催、自治会加入促進

等の支援 

広報・広聴の充実及びわかりやすい 

情報発信 

広報紙等の充実、ＳＮＳ等を利用した情報提供機会の創出、市民が意

見や提案をしやすい環境づくり、わかりやすい文書等の作成のため

の仕組みづくり 

情報化の推進及びデジタル社会への 

対応 
ホームページ・メールマガジンの充実、オープンデータ化の推進 

⑥役割分担 

市民 
・市政に関心を持ち、積極的に参画し、行動します。 

・自分のことは自分で行うという自助の精神とお互いに助け合うという共助の精神を持ち、自らが主体的に行

動します。 

・必要な情報は、自ら取得します。 
 

行政 
・市民の建設的な意見や要望を聴くことで世論の動向を正しく把握し、市政に反映します。 

・市民が主体的に行う活動に対して、必要な支援を行います。 

・市民の主体的なまちづくりへの意識の醸成を促進します。 

・自治会や町内会、市民活動団体等が、自ら考え実施する社会貢献活動への支援を、継続的に進めます。 

・自治会や町内会の重要性や役割について周知を図り、加入や活動への参加につなげます。 

・様々な媒体の特性を活用し、確実な行政情報を発信します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市における市民参画・協働の推進のあり方 

●伊東市ＤＸ推進計画 
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構想の推進 総合計画を推進するための土台づくり 

２ 市民の信頼に応える行政運営 

①施策が目指す姿 

 
行政 

 
市民に信頼される 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

「市民に対する市職員の対応」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
66.3％ 73.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少が進む中でも、限られた労働力で持続可能な行政サービスの提供を

行っていく必要があることから、本市では、「市民サービス」「行政運営」「地域経済の活性化」において、市

民ファーストのデジタル化に取り組むことを示した「伊東市デジタルファースト宣言」を表明しており、あ

らゆる分野におけるデジタル技術の活用を推進しています。 

・職員としての必要な基礎的知識の習得及び幅広い視野で行政課題に取り組むことができる職員の育成のた

め、職員研修を計画的に実施しています。 

・人材育成を主眼に置いた人事評価制度を全職員に導入し、組織力の向上に取り組んでいます。 

・職員の心身の健康を保つため、定期的な健康診断、よろず相談及びストレスチェックを実施しています。 

・平成 17 年度から伊東市（ＩＴＯ）システムとして「現場主義」「目的指向型行政運営」「意識改革」の３点を

軸にＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行政運営を進めています。 

・市民サービスの充実や効率化を図るため、他市町、企業等との連携を更に進める必要があります。 

・不適正な事務処理等リスクの発生を未然に防ぐため、内部統制活動の一環として、事務の可視化に取り組む

中、業務手順書の整備を進めています。 

・情報公開制度により、行政情報の公開を請求する市民の権利を保障し、行政運営の公正と透明性を確保する

ため、情報を公開しています。 

・個人情報保護制度により、市民の権利利益の保護と基本的人権の擁護に努めています。 

・スマートフォンの普及により、誰もが、いつでも、どこでも必要な情報を取得できる環境の整備が進んでい

ます。 

・2040 年に向けて人口が減少（2040 年問題）し、高齢化が進み、生産年齢人口の減少に伴う労働力人口の絶対

量の不足が想定される中で、ＤＸの推進による業務の徹底した自動化・省力化が十分に図られていません。 
 

課題 
・専門知識や地域課題の解決能力を有する人材の育成 

・人事評価制度の定着と処遇への反映 

・職員が能力を発揮できるように心身の健康を保ち、安心して働くことができる環境整備 

・適正な人員配置や業務の見直し、働き方改革に対する職員への意識啓発 

・行政サービスの維持向上と効率的な行政運営の推進 

・他市町、企業等との連携の検討・推進 

・内部統制の一層の推進 

・情報公開及び個人情報保護制度の適正な運用と充実 

・市民が必要とする情報の充実・提供方法の拡大 

・デジタル技術の活用による行政手続（窓口の手続）の簡素化 

・行政内部の事務処理等における電子化の推進 

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・時代の変化や市民のニーズに柔軟に対応し、常にチャレンジするプロフェッショナルな職員を育成するとと

もに、定期的な人事異動により組織の活性化を図ります。 

・より公平で公正な人事評価制度構築に向けた制度設計と研修の充実を図ります。 

・職員の心身の健康を保つため、健康診断やストレスチェック等を継続して実施するとともに、長時間労働を

見直し、職員が能力を十分に発揮できるよう職場環境の整備を進めます。 

・ＰＤＣＡマネジメントサイクルの一層の推進や職員の行政改革に対する意識向上、先進技術の活用を図るこ

とで、持続可能な行政運営を推進します。 

・他自治体、学術機関、専門家、企業等との連携を推進し、効率的で効果的な行政運営とサービスの提供に努

めます。 

・主要業務を中心に、マニュアル、チェックリスト等の業務手順書の整備を一層進め、プロセスを明確化する

ことで、リスクを認識し、事務の適正な執行を確保する体制を整備します。 

・情報公開及び個人情報保護制度を推進し、市民に対して十分な説明責任を果たすよう努めます。 

・ＩＣＴやデジタル技術を活用して業務効率化や生産性向上を推進し、市民の利便性を高め、行政サービスの

質の向上を図ります。 

・法令に準じた厳格で丁寧な表現等を心がけ、分かりやすい文書の作成に努めます。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

信頼される人材の育成 
社会情勢をとらえた研修の実施、積極的な採用活動、効果的な人事評

価の実施、職員の心身の健康保持、職員相互の応援体制の充実 

持続可能な行政運営の確立・運用 
ＰＤＣＡマネジメントサイクルの推進、改革提案機会の推進、先進技

術（ＡＩ・ＲＰＡ）等の活用推進、民間活力の活用推進 

広域行政等の推進 各市町等との各分野における連携の推進 

内部統制の推進 業務プロセスの可視化（事務の見える化）、業務手順書の整備 

情報公開及び個人情報保護の推進 情報公開制度の適正な運用、個人情報保護制度の適正な運用 

情報化の推進及びデジタル社会への対

応 

デジタル技術の活用による行政手続（窓口の手続）の簡素化及びオン

ラインで完結する手続の整備 

行政内部のデジタル化の推進 
デジタル化（キャッシュレス決済、ペーパーレス化、電子決裁等）の

推進 

文書等の標準化 標準的な文書等の作成のための仕組みづくり 

⑥役割分担 

行政 
・施策の方針に基づき、市民の信頼に応える行政運営を行います。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市人材育成活用基本指針 

●伊東市特定事業主行動計画 

●伊東市ＤＸ推進計画  
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３ 健全かつ持続可能な財政運営 

①施策が目指す姿 

 
行政 

 
健全かつ持続可能な財政運営ができている 

②成果指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

全ての会計の地方債残高 

（臨時財政対策債を除く） 
273 億円 230 億円以下 

「市の財政の健全な運営」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
52.8％ 55.0％以上 

③現状と課題 

現状 
・地方自治体は、全国的な物価の上昇、人件費の増加、金利の上昇などにより避けがたい歳出の増加に直面し、

また、少子高齢化の進展による社会保障費の増大と併せて、難しい財政運営を迫られているところですが、

本市においては、行財政改革等の推進により、簡素で効率的な行財政運営を実践し、健全な財政状況を維持

しています。 

・平成 17 年度から伊東市（ＩＴＯ）システムとして「現場主義」「目的指向型行政運営」「意識改革」の３点を

軸にＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行政運営を進めています。 

・目的指向型行政運営の手法としてサマーレビューを実施し、事業の選択と集中に努めています。 

・収納率については、平成 29年度から大幅に向上させ、自主財源の確保につながっていますが、県平均から見

れば依然低い数値にあります。 

・用途廃止後に本格利用されていないなど、未利用のままとなっている市有財産があります。 

・競輪事業については、黒字経営を継続することで、目的である伊東市財政への寄与を達成しています。 
 

課題 
・質の高い行政サービスを提供するための健全かつ持続可能な財政運営の検討 

・スクラップアンドビルドの更なる徹底による財源等の確保 

・更なる徴収体制の強化方策の検討及び推進 

・未利用財産及びその維持管理経費の削減 

・競輪等施設の老朽化や女子競輪選手の環境改善 

・車券売上金の増加や新規顧客の拡大及び開催経費のより一層の適正化による競輪事業の更なる健全運営の維

持 

  

目指す姿（状態） 

対象 
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④施策の方針 

・各施策を精査し、真に市民に必要な事業等を見極めながら、将来にわたってゆるぎない財政基盤を確保しま

す。 

・サマーレビューを通じたＰＤＣＡマネジメントサイクルを一層推進することで、事務事業の見直しを行い、

人的・財的資源を生み出し、効果が高いと見込まれる施策の選択と集中を進めます。 

・課税の適正化を推進するとともに、徴収体制の強化により収納率の向上を図り、自主財源を確保します。 

・未利用財産の現況や課題、施設再編の視点や政策の状況等、様々な要素を踏まえ、長期的な視点に基づく利

活用又は売却を総合的に検討し、新たな財源の創出を図るなど積極的な歳入確保を進めます。 

・競輪場再整備及び選手宿舎新館増築を実施するとともに、場間場外発売・インターネット投票等の拡大や新

規ファンの獲得による車券売上金の増加を目指します。また、開催経費の適正化を推進し、競輪事業の持続

的発展を図ることで、一般会計への繰出しを継続し、伊東市財政に寄与することを目的とします。 

⑤基本的な取組 

基本的な取組 主な内容 

健全な財政運営と財政基盤の強化 歳入の確保と歳出の抑制、経常経費の節減、借入金の健全化 

財源の効果的活用 ＰＤＣＡマネジメントサイクルの推進 

自主財源の確保 課税客体の的確な把握、徴収体制の強化 

未利用財産の利活用の推進 未利用財産の新たな用途での利用、売却又は貸付の推進 

競輪事業の健全運営 

競輪場再整備及び選手宿舎新館増築を実施並びに車券売上金の最大

化（場間場外発売・インターネット投票等の拡大、新規ファンの獲

得、効果的な広告戦略等）、開催経費のより一層の適正化 

⑥役割分担 

市民 
・市の財政に関心を持ち、財政状況の把握に努めます。 

・税金を納期限内に納付します。 
 

行政 
・事業の実施に当たり前年踏襲ありきではなく、常に改善意識とコスト意識を持って進めます。 

・税金の納期限内納付について周知をします。 

・競輪事業の健全運営を継続し、一般会計への繰出しを実現します。 

⑦関連する個別計画 

●伊東市公共施設等総合管理計画 
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第４節 ＳＤＧｓと施策の関係 

第十二次基本計画に示す施策の内容とＳＤＧｓにおける 17のゴールの内容は、次のように

関連しています。 

 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

政策目標 2-3 出産・子育て支援の充実 

政策目標 2-7 地域福祉の充実 

 

 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

政策目標 2-2 健康づくり支援 

政策目標 5-5 農林業の振興 

 

 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

政策目標 1-4 生活安全の推進 

政策目標 2-1 地域医療の充実 

政策目標 2-2 健康づくり支援 ＜再掲＞ 

政策目標 2-3 出産・子育て支援の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-4 保育及び幼児教育の充実 

政策目標 2-5 高齢者福祉の充実 

政策目標 2-6 障がい者福祉の充実 

政策目標 2-7 地域福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-9 保険・年金制度の運営 

政策目標 3-7 道路環境の整備 

 

 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、 

生涯学習の機会を促進する 

政策目標 2-4 保育及び幼児教育の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-8 多様性のある社会の実現 

政策目標 4-1 教育環境の整備 

政策目標 4-2 未来を創る教育の充実（小・中学校） 

政策目標 4-3 生涯学習活動の推進 

政策目標 4-4 青少年の健全な育成 

政策目標 4-6 歴史・芸術文化の振興 

政策目標 4-7 郷土愛の醸成 

政策目標 5-8 国際交流の推進・都市交流の促進 

  



 

121 

第五次伊東市総合計画 
第十二次基本計画 
2 0 2 6  ➡  2 0 3 0 

序 

論 

 

基 

本 

構 

想 

 

基 

本 

計 

画 

 

 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

政策目標 2-8 多様性のある社会の実現 ＜再掲＞ 

 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

政策目標 3-3 生活排水対策の充実 

政策目標 3-4 安全でおいしい水の安定供給 

 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの 

アクセスを確保する 

政策目標 3-2 循環型社会の推進 

 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と 

働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

政策目標 2-6 障がい者福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 5-1 地域資源の魅力向上 

政策目標 5-2 新たな観光形態の構築・推進 

政策目標 5-3 広域連携による誘客の拡充 

政策目標 5-4 商工業の振興 

政策目標 5-5 農林業の振興 ＜再掲＞ 

政策目標 5-6 水産業の振興 

 

 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進 

及びイノベーションの推進を図る 

政策目標 1-3 災害に強い建築物や公共施設の整備 

政策目標 3-4 安全でおいしい水の安定供給 ＜再掲＞ 

政策目標 3-5 魅力的な都市空間の創造 

政策目標 3-6 公共交通体系の充実 

政策目標 3-7 道路環境の整備 ＜再掲＞ 

政策目標 5-4 商工業の振興 ＜再掲＞ 

政策目標 5-5 農林業の振興 ＜再掲＞ 

政策目標 5-6 水産業の振興 ＜再掲＞ 

 

 

国内及び各国家間の不平等を是正する 

政策目標 2-7 地域福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-8 多様性のある社会の実現 ＜再掲＞ 
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包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

政策目標 1-1 危機管理体制の充実 

政策目標 1-2 総合治水対策の強化 

政策目標 1-3 災害に強い建築物や公共施設の整備 ＜再掲＞ 

政策目標 1-5 消防体制の強化（消防団体制の強化・消防水利の充実） 

政策目標 2-1 地域医療の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-4 保育及び幼児教育の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-5 高齢者福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 3-1 自然との共生社会の推進 

政策目標 3-3 生活排水対策の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 3-5 魅力的な都市空間の創造 ＜再掲＞ 

政策目標 3-6 公共交通体系の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 3-7 道路環境の整備 ＜再掲＞ 

政策目標 4-1 教育環境の整備 ＜再掲＞ 

政策目標 4-3 生涯学習活動の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 4-5 市民スポーツ活動の推進 

政策目標 4-6 歴史・芸術文化の振興 ＜再掲＞ 

政策目標 4-7 郷土愛の醸成 ＜再掲＞ 

政策目標 5-7 移住定住の促進・関係人口の拡大 

 

 

持続可能な生産消費形態を確保する 

政策目標 1-3 災害に強い建築物や公共施設の整備 ＜再掲＞ 

政策目標 3-2 循環型社会の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 5-1 地域資源の魅力向上 ＜再掲＞ 

 

 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

政策目標 1-1 危機管理体制の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 1-2 総合治水対策の強化 ＜再掲＞ 

政策目標 1-3 災害に強い建築物や公共施設の整備 ＜再掲＞ 

 

 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

政策目標 3-3 生活排水対策の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 5-6 水産業の振興 ＜再掲＞ 

 

 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠

化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

政策目標 3-1 自然との共生社会の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 5-5 農林業の振興 ＜再掲＞ 
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持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へ

のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

政策目標 1-4 生活安全の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 2-3 出産・子育て支援の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-7 地域福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-8 多様性のある社会の実現 ＜再掲＞ 

政策目標 2-9 保険・年金制度の運営 ＜再掲＞ 

政策目標 4-2 未来を創る教育の充実（小・中学校） ＜再掲＞ 

構想の推進 1 全員参加によるまちづくりの推進 

構想の推進 2 市民の信頼に応える行政運営 

構想の推進 3 健全かつ持続可能な財政運営 

 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを 

活性化する 

政策目標 1-1 危機管理体制の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 1-2 総合治水対策の強化 ＜再掲＞ 

政策目標 1-4 生活安全の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 1-5 消防体制の強化（消防団体制の強化・消防水利の充実）＜再掲＞ 

政策目標 2-1 地域医療の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-2 健康づくり支援 ＜再掲＞ 

政策目標 2-6 障がい者福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 2-7 地域福祉の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 3-5 魅力的な都市空間の創造 ＜再掲＞ 

政策目標 3-6 公共交通体系の充実 ＜再掲＞ 

政策目標 4-2 未来を創る教育の充実（小・中学校） ＜再掲＞ 

政策目標 4-4 青少年の健全な育成 ＜再掲＞ 

政策目標 4-5 市民スポーツ活動の推進 ＜再掲＞ 

政策目標 5-1 地域資源の魅力向上 ＜再掲＞ 

政策目標 5-3 広域連携による誘客の拡充 ＜再掲＞ 

政策目標 5-7 移住定住の促進・関係人口の拡大 ＜再掲＞ 

政策目標 5-8 国際交流の推進・都市交流の促進 ＜再掲＞ 

構想の推進 1 全員参加によるまちづくりの推進 ＜再掲＞ 

構想の推進 2 市民の信頼に応える行政運営 ＜再掲＞ 
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伊東八景 写真で巡る伊東の名所 

⑦小室山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧巣雲山 

 

 

 

  

標高 321m あり、パノラマ展

望台などから相模灘に浮かぶ

伊豆七島や天城連山など、360

度の景観を楽しむことができま

す。 

（つつじ見頃） 

４月下旬～５月上旬 

山頂近くの「恐竜広場」では、

恐竜のモニュメントや大型遊具

に触れてはしゃいだり、おもしろ

写真の撮影にトライしたりと、子

ども連れで楽しめます。 

伊東市、伊豆市、伊豆の国市

の３市にまたがる山で、標高は

581m あります。山頂では富士

山や、天城連山、相模灘、房総

半島と 360度の大パノラマをご

覧いただけます。 
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資料１ 成果指標の一覧 
政策目標１ 安全で安心して暮らせるまち 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

1 危機管理体制の充実 

 発災時の人的被害者数 ０人 ０人 

２ 総合治水対策の強化 

 河川が溢れる件数 ０件 ０件 

急傾斜地崩壊危険区域指定の総指定箇所数 34 か所 39 か所以上 

３ 災害に強い建築物や公共施設の整備 

 市有建築物の耐震化率 94.0％ 100％ 

港湾施設の整備要望の実施箇所数（累計） ８か所 10 か所以上 

民間住宅の耐震化率 85.1％ 88.5％以上 

４ 生活安全の推進 

 市内における刑法犯認知件数（暦年） 241 件 180 件以下 

市内における人身交通事故発生件数（暦年） 225 件 160 件以下 

５ 消防体制の強化（消防団体制の強化・消防水利の充実） 

 消防団員充足率 〈4 月 1 日時点〉 
97.5％ 

（令和７年度・2025） 100％ 

公務災害件数 ３件 ０件 

夜警の実施率 100％ 100％ 

消防水利充足率 83.6％ 89.0％以上 

政策目標２ 誰もが健やかに暮らし活躍できるまち 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

１ 地域医療の充実 

 
地域医療支援病院の継続 

承認要件達成 

紹介率 74.0％ 

逆紹介率 104.6％ 

紹介率及び逆紹介率
の承認要件を満たす 

２ 健康づくり支援 

 
健康寿命（お達者年齢） 

男性 78.8 年 

女性 84.2 年 
（令和４年度・2022） 

男性 80.3 年以上 

女性 84.6 年以上 
（令和９年度・2027） 

 健康意識（各種健康診査及び検診受診者延べ人数） 33,605 人 34,000 人以上 
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３ 出産・子育て支援の充実 

 子育てを楽しいと思う親の割合 

（乳幼児健康診査アンケート） 
94.2％ 95.0％以上 

 「出産・子育て支援の充実」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
58.5％ 70.0％以上 

４ 保育及び幼児教育の充実 

 
待機児童数 〈4 月 1 日時点〉 

０人 

（令和７年度・2025） 
０人 

 園での保育に満足している保護者の割合 

（保育園保護者アンケート・幼稚園評価アンケート）  
98％ 100％ 

 多様なニーズに対応した保育への満足度 

（保育園保護者アンケート） 
77％ 92％以上 

５ 高齢者福祉の充実 

 元気な高齢者の割合 〈4 月 1 日時点〉 

（介護保険第１号被保険者のうち、要介護・ 

要支援認定を受けていない高齢者の割合） 

82.3％ 81.0％以上 

 
健康寿命（お達者年齢） 

男性 78.8 年 
女性 84.2 年 
（令和４年度・2022） 

男性 80.3 年以上 
女性 84.6 年以上 

（令和９年度・2027） 

 生活支援サポーターによる支援件数 
600 件 

（単年） 
3,000 件以上 

（５年間累計） 

６ 障がい者福祉の充実 

 相談支援事業所の相談件数 9,127 件 9,500 件以上 

 障がい福祉サービス支給決定者数（実数） 720 人 750 人以上 

 市内企業の障がい者雇用率（年度末数値） 2.29％ 法定雇用率以上 

 障がい福祉サービス利用後の一般就労者数 ６人 ７人以上 

７ 地域福祉の充実 

 「地域内の助け合いなどの地域福祉の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
63.9％ 65.0％以上 

 ボランティアセンターによるボランティア活動あ

っ旋件数 
10 件 60 件以上 

８ 多様性のある社会の実現 

 「お互いの個性と多様性を認め合う社会の実現」

に満足している市民の割合（市民満足度調査） 
60.8％ 65.0％以上 

９ 保険・年金制度の運営 

 制度理解の醸成等を図るための広報による周知 34 回 34 回以上 

 公平な負担に対する意識向上の取組や適正な 

サービス受給のための相談会の実施 
54 回 54 回以上 
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政策目標３ 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

１ 自然との共生社会の推進 

 公害の迷惑行為に寄せられる苦情件数 12 件 ６件以下 

 愛護動物の迷惑行為に寄せられる苦情件数 49 件 ６件以下 

 伊東市森林整備計画に基づき間伐を行った 

森林面積 
累計 31.7ha 累計 71.6ha 以上 

２ 循環型社会の推進 

 可燃ごみの排出量 27,372ｔ 25,638ｔ以下 

 リサイクル率（総資源化量／総ごみ量） 17.69％ 20.00％以上 

３ 生活排水対策の充実 

 

環境基準 
（河川ＢＯＤ・海域ＣＯＤ） 

八代田橋 ＢＯＤ 0.7mg/ℓ ＢＯＤ ２mg/ℓ 以下 

 渚橋 ＢＯＤ 0.7mg/ℓ ＢＯＤ 2mg/ℓ 以下 

 伊東港中央 ＣＯＤ 1.3mg/ℓ ＣＯＤ ２mg/ℓ 以下 

４ 安全でおいしい水の安定供給 

 「安全でおいしい水の安定供給」に満足している

市民の割合（市民満足度調査） 
84.4％ 90.0％以上 

５ 魅力的な都市空間の創造 

 「海岸・高原・住宅地及び市街地の街並みなどの

良好な景観の形成」に満足している市民の割合 

（市民満足度調査） 

59.2％ 65.0％以上 

 土地の使い方について「全体として調和が取れ

ており、良い状態である」と回答した市民の割合 

（市民満足度調査） 

27.0％ 42.0％以上 

６ 公共交通体系の充実 

 「バス・鉄道などの公共交通対策の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
25.8％ 42.0％以上 

 鉄道、路線バス、デマンド交通、タクシーの 

年間利用者数（伊東市内乗降のみ） 
5,427 千人 

現状維持 
（推計人口比 4,958 千人） 

７ 道路環境の整備 

 道路瑕疵
か し

による事故発生件数 ３件 ０件 

 幹線市道の整備率 96.2％ 98.5％以上 
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政策目標４ 心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

１ 教育環境の整備 

 児童生徒１人当たりの教育用コンピュータ数 1.14 台 １台以上 

 長寿命化計画に基づく具体的な改修計画の策

定・改修の実施 

未策定 

（令和７年度・2025） 
改修計画に基づく 

改修の実施 

 異物混入、アレルギー、食中毒等、給食を原因と

して人体に影響を及ぼす事故の発生件数 
０件 ０件 

２ 未来を創る教育の充実（小・中学校） 

 学校が楽しいと思う子どもの割合【小学校】 

（学校生活アンケート） 
88.1％ 88.6％以上 

 学校が楽しいと思う子どもの割合【中学校】 

（学校生活アンケート） 
90.5％ 90.5％以上 

３ 生涯学習活動の推進 

 「生涯学習活動の推進」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
61.3％ 70.0％以上 

 市民一人当たりの図書貸出冊数 1.89 冊 2.69 冊以上 

４ 青少年の健全な育成 

 小・中・高生一人当たりの地域学校協働活動へ

の参加回数 
0.82 回 1.16 回以上 

５ 市民スポーツ活動の推進 

 「市民スポーツ活動の支援」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
70.4％ 80.0％以上 

６ 歴史・芸術文化の振興 

 「芸術・文化に触れる機会の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
62.2％ 70.0％以上 

 「史跡・郷土芸能の保存」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
75.4％ 80.0％以上 

７ 郷土愛の醸成 

 伊東市に将来戻ってきたいと思う高校生の割合 

（高校生アンケート） 
63.2％ 68.0％以上 

 郷土に誇りと愛着を持っている高校生の割合 

（高校生アンケート） 
87.9％ 90.0％以上 

  



 

130 第五次伊東市総合計画 第十二次基本計画 2026 ➡ 2030 

政策目標５ 活力にあふれ交流でにぎわうまち 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

１ 地域資源の魅力向上 

 年間来遊客数 632 万人 740 万人以上 

 観光客の満足度（伊東市観光消費動向等調査） 76.9％ 95.0％以上 

２ 新たな観光形態の構築・推進 

 伊豆・伊東観光ガイドのＰＶ数 4,895,000 アクセス 
6,000,000 アクセス 

以上 

 伊東での滞在日数（２泊以上の割合） 

※伊東市観光消費動向等調査 
21.1％ 30.0％以上 

３ 広域連携による誘客の拡充 

 伊豆半島７市８町の観光交流客数 39,003,247 人 50,000,000 人以上 

 伊豆半島７市８町内で連泊（２泊以上）した人の

割合※美しい伊豆創造センター「観光アンケート調査」 
26.3％ 30.0％以上 

４ 商工業の振興 

 平均就職率 32.3％ 35％以上 

 平均充足率 10.2％ 15％以上 

 新規創業件数 19 件 16 件以上 

５ 農林業の振興 

 担い手農業者数（年度末の総数） 79 人 91 人以上 

 担い手への農地利用集積面積 105.1ha 118.3ha 以上 

６ 水産業の振興 

 水揚数量 3,452ｔ 3,600ｔ以上 

７ 移住定住の促進・関係人口の拡大 

 移住者数（静岡県調査） 130 人 230 人以上 

 転入超過数 214 人 300 人以上 

 移住相談件数 431 件 550 件以上 

８ 国際交流の推進・都市交流の促進 

 「国際交流機会の充実」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
60.3% 70.0%以上 

 日本語教室受講者数（延べ人数） 1,531 人 1,750 人以上 

 国内姉妹（友好）都市交流事業の実施回数 ６回 ６回以上 
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構想の推進 総合計画を推進するための土台づくり 

指標名 
現状値 

令和６年度（2024） 
目標値 

令和 12 年度（2030） 

１ 全員参加によるまちづくりの推進 

 「市民活動などの地域活動の推進」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
61.2% 71.0％以上 

 「市民の声をうかがう機会の充実」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
47.3% 56.0％以上 

２ 市民の信頼に応える行政運営 

 「市民に対する市職員の対応」に 

満足している市民の割合（市民満足度調査） 
66.3％ 73.0％以上 

３ 健全かつ持続可能な財政運営 

 全ての会計の地方債残高 

（臨時財政対策債を除く） 
273 億円 230 億円以下 

 「市の財政の健全な運営」に満足している 

市民の割合（市民満足度調査） 
52.8％ 55.0％以上 
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資料２ 第五次伊東市総合計画･第十二次基本計画策定経過 
 

年月日 内  容 

令和６年 

６月 ■「未来ビジョン会議」（市民討議会）実施 

〈実施日〉6/24、７/30、８/21、９/26、10/29、11/21、12/９、12/17、1/８、 

１/21、２/13、２/14 

〈参加者〉18 人（伊豆伊東高校生 5 人を含む)、キックオフ（6/24） 

〈説 明〉「第五次伊東市総合計画について及び現行計画の進捗状況について」(7/30) 

〈講 演〉「地域の特性を生かした地域づくりについて」(8/21) 

〈意見交換〉本市若手職員で構成された長期ビジョン策定委員との意見交換会 (10/29) 

〈グループワーク〉 

「伊東市の今について考える」(9/26) 

「伊東市の将来像を描き、将来像実現の手法を考える」(11/21、12/9) 

「地域・社会のビジョン、対象者・顧客の理想的な未来を実現するための解決策を考え

る」(12/17、1/8) 

「プレゼンテーション」（1/21） 

市長との意見交換会（2/13、2/14） 

８月 ■「市民満足度調査」実施 

〈期 間〉8/26～9/24 

〈対 象〉市内在住の 18 歳以上の男女 2,000 人を無作為抽出 

〈回 答〉回答数 795 人（39.8％） 

11 月 ■「市内中学生・高校生アンケート」実施 

〈期 間〉11 月～12 月 

〈対 象〉市内中学３年生・高校２年生 在校生数 632 人 

〈回 答〉回答数 544 人（86.1％） 

令和７年 

３月 25 日 ■調整会議１回目 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画策定方針（案）について 

伊東市人口ビジョン策定方針（案）について 

伊東市総合戦略策定方針（案）について 

今後のスケジュール 

４月 25 日 ■ワーキンググループ会議 

〈議 題〉 

第十二次基本計画の策定について（策定方針・策定スケジュール、作業内容） 

第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略の策定について（策定方針・策定スケジュール、

作業内容） 

今後のスケジュール 

６月６日 ■企画会議 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）について 

第３期伊東市総合戦略（案）について 

今後のスケジュールについて 
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年月日 内  容 

６月 17 日 ■調整会議２回目 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）について 

第３期伊東市総合戦略（案）について 

今後のスケジュールについて 

７月９日 ■調整会議３回目 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画最終案について（報告） 

第３期伊東市総合戦略最終案について（報告） 

人口ビジョン（案）について 

その他 

８月 13 日 ■調整会議４回目（書面開催） 

〈議 題〉 

第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略（最終案）における再検討事項 

８月 27 日 ●総合計画審議会１回目 

〈議 題〉 

委嘱状交付 

伊東市総合計画審議会会長、副会長の互選について 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（諮問案） 

第３期伊東市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（諮問案）について 

11 月 6 日 ●総合計画審議会２回目 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）のうち、「構想の推進」の部分 

第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略（案） 

11 月 7 日 ●第４専門部会 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）のうち、以下の部分 

政策目標５「活力にあふれ交流でにぎわうまち」（施策１～８） 

11 月 11 日 ●第３専門部会 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）のうち、以下の部分 

政策目標４「心豊かな人を育み生涯にわたって学習できるまち」（施策１～７） 

11 月 11 日 ●第２専門部会 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）のうち、以下の部分 

政策目標２「誰もが健やかに暮らし活躍できるまち」（施策１～９） 

11 月 12 日 ●第１専門部会 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）のうち、以下の部分 

政策目標１「安全で安心して暮らせるまち」（施策１～５） 

政策目標３「良好な環境が広がり快適に暮らせるまち」（施策１～７） 

12 月 4 日 ●総合計画審議会３回目 

〈議 題〉 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画の答申（案）について 

第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略の答申（案）について 

12 月 22 日 

～23 日 

■市議会常任委員会協議会（総務・観光建設・福祉文教） 

基本計画案の報告・意見聴取 

※ 審議会は、３回の全体会と各１回の専門部会で延べ７回の会議を開催した。  
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資料３ 策定体制 

 

■第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画策定 

伊東市総合計画審議会 専門部会名簿 
令和７年 12 月４日現在 

 

会 長   稲葉 和正 （伊東市社会福祉協議会 常務理事） 

副 会 長   長田 直己 （伊東市農業委員会 会長） 

 

（部会長：◎、副会長：〇、部会長・副部会長以外は 50 音順 敬称略） 

部会名 団体名 役職名 氏名 

第１専門部会 

政策目標１ 

「安全で安心して暮らせる

まち」 

政策目標３ 

「良好な環境が広がり快適

に暮らせるまち」 

伊東建設関連業者連絡協議会 副会長 ◎ 塩谷 安朗 

伊東市議会 議員 〇 井戸 清司 

東日本旅客鉄道㈱横浜支社営業部 伊東駅長  石黒  功 

静岡県東部地域局 次長兼地域課長  大畑 英樹 

伊豆急行株式会社 取締役事業推進部長  木田川 雅弘 

株式会社東海バス 伊東営業所所長  鈴木 一功 

第２専門部会 

政策目標２ 

「誰もが健やかに暮らし活

躍できるまち」 

伊東市地域行政連絡調整協議会 会長 ◎ 石井 照市 

伊東市議会 議員 〇 青木 敬博 

伊東市社会福祉協議会 常務理事  稲葉 和正 

伊東市民生委員児童委員協議会 会長  竹田 裕愿 

伊東市女性連盟 理事長  森   知子 

山本哲正司法書士事務所 司法書士  山本 哲正 

第３専門部会 

政策目標４ 

「心豊かな人を育み生涯に

わたって学習できるまち」 

一般社団法人 伊東市スポーツ協会 会長 ◎ 濱田 修一郎 

伊東市議会 議員 〇 鈴木 絢子 

伊東市校長会 会長  関野 耕一 

株式会社伊豆新聞本社 代表取締役社長  竹川 裕之 

伊東市 PTA 連絡協議会 理事  田畑 まどか 

伊東市教育委員会 教育長職務代理者  遠山 泰範 

第４専門部会 

政策目標５ 

「活力にあふれ交流でにぎ

わうまち」 

一般社団法人 伊東観光協会 専務理事 ◎ 村田 充康 

伊東市議会 議員 〇 竹本 力哉 

三島信用金庫 伊東営業部 部長  池田 真幸 

伊東商工会議所 専務理事  石井 裕介 

三島公共職業安定所伊東出張所 所長  石橋 正英 

伊東市農業委員会 会長  長田 直己 

富士伊豆農業協同組合 副地区本部長  西野 由季也 

いとう漁業協同組合 代表理事専務  日吉 直人 
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■策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

伊東市総合計画審議会 

第１専門部会 第２専門部会 

第３専門部会 第４専門部会 

議  会 市  長 

庁内検討組織 

調整会議（原案決定） 

企画会議（原案作成） 

市  民 

市民会議 

（高校生５人を含む市内の20

～40代の委員で構成された

未来ビジョン会議） 

報告 
参加 諮問 答申 

意見提出 

結果公表 
指示 

報告 

提案 
・ 
反映 

市民満足度調査 

ワーキンググループ会議 

（素案決定） 

市内中学生・高校生アンケート 

意見聴取 

パブリックコメント 

（意見公募） 
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資料４ 諮問・答申 

  

 

伊企第１４９号   

令和７年８月２７日   

 

伊東市総合計画審議会会長 様 

 

伊東市長 田久保 眞紀 

 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）、第３期伊東市人口ビジョン・総

合戦略（案）について（諮問） 

 

 本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るため、まちづくりの具体的な方向性を 
 

示す第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（案）、第３期伊東市人口ビジョン・総合戦

略（案）を策定したので、伊東市総合計画審議会条例（昭和４４年伊東市条例第５２号）

第２条の規定に基づき諮問します。 

以 上   
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伊 総 審 第 ５ 号   

令和７年１２月１１日   

 

伊東市長 職務代理者 

伊東市企画部長 近持 剛史 様 

伊東市総合計画審議会 

会 長 稲 葉  和 正 

 

   第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画、第３期伊東市人口ビジョン 

総合戦略について（答申） 

 

令和７年８月２７日付け伊企第１４９号をもって諮問のあった第五次伊東市総

合計画・第十二次基本計画、第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略については、慎

重に審議した結果、次のとおり本審議会の意見を決定したので答申します。 

なお、第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画、第３期伊東市人口ビジョン・

総合戦略は、今後の伊東市のまちづくりを進める上で、極めて重要な役割を担うも

のです。 

めまぐるしく変化する社会経済情勢の中での行政運営ではありますが、市民との

協働により、まちづくりの目標である「私たちが創り、育む 自然と共生し 安心

と活力にあふれるまち いとう」を実現するとともに、人口減少社会に対応し、将

来にわたって活力ある伊東市を維持することを目指すため、本審議会の審議経過と

答申を十分尊重し、全力を傾注されることを要望します。 

 

記 

１ 第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画、第３期伊東市人口ビジョン・総合

戦略 

  第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画、第３期伊東市人口ビジョン・総合

戦略については、諮問案の一部を、別紙１「修正意見」のとおり修正し、他は諮
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問案のとおり決定する。 

  なお、別紙２のとおり意見を付すものとする。 

 

２ 審議会の審議状況 

⑴ 令和７年８月２７日 第１回審議会 

第五次伊東市総合計画・第十二次基本計画（諮問案） 

第３期伊東市人口ビジョン・総合戦略（諮問案）諮問・説明 

基本計画の審議を専門部会に付託 

 

⑵ 令和７年１１月６日 第２回審議会 

   諮問案審議 

 

⑶ 令和７年１１月７日～１１月１２日 各専門部会審議 

  ・第１専門部会 １１月１２日 

  ・第２専門部会 １１月１１日 

  ・第３専門部会 １１月１１日 

  ・第４専門部会 １１月 ７日 

 

⑷ 令和７年１２月４日 第３回審議会 

各専門部会審査報告、答申決定 

 

３ 審議を行った委員 
 

  会  長  稲 葉 和 正 

  副 会 長     長 田 直 己 
 

第１専門部会 

部会長  塩 谷 安 朗 

副部会長 井 戸 清 司 

委  員 大 畑 英 樹 

     同  木田川  雅弘 
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     同  石  黒   功 

     同  鈴 木 一 功 
 

 

第２専門部会 

部会長  石 井 照 市 

副部会長 青 木 敬 博 

委  員 竹 田 裕 愿 

     同  稲 葉 和 正 

     同  森   知  子 

     同     山 本 哲 正 
 

第３専門部会 

部会長  濱 田 修一郎 

副部会長 鈴 木 絢 子 

委  員 遠 山 泰 範 

     同  田 畑 まどか 

     同  関 野 耕 一 

     同     竹 川 裕 之 
 

第４専門部会 

部会長  村 田 充 康 

副部会長 竹 本 力 哉 

委  員 石 井 裕 介 

     同  池 田 真 幸 

     同  長 田 直 己 

同  西 野  由 季 也 

     同  石 橋 正 英 

     同  日 吉 直 人 

以 上   
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資料５ 市民意向調査の結果概要 

① 市民満足度調査 

「第五次伊東市総合計画」に基づき実施している取組等について、市民の意見や評価を把

握し、今後の市政運営及びまちづくりに活かすことを目的として実施しました。 

 

■実施概要 

○調査対象 18 歳以上の市民の中から 2,000 人を層化無作為抽出 

○調査期間 令和６年（2023 年）8 月 26 日（月）から ９月 24 日（火）まで 

○調査方法 調査票を郵送により配布し、同封した返信用封筒（料金受取人払）により回収 

 ＷＥＢ回答ができるＱＲコードを調査票の表紙に記載し、ＷＥＢによる回答 

○回収状況 回収数 795 票（うち WEB 回答・321 票）  回収率 39.8％ 

 

 

■回答者の属性 

○性別 

全体 男性 女性 回答しない 無回答 

795 341 420 21 13 

100.0％ 42.9％ 52.8％ 2.6％ 1.6％ 

 

○年齢 

全体 10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 無回答 

795 14 44 88 136 191 209 111 2 

100.0％ 1.8％ 5.5％ 11.1％ 17.1％ 24.0％ 26.3％ 14.0％ 0.3％ 

 

○居住区 

全体 宇佐美 湯川 松原 玖須美 新井 岡 鎌田 川奈 

795 111 16 26 76 4 79 39 84 

100.0％ 14.0％ 2.0％ 3.3％ 9.6％ 0.5％ 9.9％ 4.9％ 10.6％ 

 吉田 荻 十足 富戸 八幡野 池 赤沢 無回答 

 59 76 22 77 91 22 7 6 

 7.4％ 9.6％ 2.8％ 9.7％ 11.4％ 2.8％ 0.9％ 0.8％ 
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■調査結果の抜粋 

Ｑ 伊東市は住みよいまちですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理の関係上、割合の合計が 100％にならない場合があります。 

Ｑ 伊東市が住みにくいと考える主な理由（上記で「住みにくい」と回答した人のみ） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 今後の伊東市への居住意向 

 

 

  

19.2%

7.4%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらかというと住みにくい

住みにくい

たいへん住みにくい

37.6%

26.0%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらかというと住みよい

住みよい

たいへん住みよい

住みよい

69.5%

住みにくい

29.1%

無回答

1.3%

回答者数

795人

住みよい 

内訳 

住みにくい 

内訳 

「伊東市の住みよさ」について、肯定的な意見が約７割と否定的な意見

を上回っています。 

52.2%

48.3%

47.8%

29.7%

23.7%

15.9%

15.5%

13.4%

1.3%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

買い物などの日常生活が不便

医療・福祉が充実していない

働く場所が少ない

通勤・通学が不便

道路・下水道などの都市基盤が整っていない

育児・教育環境が良くない

図書館などの公共施設が不足している

近所づきあいや地域の行事が面倒

自然環境が良くない

その他

令和元年度 

36.1% 

46.8% 

50.4％ 

27.5% 

18.6% 

12.5％ 

20.0% 

11.1% 

1.1% 

18.2% 

現在の場所に住み続けたい

60.6%
市内の他の場所に移りたい

8.4%

市外に移りたい

20.8%

その他

8.3%

無回答 1.9%

伊東市内に住み続けたい人が約７割となり、市外への転居希望者は約２割となっています。 

対象者数 

232 人 

回答者数 

795 人 

住みにくい理由としては、働く場所、医療・福祉に関する項目が高い割合となっています。 
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Ｑ 伊東市が行っている取組の重要度（上位５つ） 

 

順位 内  容 重要度 

１ 総合治水対策の強化（水害や土砂災害対策等） 99.5％ 

２ 危機管理体制の充実（自然災害等からの危機管理体制） 99.0％ 

３ 市の財政の健全な運営 98.6％ 

４ 消防・救急体制の強化 98.3％ 

５ 生活安全の推進 98.2％ 

※重要度は、重要、やや重要と評価した人の割合 

 

 

  

総合治水対策の強化、危機管理体制の充実など、安全で安心して暮らせるまちが求められるとともに、行政

財政の健全な運営が重要視されています。 
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② 中高生アンケート 

「第五次伊東市総合計画」に基づき実施している取組等について、将来を担う若年層の意

見を把握し、今後の市政運営及びまちづくりに活かすことを目的として実施しました。 

 

■実施概要 

○調査対象 市内中学に在学する３年生 

 伊豆伊東高等学校に在学する２年生 

 静岡県東部特別支援学校伊豆高原分校に在学する２年生  計 632 人 

○調査期間 令和６年（2024 年）11 月から 12 月まで 

○調査方法 調査を学校に依頼し、紙による回答又はＷＥＢによる回答 

○回収状況 回収数 544 部  回収率 86.1％ 

 

■回答者の属性 

○性別 

全体 男性 女性 回答しない 無回答 

544 256 271 17 256 

100.0％ 47.1％ 49.8％ 3.1％ 47.1％ 

○居住区 

全体 宇佐美 湯川 松原 玖須美 新井 岡 鎌田 川奈 吉田 

544 55 14 14 83 2 49 21 59 26 

100.0％ 10.1％ 2.6％ 2.6％ 15.3％ 0.4％ 9.0％ 3.9％ 10.8％ 4.8％ 

 荻 十足 富戸 八幡野 池 赤沢 市外 その他 無回答 

 64 11 40 65 5 0 36 0 0 

 11.8％ 2.0％ 7.4％ 11.9％ 0.9％ 0.0％ 6.6％ 0.0％ 0.0％ 

 

■調査結果の抜粋 

Ｑ 伊東市は住みよいまちですか（市内在住者のみ） 

 

 

 

 

 

 

  

17.1%

4.7%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらかというと住みにくい

住みにくい

たいへん住みにくい

35.6%

33.9%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どちらかというと住みよい

住みよい

たいへん住みよい

住みよい

73.6%

住みにくい

22.4%

無回答

3.9%

対象者数

508人

住みよい 

内訳 

住みにくい 

内訳 

「伊東市の住みよさ」について、肯定的な意見が約７割と否定的な意見

を上回っています。 
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Ｑ 伊東市が住みにくいと考える主な理由（上記で「住みにくい」と回答した人のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 今後の伊東市への居住意向（市内在住者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 伊東市が行っている取組の重要度（上位５つ） 

 

順位 内  容 重要度 

１ バス・鉄道などの公共交通が充実しているまち 58.6％ 

２ 親や子どもを育てやすく、子どもたちも住みやすいまち 43.2％ 

３ 災害への対策がしっかりできているまち 36.9％ 

４ 地域の医療が充実しているまち 30.7％ 

５ 地元の商店や企業が活性化しているまち 26.7％ 

※重要度は、重要、やや重要と評価した人の割合 

 

78.9%

64.0%

53.5%

22.8%

18.4%

4.4%

3.5%

2.6%

1.8%

0.0%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

娯楽施設（映画館等）がない

買い物などの日常生活が不便

通勤・通学が不便

働く場所が少ない

図書館などの公共施設が不足している

医療・福祉が充実していない

近所づきあいや地域の行事が面倒

育児・教育環境が良くない

道路・下水道などの都市基盤が整っていない

自然環境が良くない

その他

令和元年度 

70.4% 

48.6% 

51.0% 

12.8% 

26.3% 

2.9% 

3.3% 

4.9% 

3.7% 

2.9％ 

12.3% 

住みにくい理由としては、働く場所、医療・福祉に関する項目が高い割合となっています。 

現在の場所に住み続けたい

22.8%

市内の他の場所に移りたい

9.3%

市外に移りたい

59.1%

その他

4.3%

無回答 4.5%

伊東市外に移りたいとの回答が約６割となり、市内への定住希望者は 32％程となっています。 

対象者数 

114 人 

対象者数 

508 人 

公共交通の充実化を求める割合が突出しています。 
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③ 未来ビジョン会議 

若い世代による新たな視点からの意見やアイデア等を政策の形成や推進に反映させるた

め、産業・文化・体育などに関連する団体等における青年部等の代表や若手の移住者・子育

て世代の女性・本市の将来を担う高校生などが、「第五次伊東市総合計画・第十二次基本計

画策定に向けた理想の伊東市（将来像）を実現するための手法を考える」というテーマに沿

って協議・検討を行いました。 

 

■開催概要 

○開催日時 

令和６年（2024 年） 

 ６月 24 日（月） 18：30～20：00 ７月 30 日（火） 18：30～20：00 

 ８月 21 日（水） 18：30～20：00 ９月 26 日（木） 18：30～20：00 

 10 月 29 日（火） 18：30～20：00 11 月 21 日（木） 18：30～20：00 

 12 月９日（月） 18：30～20：00 12 月 17 日（水） 18：30～20：00 

令和７年（2025 年） 

 １月８日（水） 18：30～20：00 １月 21 日（火） 18：30～20：00 

 ２月 13 日（木） 18：30～20：00 ２月 14 日（金） 18：30～20：00 

 

○参加者 子育てや観光、産業、移住、市内企業関係等の団体や高校生から選出された

 10 代から 40 代までの世代 

■主な意見の抜粋 

 ・市外の方（外国人も含む）が、「安全で安心なまち」というイメージで伊東市を訪れることができると良い。 

・「楽しさ」を織り交ぜながら、防災訓練等への義務、強制感をなくし、自助・共助の意識を高めていく。 

・１人でも行きやすい居場所を充実させ、身寄りのない人が孤立せず、社会とつながることができるように

してほしい。 

・古民家を利用し、子育て支援を始め、認知症カフェなどの世代を超えた支援ができると良い。 

・伊東駅前広場は観光客も含めた歩行者や公共交通利用者に優しいウォーカブルな現在の案に加え、喫煙所

やゴミ箱を充実させてほしい。 

・空家がサードプレイスとなり、若者も高齢者も居場所のある中心市街地になると良い。 

・自主的に行動し、相互扶助の精神から温かい人の輪が土台となる伊東市をつくるため、自分のことは自分

で行う「自助の精神を養う教育」を教育理念に取り入れてほしい。 

・伊東ならではのフォトスポットを作り、ＳＮＳで情報発信していく。高校生も作画や情報発信に協力でき

るようにしてほしい。 

・探究活動で高校生が市内の観光地を回り、伊東の魅力を伝える動画を作成する。その中から選出して、伊

東市公式アカウントで紹介したい。 

◀
未
来
ビ
ジ
ョ
ン
会
議
の
様
子 
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④ 伊東市長期ビジョン 

市制施行１００周年を見据え長期的な視点で本市の現状と課題やあるべき姿を捉えた上

で、長期ビジョンや重点プロジェクト等を描いた「伊東市長期ビジョン」を策定しました。 

■策定のプロセス 

○検討会の開催 40 歳前後の市職員22人による検討会を発足し、「伊東市長期ビジョン」

策定に向けた検討を行いました。 

○開催日時 

令和６年（2024 年） 

 ４月 15 日（月） 16：00～16：30 ５月 28 日（火） 16：00～17：10 

 ６月 25 日（火） 16：00～17：00 ７月 29 日（月） 16：00～17：00 

 ９月６日（金） 15：00～17：00 ９月９日（月） 15：00～17：00 

 10 月 11 日（金） 14：00～17：00 10 月 29 日（火） 18：30～20：00 

 11 月 20 日（水） 16：00～17：00  

令和７年（2025 年） 

 １月 29 日（水） 16：00～17：00 ３月６日（木） 16：00～17：10 

■主な意見の抜粋 

○教育・子育て分野 
・伊東の資源を活かした自然環境教育など、本市の特性を活かした、他ではできない教育プログラムを開発、

実践し、市内のこどもたちの感性を拡げ、郷土愛を育む。 

・地域と市が協働し、こどもを望む人たち、授かった人たちから、乳幼児期・学童期・青年期までの子育て

をまちぐるみで支援する環境や仕組みを整備する。 

○医療福祉・くらし分野 
・幼少期からの健康づくりの取組を推進し、生涯を通じて健康でいられる生活習慣を身につけた市民を増や

す。 

・豊かな自然に囲まれた環境を活かした〝思わず〟歩きたくなる・出かけたくなる・体を動かしたくなる仕

掛けづくりや、市内店舗や飲食店による減塩商品の推奨などの取組を行い、暮らしているだけで、健康に

なれるまちづくりを進める。 

・温泉資源を生かした健康づくりを推進する。 

・幼少期からのコミュニティ教育や、多世代の交流、人がゆるやかにつながる仕組みづくりや地域コミュニ

ティ活動の支援などによって、主体的、自発的に活動するポジティブ（前向き）な市民、地域社会に貢献

する人に感謝する文化など、「いとうくらし」を支える生活基盤や土壌を育む。 

○都市・インフラ分野 
・家族がそろって楽しめる身近な場所や機会の整備を進め、子育て世代のまちに対する満足度を高め、定住

を促進する。 

・施設の老朽化、若い世代のニーズとの乖離などの課題に対応し、新規施設の整備も含めて公共文化施設の

再編成を進める。 

・大きな自然災害が多発するなかで、デジタル技術の活用などによって緊急情報をより迅速・詳細に取得し、

効果的に伝達するとともに、市民や観光客にとって分かりやすい避難計画などの災害対策を強化して、安

全に、安心して暮らせるまちづくりを推進する。 

○観光・産業分野 
・市民が地元の観光を体験する機会を拡充し、伊東の観光魅力を発信、推奨する市民を増やす。 

・伊東を訪れる観光客に伊東で暮らす魅力を効果的に伝え、伊東のファンづくりや移住を促進する。 

・市民や首都圏住民の複業などの多様な働き方のニーズに対応した雇用の受入れ体制の整備によって、人材

不足を緩和し、観光業をはじめとする地場産業の活性化につなげる。 

・首都圏に比較的近く、豊かな自然を有する伊東市の強みを活かし、テレワークしやすい環境の整備などに

よって、デジタルノマドなどの国際ビジネス人材の受入れを図る。 
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資料６ 用語解説 

あ 

青色防犯パトロール 

・警察から認定を受けた民間団体や地方公共団体が、

青色回転灯装備車両を運転しながら実施する自主防

犯パトロール活動のこと。 

アジェンダ 

・一般的には実施すべき計画、国際的な取組について

の行動計画のことであるが、ここでは、人間、地球

及び繁栄のための行動計画として、掲げた宣言及び

目標のこと。 

あすを奏でるハーモニープラン 

・本市の市民一人一人が自らの意思と責任において、

男女が社会の対等な一員として、その個性と能力を

十分に生かして、あらゆる分野の活動に参画してい

く「男女共同参画社会」の実現のための計画のこと。 

アダプトシステム 

・公共空間の養子縁組制度のこと。市民や企業の協力

関係の下に公共空間の美化や保全活動を行う。 

ありがとう消防団応援事業所 

・割引や各種サービスを提供することで、消防団を応

援する事業所や販売店のこと。 

 

い 

医療・介護連携 

・地域における医療・介護の関係機関が連携して、包

括的かつ継続的な在宅医療・介護を一体的に提供す

ること。 

伊豆半島ジオパーク 

・ジオパークは世界遺産などと同様に、ユネスコ（国

際連合教育科学文化機関）が推し進めているプログ

ラムで、地質学的にみて国際的な価値のあるエリア

のこと。 

一次医療 

・地域で必要とされる医療サービスを適切に提供する

ために都道府県が設定した区域である「医療圏」の

うち、最も小さい単位のこと。 

イノベーション 

・新製品開発や新資源発見など、旧来のものに代わっ

て新規のものが登場すること、革新されること。 

医観連携 

・保健医療関係者と観光関係者等が連携して、自然や

温泉と健康診断を組み合わせ、観光メニューとして

商品の企画開発を図る施策のこと。本市では、新病

院建設に合わせ、平成 18 年からその実現に向け取

り組んでいる。 

インクルーシブ教育システム 

・障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学

ぶ仕組みのこと。 

う 

美しい伊豆創造センター 

・伊豆半島７市 8 町の行政、各市町観光協会、商工会

議所・商工会、交通事業者がメンバーとなり、ハー

ド・ソフト両面から官民協働の体制で伊豆半島全体

の活性化を目指す一般社団法人のこと。 

 

 

え 

エシカル消費 

・人や社会・環境に配慮して作られた製品やサービス

を選んで購入あるいは消費すること。 

 

 

お 

オープンデータ 

・誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加

工や頒布などができるデータのこと。 

 

 

か 

介護給付費 

・介護保険サービスを利用した際に、本市が負担する

費用のこと。 

介護保険相談員 

・施設などを訪問し、介護サービスの利用者の立場で

個々の相談に応じたり、利用者と提供者との橋渡し

をするなど、介護サービスの質を高めることを目的

に活動する人のこと。 

課税客体 

・課税の目的となるべきもののこと。課税物件も同意

義である。 

河川愛護事業 

・地域住民により、河川の安全で快適な環境づくりを

行う活動こと。 

河川ＢＯＤ・海域ＣＯＤ 

・水の汚れを示す数値のこと。河川・湖沼ではＢＯＤ、

海域ではＣＯＤを採用し、数値が小さい方が良い。

測定調査は静岡県が行う。 

合併処理浄化槽 

・し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した

水）を併せて処理する浄化槽のこと。 

簡易耐火構造住宅 

・住宅建築基準において、主要構造部（壁、柱、床、

梁、屋根、階段）が、準耐火構造と同等の準耐火性

能を有するための技術的基準に適合し、かつ、延焼

の恐れのある開口部（窓やドア）に防火戸など火災

を遮る設備を有する住宅のこと。  
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関係人口 

・移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」で

もない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこ

と。地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づく

りの担い手不足という課題に直面しているが、「関係

人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い

手となることが期待されている。 

観光ＤＸ 

・業務のデジタル化により効率化を図るだけではなく、

デジタル化によって収集されるデータの分析・利活

用により、ビジネス戦略の再検討や、新たなビジネ

スモデルの創出といった変革を行う取組のこと。 

 

 

き 

基準緩和型サービス 

・従来の介護保険サービスに比べ、地域の実情に応じ

てサービスの提供内容や人員基準を緩和して提供す

る介護サービスのこと。 

機能別消防団員 

・仕事や家族の都合等で全ての活動に参加することが

困難な場合、火災予防・広報団員、ＯＢ団員として

無理のない範囲で活動する団員のこと。 

急性期医療 

・主に発症初期段階や、症状の比較的激しい時期に行

う医療のこと。一般的に処置・投薬・手術等を治療

の初期に集中的に行う。 

共生社会（※Ｐ９） 

・障がいのあるないにかかわらず、誰もが相互に人格

と個性を尊重し支え合う社会であるとともに、障が

いのある人が社会の対等な構成員として人権を尊重

され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活

動に参加、参画し、その一員として責任を分担する

社会のこと。 

協働 

・市民と行政が対等の立場で責任を共有しながら、目

的の達成のために力を合わせること。 

漁業経営体数 

・過去１年間に利潤又は生活のために生産物を販売す

ることを目的として、海面において水産動植物の採

捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所のこと。

ただし、過去１年間における漁業の海上作業従事日

数 30 日未満の個人経営体は除く。 

居住誘導区域 

・立地適正化計画に定める区域で、人口減少の中にあ

っても一定エリアにおいて人口密度を維持すること

により、生活サービスやコミュニティが持続的に確

保されるよう、居住を誘導すべき区域のこと。 

 

 

く 

グローバル化 

・文化、経済、政治など人間の諸活動やコミュニケー

ションが、国や地域などの地理的境界や枠組みを越

えて世界的規模で地球全体にかかわるさまのこと。

グローバリゼーション、地球規模化とも言う。 

グローバル・パートナーシップ 

・世界平和・環境問題など世界的問題の解決のための

地球規模の協力関係、あるいは提携すること。 

 

け 

経常経費 

・人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費など

毎年度連続して固定的に支出される経費のこと。 

経営耕地面積 

・調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地

（けい畔を含む田、樹園地及び畑）面積のこと。自

ら所有し耕作している耕地（自作地）と、他から借

りて耕作している耕地（借入耕地）の合計。 

啓開 

・障害物を取り除き、道や水路などを切り開いて、通

行可能にすることを指す。特に大規模災害時に緊急

車両の通行ルートを確保する「早期啓開」が重要と

される。 

激甚化 

・きわめてはげしいこと、はなはだしいこと。地震や

豪雨、台風などの自然災害の規模が以前よりも大き

く、激しくなることを指す。 

健康寿命（お達者年齢） 

・０歳からの平均自立期間（介護を受けたり病気で寝

たきりになったりせず、自立して健康に生活できる

期間）のこと。県内市町の死亡の情報、介護認定の

情報をもとに、生命表を用いて算出している。 

健康保養地 

・「健康休暇」の受け皿として構想されたもので、豊か

な自然環境の中で積極的な健康づくりが実施できる

場所のこと。 

経済団体 

・伊東商工会議所、伊東観光協会その他市内経済にお

ける共通の課題について同業種の企業間等で積極的

な連携をとり、業界全体の活性化をもって市内経済

の発展に取り組む団体のこと。 

 

こ 

広域連携 

・広域的な交通体系の整備、公共施設の一体的な整備

や相互利用、行政区域を超えた土地の利用など広域

的なまちづくりや施策に対するニーズの高まりに対

して、地方公共団体が、他の地方公共団体と連携し

て事務を処理する仕組みのこと。  



 

149 

 

公営企業 

・地方公共団体は、水道、交通、病院、下水道、宅地

造成、港湾整備、観光施設業などの事業も行ってお

り、これらの事業のうち、地方公共団体自らが行う

経済活動のこと。地方公営企業。原則として独立採

算による業務運営が求められている。 

後期高齢者医療制度 

・75 歳以上の全ての人と 65 歳以上で一定の障がい

があると認定を受け加入した人を対象としている健

康保険制度のこと。 

公共用水域 

・水質汚濁防止法によって定められる、河川、湖沼、

沿岸海域その他公共の用に供する水域及びこれに接

続する公共溝渠
きょ

、かんがい用水路などのこと。公共

下水道、流域下水道は除く。 

合計特殊出生率 

・女性の年齢別の出生率を合計した、一人の女性が生

涯に産む子どもの数の平均値のこと。 

公衆衛生 

・広く地域社会の人々の疾病を予防し、健康を保持・

増進させるため、組織的になされる衛生活動のこと。 

交通空白地域 

・鉄道駅やバス停から一定距離以上離れた地域のこと。 

交通結節点 

・駅前広場やバスターミナルなど、複数あるいは異種

の交通手段の接続が行われる場所のこと。 

高付加価値化 

・高い機能、新しい機能、使いやすさ、使い心地、デ

ザインの良さなど、利用者にとっての価値を高める

こと。 

小口資金融資制度 

・地域内に事業所を有し、ある一定の要件を備えた中

小企業者（個人、会社）が、事業の振興に必要な資

金（＝事業資金）を市町村の利子補給を受け融資を

受けられる制度のこと。 

国土構造 

・国の骨格となる交通体系や土地利用、自然環境等の

全体的な構成のこと。 

個人情報保護制度 

・「伊東市個人情報保護条例」に基づき、伊東市が保有

する個人情報を保護し、適正に取扱うとともに、市

民等に自己に関する個人情報をコントロールする権

利を保障することで、公正な市政の運営と市民の信

頼の確保に資することを目的とした制度のこと。 

コワーキングスペース 

・個人が、会議室、机、椅子、ネットワーク設備など

の実務環境を共有しながら、独立した仕事を行う共

同型オフィスのこと。利用者同士の積極的な交流や

共働といったコミュニティ形成を促すという点にお

いて、従来のレンタルオフィスとは異なる。 

 

さ 

災害拠点病院 

・災害発生時に被災地内の重症の傷病者を受け入れ、

また、搬送し、医師団を派遣するなど、地域の医療

活動の中心となる機能を備えた病院のこと。 

在宅医療 

・身体機能が低下し、通院が困難な方の自宅に医師が

訪問して行う医療のこと。 

サテライトオフィス 

・企業や団体の本拠から離れたところに設置された小

規模なオフィスのこと。特にＩＣＴ企業等が、ＩＣ

Ｔ利活用環境が良好でかつ自然環境の豊かな場所な

どに設置している。 

サマーレビュー 

・夏季期間中における事務事業の見直し作業のこと。 

 

 

し 

市営住宅ストック 

・市営住宅とは、市が建設、買取りや借上げを行い、

住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃

貸や転貸するための住宅等のことであり、市営住宅

ストックとは、その在庫のこと。 

ジェンダー 

・生まれついての生物学的性別（セックス／sex）に

対して、「男性らしさ」、「女性らしさ」のような社会

や文化によって形成された社会的性別（ジェンダー

／gender）のこと。 

ジオサイト 

・地球の活動がわかる地質や地形がある場所のこと。 

ジオツーリズム 

・貴重なあるいは重要な地質・地形学的景観を保全し

ている地域における、その景観や環境を損なうこと

のない持続可能な観光のこと。 

自主財源 

・地方公共団体が自主的に調達できる財源のこと。地

方税、手数料、使用料、財産収入、寄附金など。 

自主防災組織 

・災害による被害を予防、軽減するための活動を行う

地域住民主体の任意団体のこと。 

持続可能 

・環境・社会・経済などが将来にわたって適切に維持・

保全され、発展できる様子のこと。 

指定管理者制度 

・多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応する

ため、公の施設管理に民間のノウハウを活用する制

度のこと。市民サービス向上及び経費節減が期待で

きる。  
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市民幸福度（Well-being） 

・well（よい）と being（状態）からなる言葉。身体

的、精神的、社会的に良好で、満たされた状態のこ

と。 

市民力 

・住民一人ひとりが主体的に地域社会に参加し、自ら

の知識や能力（専門性も含む）を活かして、自治や

まちづくり、課題解決に取り組む力のこと。 

社会体育施設 

・青少年教育施設等に附帯する体育施設以外で、一般

の利用に供する目的で地方公共団体が設置した体育

館、水泳プール、運動場等のスポーツ施設のこと。 

住民自治 

・政治学用語の一つで、地方自治が行われる際に、住

民参加で行われる形式のこと。団体自治と相対され、

地方行政が当該地域住民の意思に依拠して処理され

る。 

授産製品 

・障がい者が、地域において一般企業等への就労等自

立した生活を営めるよう、障がい者施設・地域共同

作業所において行った作業訓練の一環として制作し

た製品のこと。 

循環型社会 

・天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる

限り低減される社会のこと。 

小規模保育事業所 

・おもに０～２歳児を対象として定員６～19 人の少

人数で行われる保育サービスを行う事業所のこと。 

消費者安全確保地域協議会 

・地域において、認知症高齢者や障がい者等の「配慮

を要する消費者」を見守るためのネットワークのこ

と。消費者安全法に基づき設置される。 

常備消防 

・市町村等に設置された消防本部及び消防署のこと。

専任の職員が勤務している。 

情報公開制度 

・行政機関が保有する情報（公文書）を請求により公

開（開示）する制度のこと。 

消防水利 

・消防用の水の供給設備の総称のこと。主に「消火栓」

や「防火水槽」などがある。 

初期救急 

・入院の必要がなく帰宅可能な軽症患者に対して行う

救急医療のこと。第一次救急ともいう。 

新エネ・省エネ・創エネ 

・新エネルギー：再生可能エネルギーのうち、その普

及のために支援を必要とするエネルギーのこと。 

・省エネルギー：石油や石炭、天然ガスなど、限りあ

るエネルギー資源がなくなってしまうことを防ぐた

め、エネルギーを効率よく使うこと。 

・創エネルギー：太陽光から電気を創り出す「太陽光

発電システム」や、電気化学反応によって燃料の化

学エネルギーから電力や熱エネルギーを創り出す

「燃料電池」等で、自治体・企業・一般家庭におい

て、自ら積極的にエネルギーを創り出すこと。 

人権教育 

・自他ともに人権を尊重し、実現・擁護するために必

要な知識・技能・態度を育む総合的な教育活動のこ

と。 

人工知能（ＡＩ） 

・コンピュータがデータを分析し、推論（知識を基に、

新しい結論を得ること）や判断、最適化提案、課題

定義や解決、学習（情報から将来使えそうな知識を

見つけること）などを行う人間の知的能力を模倣す

る技術のこと。Artificial Intelligence の略。 

人生 100 年時代 

・平均寿命の伸びにより、100 歳まで生きるのが当た

り前になる時代がくるという考え方のこと。英国の

リンダ・グラットン教授が著書「LIFE SHIFT（ラ

イフ・シフト）」で提唱したのをきっかけに、長寿時

代に向けて従来の社会制度や人生設計を見直そうと

いう動きが広まった。日本では、政府主導で平成 29

年９月に「人生 100 年時代構想会議」が始動し、教

育の無償化や高齢者の雇用拡大などが検討されてい

る。 

浸透桝 

・雨水排水において集水した地上の雨水を地下に浸透

させる機能をもつ桝のこと。洪水や雨水管への濁流

の流入の防止や、地下水の涵かん養等の効果がある。 

森林環境譲与税 

・平成 31 年４月１日から施行された森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年３月 29

日法律第３号）に基づき、市町村においては、間伐

等や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普

及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」

に充てる税のこと。 

 

す 

スクールソーシャルワーカー 

・児童・生徒が抱えるいじめ、不登校、虐待などの問

題に対し、教育と福祉の専門知識を活かして支援す

る専門職のこと。スクールカウンセラーが心のケア

が中心であるのに対し、スクールソーシャルワーカ

ーは、児童・生徒を取り巻く環境に働きかける。 

スクラップアンドビルド 

・採算や効率の悪い部門を整理し、新たな部門を設け

ること。  
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スポンジ化 

・都市や市街地などにおいて、小さな敷地単位で空き

地や空き家が時間的・空間的にランダムに発生する

状態のこと。 

 

せ 

生活支援コーディネーター 

・別名「地域支え合い推進員」と言い、高齢者の生活

支援・介護予防の基盤整備を推進するため、地域で

生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向

けたコーディネート機能を果たす人のこと。 

生産年齢人口 

・青壮年人口とも呼ばれる働き盛りの人口のことで、

15 歳以上 65 歳未満の年代のこと。 

成年後見制度 

・高齢者や障がい者のうち認知症や知的障がい、精神

障がいなどにより判断能力が十分でない方が不利益

を被らないように家庭裁判所に申立てを行い、その

方を援助してくれる人を付けてもらう制度のこと。 

生物多様性 

・全ての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、

これらが複合した生態系その他生息又は生育の場の

いかんを問わない。）の間の変異性のこと。種内の多

様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。 

性別役割分担意識 

・「男性は仕事」「女性は家事・育児」「男性は主要な業

務」「女性は補助的業務」といったような固定的な考

え方により男性・女性の役割を分けている意識のこ

と。 

 

そ 

ソーシャルインクルージョン 

・全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、

健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の

構成員として包み支え合うという理念のこと。 

 

 

た 

第一次救急医療 

・入院の必要がなく帰宅可能な軽症患者に対して行う

救急医療のこと。各都道府県で数カ所ずつ設置され

ている休日夜間急患センターや地域の病院や医院が

交替で診療する在宅当番医などによって行なわれる。 

耐塩素生物 

・水道で一般的に滅菌・消毒剤として使用される塩素

に対して耐性を有する病原微生物のこと。代表的な

ものにクリプトスポリジウム、ジアルジアがある。 

滞在型観光 

・一箇所に滞在し、滞在地で静養や体験型を始めとし

たレジャーを楽しむこと、またはそこを拠点に周辺

の観光を楽しむレジャー形態のこと。 

滞在型リフレッシュリゾート地 
・本市南部地区の豊かな自然や景観、芸術文化を活用

し、現代社会での生活におけるストレス等、未病へ

の対応として、自然や文化に触れ、心身を癒すこと

のできる、環境と融合した新しい形態の保養地のこ

と。 

ダイバーシティ 

・性別や人種の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価

値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用する

ことで生産性を高めようとするマネジメントのこと。 

第三次救急医療機関 

・複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者を常時受

け入れ、高度な医療を総合的に提供できるなどの要

件を満たす医療機関のこと。 

第二次救急医療機関 

・主に入院治療を必要とする重症患者への対応を行う

医療機関のこと。 

単独処理浄化槽 

・汚水を処理する浄化槽のうち、し尿だけを処理する

浄化槽のこと。 

多文化共生 

・国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違い

を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域

社会の構成員として共に生きていくこと。 

多様性 

・個人や集団の間に存在する様々な違いのこと。 

男女共同参画社会 

・男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 

 

 

ち 

地域ケア会議 

・多職種の専門職が協働し、高齢者個人に対する支援

の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に進め

ていくために、市町村や地域包括支援センターが開

催する会議体のこと。 

地域包括ケアシステム 

・高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けることができるよう、「医療」「介護」

「予防」「住まい」「生活支援」が一体的に提供され

る体制のこと。 

チームオレンジ 

・認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面

の支援として、市町村がコーディネーターを配置し、

地域において把握した認知症の人の悩みや家族の身

近な生活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心と

した支援者をつなぐ仕組みのこと。 
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治山事業 

・保安林を守り育てることによって、山地災害から住

民の生命・財産を守りながら、緑豊かな生活環境の

保全・形成等をめざす事業のこと。 

地産地消 

・地域で生産した農林水産物などをその地域で消費す

ること。 

知の循環型社会 

・各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社

会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢

献すること。 

地方債残高 

・公共施設や道路、水道、下水道などの整備に充てた

借入金である地方債の残高のこと。市の地方債残高

を市債残高という。 

中層耐火構造住宅 

・火災の拡大を防ぎ避難の安全を確保する防火区画や、

外壁の延焼の恐れのある開口部に防火設備などが設

置された、階数が４～５階の集合住宅のこと。 

 

て 

ディーセント・ワーク 

・権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社

会的保護が与えられる生産的な仕事のこと。同時に、

全ての人が収入を得るのに十分な仕事があること。 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 

・ビッグデータやクラウド、ＩｏＴ、ＡＩ、ＲＰＡな

どを社会に浸透させることで、生活やライフスタイ

ル、そして社会の構造などをより望ましい方向に変

化させていく概念のこと。 

デジタルノマドワーカー 

・ＩＴ技術を活用し、オフィスや特定の場所に縛られ

ず、「ノマド（遊牧民）」のように旅をしながら自由

に働くライフスタイルを送る人のこと。 

デジタルマーケティング 

・動画広告やＳＮＳ広告、ＷＥＢサイト等のデジタル

ツールを活用したマーケティング手法。宣伝やＰＲ

だけでなく、同時に収集される膨大な観光客の行動

データ等を蓄積し、データの活用・分析を行うこと。 

テーマ型ツーリズム 

・アニメの聖地巡礼や農業体験など、特定のテーマに

特化し、地域特性を活かした体験・交流要素を取り

入れている旅行スタイルのこと。 

デマンド型交通 

・電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を

行う公共交通の一つの形態のこと。 

テレワーク 

・ＩＣＴを活用し、オフィスから離れた場所（自宅、

カフェ、サテライトオフィスなど）で働く、時間や

場所に縛られない柔軟な働き方のこと。「Tele（離

れて）」と「Work（働く）」を組み合わせた造語。 

電子決裁 
・企業や行政の決裁処理を、電子文書を用いて行う方

法のこと。文書の閲覧や押印なども全てコンピュー

タで行えることから決裁の手間や紙のコストを削減

できるメリットがある。 

電子商取引 

・インターネットなどの電子的な手段を用いて行われ

る商品の売買やサービスの契約全般のこと。 

 

 

と 

同報無線設備 

・市町村から住民へ速やかに広く知らせたい情報を放

送する同報無線（市町村防災行政無線）放送のため

の設備のこと。 

同僚性 

・同僚が互いに支え合い、高め合っていく協働的な関

係のこと。教育の分野では、同僚同士が授業を見合

い、それぞれの知識や経験を行き来させながら、相

互に授業力を高めていけるような関係やあり方。 

特殊詐欺 

・オレオレ詐欺・預貯金詐欺・架空料金請求詐欺・融

資保証金詐欺・還付金詐欺・金融商品詐欺・ギャン

ブル詐欺・交際あっせん詐欺・その他の特殊詐欺・

キャッシュカード詐欺盗の 10 類型の総称のこと。 

都市機能誘導区域 

・立地適正化計画に定める区域で、医療・福祉・商業

等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し

集約することにより、これらの各種サービスの効率

的な提供を図る区域のこと。 

トップセールス 

・社長や行政府の首長などの組織の首脳が、自ら宣伝

マンとなって売り込むこと。 

 

 

な 

内部統制 

・組織内部において違法行為や不正、ミス等の発生を

防ぎ、業務を適正に遂行していくための体制や仕組

みを構築すること。 

 

 

に 

二地域居住 

・都市部と地方部に２つの拠点をもち、定期的に地方

部でのんびり過ごしたり、仕事をしたりする新しい

ライフスタイルのこと。 

ニュースポーツ 

・だれでも、どこでも、いつでも気軽に楽しめること

を目的として、新しく考案、紹介されたスポーツの

こと。技術やルールを比較的簡単にしている。 
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認知症サポーター 

・認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職

域で、認知症の人や家族に対してできる範囲で手助

けをする人のこと。 

認定こども園 

・幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持ち、教育・保

育を一体的に行う施設のこと。地域の実情や保護者

のニーズに応じて、幼保連携型、幼稚園型、保育園

型、地方裁量型に分かれる基準を満たす施設は､都道

府県等から認定を受けることができる。 

 

 

の 

農地中間管理事業 

・地域内で分散し、錯綜した農地利用を整理し、担い

手ごとに集約化する必要がある場合や耕作放棄地等

について農地中間管理機構が借り受け、必要な場合

には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手がまと

まりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸付

ける事業のこと。 

 

 

は 

ハザードマップ 

・災害時被害等を予測した地図のこと。 

パブリックコメント 

・市の計画や条例の策定に当たり、案の段階で市民に

公表し、意見や要望などを募集し、寄せられた意見

等を考慮しながら意思決定するとともに、意見等に

対する市の考え方も合わせて公表していく一連の手

続のこと。 

バリアフリー教育 

・障がいの有無、国籍、言語、性別、年齢、家庭環境

などにかかわらず、すべての人が学びに参加できる

よう、教育上の「障壁（バリア）」を取り除く考え方・

取組のこと。 

 

 

ひ 

ピカッと作戦 

・「明るく・目立て・光れ」をキャッチフレーズとして

「自発光式等の反射材用品」の活用及び「早めのラ

イトオン」と「ハイビームの効果的活用」の実践の

定着を図るために展開している静岡県民総ぐるみの

交通安全対策のこと。 

ビッグデータ 

・利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内

のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに組

み込まれたＧＰＳ（全地球測位システム）から発生

する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデー

タなど、ボリュームが膨大であるとともに構造が複

雑であるが、分析することで新たな価値を生み出す

可能性があるデータ群のこと。 

避難行動要支援者 

・高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、災害が発生、

又は発生のおそれがある場合に自ら避難することが

困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保

を図るため特に支援を要する者のこと。 

標準化死亡比（ＳＭＲ） 

・地域間の年齢構成の格差を補正するための指標のこ

と。静岡県を 100 とした場合、死亡が多いほど高

くなる。 

病診連携 

・病院と診療所がそれぞれの役割、機能を分担し、お

互いに連携しながら、より効率的、効果的な医療を

提供すること。 

 

ふ 

ブランディング 

・独自のブランドを確立することで他社との差別化を

はかり、自社の価値向上や顧客が抱くイメージと一

致させる取組のこと。 

プレスリリース 

・官庁・企業・団体などが広報のために、報道関係者

に向けてする発表。また、そのために配布する印刷

物のこと。 

 

ほ 

法定雇用率 

・障がい者の雇用の場を確保するため、常用労働者の

数に対する一定割合（＝障がい者雇用率）を設定し、

障がいのある人の雇用義務を事業主に課す制度であ

り、その雇用率のこと。 

訪問型・通所型サービス 

・要介護状態に至らない、生活機能に低下が見られる

高齢者を対象に提供するサービスのこと。訪問型サ

ービスは在宅での生活援助や保健・医療の専門職に

よる相談指導等を提供する形態で、通所型サービス

は通いの場での運動やレクリエーション、保健・医

療の専門職による機能向上のための指導を提供する

形態のこと。 

保健指導 

・生活習慣病等の予防のため健康リスクに応じて、生

活習慣の改善を支援し、行動変容を促すこと。 

ポータルサイト 

・Ｗｅｂページにアクセスする際、最初に訪問するホ

ームページのこと。ポータル（portal）は、玄関、

入り口という意味。 

 

ま 

マイクロツーリズム 

・自宅から１時間から２時間圏内の地元又は近隣への

宿泊観光や日帰り観光のこと。 
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み 

民営水道 

・民間事業者によって管理される水道のこと。人口減

少による水道料金収入の減少や施設の老朽化、水道

職員減少等の様々な課題解消のため、平成 26 年に

自治体が浄水場や水道管などの施設の所有権を持っ

たまま民間企業に運営権を売却する「コンセッショ

ン方式」が盛り込まれた水道法民営化法案が可決さ

れている。 

民生委員（民生委員・児童委員） 

・厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、

地域を見守り、地域住民の身近な相談相手となり、

専門機関へのつなぎ役として、関係機関・団体と連

携し、地域福祉のためにボランティアで活動をする

者のこと。児童福祉法に定める児童委員を兼ねてい

る。 

 

 

も 

目的指向型行政運営 

・将来像を実現するための目標とその達成状況を表す

成果指標を定め、その評価結果を次の施策等に反映

する行政システムのこと。 

モビリティ・マネジメント 

・地域や都市において、人の移動を、過度に自動車に

頼る状態から、公共交通や徒歩などを含めた多様な

交通手段を適度に利用する状態へと少しずつ変えて

いく取組のこと。 

 

 

ゆ 

有害鳥獣 

・農作物に被害を与えるなど人間の生活に対し何らか

の害を及ぼす鳥獣のこと。近年、人間環境へ適応し

てきた野生生物や外来生物などが身近に害をもたら

すようになり、大きな社会問題になっている。 

遊休農地 

・１年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作され

る見込みが無い農地、あるいは、周辺地域の農地と

比較して、利用の程度が著しく劣っている農地のこ

と。 

有収水量 

・料金収入につながった水量のこと。 

ユニバーサルデザイン 

・「誰もが一人の人間として尊重され、自分の意志に基

づき活動し、生活する権利を有している」ことを基

本として、お年寄りも若い人も、障がいのある人も

ない人も、男性も女性も、外国人も全ての人が暮ら

しやすいように、人づくり、まちづくり、ものづく

りなどを行っていこうとする考え方のこと。 

用途地域 

・良好な市街地環境の形成や、都市における居住・商

業・工業などの適正な配置による機能的な都市活動

の確保を目的として、建築物の用途・容積率・建ぺ

い率・高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規

制の制度のこと。 

用途廃止 

・特定の目的などに使われていた行政財産を、その目

的に使う必要がないものと認めてその用途を廃止し、

普通財産（行政目的でない財産）にする手続のこと。 

幼・保一元化 

・少子化の進行、育児サービスの多様化に伴って生じ

ている幼稚園と保育所の抱える問題点を解決するた

め、幼稚園と保育所の一元化を図ろうとする政策の

こと。 

 

 

ら 

ライフコースアプローチ 

・人の健康や疾病リスクを、胎児期から乳幼児期、児

童期、成人期、老年期まで、生涯（ライフコース）

全体を一連の流れとして捉え、各ライフステージに

応じた継続的な支援や予防策を講じる考え方のこと。 

ライフステージ 

・人の一生を年齢やライフイベント（就学、就職、結

婚、出産、子育て、退職など）で区切った節目ごと

の段階のこと。 

ライフライン 

・生活・生命を維持するために必要な水道・電気・ガ

ス・通信などのネットワークシステムのこと。災害

などでこれらの機能が停止することは市民生活に大

きな支障となる。 

 

 

り 

陸域生態系 

・陸域生態系とは、自然生態系と人工生態系の二つの

総称のこと。自然生態系は、森林や草原といった自

然界に存在する生態系のことを指し、人工生態系は、

耕作地や都市の園緑地などの自然界には存在してい

ない人工的な生態系のことを指す。 

療育 

・発達の遅れや発達障害のある子どもに対して、子ど

もの特性にあった支援計画を実施することにより、

子どもの発達と自立及び社会参加をサポートしてい

く取組のこと。 

立地適正化計画 

・今後の人口減少や少子高齢化などの社会状況の変化

に対し、医療・福祉・商業施設や居住などを駅周辺

や中心市街地に誘導・維持することにより、一定の

人口密度を維持していく集約型の都市構造に転換を

図り、効率的で持続可能なまちづくりを推進してい

くための計画のこと。  
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リノベーション 

・中古の建物に大規模な改修を加え、間取りや設備、

性能などを刷新して新たな価値や機能を生み出し、

現代のライフスタイルに合わせて住まいや店舗をグ

レードアップすること。 

臨時財政対策債 

・国から地方公共団体に交付する地方交付税の原資が

足りない際に不足分の一部を地方公共団体が借り入

れする地方債のこと。 

 

れ 

レジリエント 

・防災や環境分野で、想定外の事態に対し社会や組織

が機能を速やかに回復する強靱さがあること。一般

的に「復元力、回復力、弾力」などと訳される。 

 

ろ 

老年人口 

・人口統計で、65 歳以上の人口のこと。 

ロケツーリズム 

・映画・ドラマのロケ地を訪れ、風景と食を堪能し、

人々のおもてなしに触れ、その地域のファンになっ

てもらう観光のこと。 

ロマンス詐欺 

・主にインターネット上の交流サイトなどで知り合っ

た相手を言葉巧みに騙して、恋人や結婚相手になっ

たかのように振る舞い、金銭を送金させる特殊詐欺

の一種。 

 

わ 

ワークライフバランス 

・「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動

といった「仕事以外の生活」との調和を取り、その

両方を充実させる働き方、生き方のこと。 

ワーケーション 

・「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、

観光地やリゾート地でテレワークを活用して、働き

ながら休暇をとる過ごし方のこと。在宅勤務やレン

タルオフィスでのテレワークとは区別される。 

ワンストップ窓口 

・申請や届出などの際に、行政の組織に合わせて窓口

を渡り歩くのではなく、ある程度の業務を集約した

一つの窓口だけで用務を済ませることができる窓口

サービスのこと。 

 

Ｃ 

COVID-19 

・coronavirus disease2019 の略（新型コロナウ

イルス感染症）であり、2019 年末から世界的に感

染が拡大した感染性呼吸器疾患のこと。 

 

 

Ｄ 

ＤＶ 

・ドメスティックバイオレンスの略。配偶者、パート

ナー等からの暴力のこと。 

 

Ｇ 

ＧＩＧＡスクール構想 

・2019 年（令和元年）に開始された、全国の児童・

生徒1人に1台のコンピュータと高速ネットワーク

を整備する文部科学省の取組のこと。 

 

Ｉ 

ＩＣＴ 

・ 情 報 通 信 技 術 （ Information and 

Communication Technology）のこと。 

ＩｏＴ 

・Internet of Things の略で、様々な「モノ」がイ

ンターネットに接続されることで、それぞれのモノ

から個別の情報を取得でき、その情報を元に最適な

方法でそのモノを制御できるという仕組みのこと。 

 

Ｋ 

ＫＰＩ 

・Key Performance Indicator の略で成果指標の

こと。 

 

Ｌ 

ＬＧＢＴ 

・レズビアン（Ｌ）ゲイ（Ｇ）バイセクシュアル（Ｂ）

トランスジェンダー（Ｔ）などの性的マイノリティ

の総称。近年ではより多様な人々を含む「ＬＧＢＴ

Ｑ」や、誰もが持つ属性として「ＳＯＧＩ（ソジ）」

という言葉も使われている。 

 

Ｎ 

ＮＰＯ 

・Non Profit Organization の略。様々な社会貢献

活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配するこ

とを目的としない団体のこと。非営利組織。 

 

Ｐ 

ＰＶ数 

・Page View（ページビュー）の略。ＰＶは、インタ

ーネットにおけるＷＥＢページのアクセスを数える

単位のこと。ＷＥＢページ（HTML ファイル）１ペ

ージ表示で１ＰＶ（ページビュー）となる。 

ＰＤＣＡマネジメントサイクル 

・総合計画に即して資源配分を行い（Plan：計画）、

各部門が着実に取組を実施（Do：実行）、進捗状況

を管理し（Check：評価）、その状況に応じて配分

を見直す（Action：改善）システムのこと。 
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Ｒ 

ＲＰＡ 

・Robotic Process Automation の略。デスクワ

ーク(主に定型作業)をソフトウェアのロボットが代

行・自動化する概念のこと。 

 

 

Ｓ 

ＳＤＧｓ 

・Sustainable Development Goals の略で、持

続可能な開発目標（SDGs）のこと。2015 年９月

の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標の

こと。17 のゴールと 169 のターゲットから構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って

いる。 

ＳＮＳ 

・Social Networking Service（ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス）の略で、インターネット

上でユーザー同士がプロフィールを作成し、文章・

写真・動画などを投稿・共有しながら交流するサー

ビスのこと。 

Society 5.0 

・サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実

空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発

展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

（Society）のこと。情報社会（Society4.0）に

続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基

本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿と

して初めて提唱された。 

 

 

Ｕ 

ＵＩターン 

・ＵターンとⅠターンのこと。Ｕターンとは、生まれ

育った出身地から進学・就職など何らかの理由で別

の居住地に移った後、再び故郷に戻ること。Ｉター

ンとは、出身地以外の場所に移住して働くこと。 

 

 

５ 

５類感染症 

・感染症法に基づく分類の一つ。危険性の度合いに応

じて高い方から１〜５類に分け、発生時に政府や自

治体がとることのできる措置を疾病のリスクに応じ

て定めている。新型コロナウイルス感染症は、2023

年５月から２類から５類に変更された。 

 

 

６ 

６次産業化 

・生産（１次）のみにとどまらず、農産物加工や食品

製造（２次）、卸・小売、情報サービス、観光（３次）

分野にまで経営を発展させる農業経営の新しい展開

方法のこと。「１次産業×２次産業×３次産業＝６次

産業」という考え方による。 

６Ｒ県民運動 

・静岡県が推進している海洋プラスチックごみを減ら

すための運動で、従来の Reduce（リデュース）、

Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の３

Ｒに、新たに３つのＲ、Refuse（リフューズ）、

Return（リターン）、Recover（リカバー）を加え

たもの。６Ｒの意味は次のとおり。 

Refuse ：レジ袋・使い捨てスプーン・過剰な包

装等は断る など 

Return ：店頭回収を利用する、外出時のごみを

持ち帰る など 

Recover ：清掃活動に参加する、落ちているごみ

を拾う など 

Reduce ：マイバッグを常に持ち歩く、マイボト

ルを持つ など 

Reuse ：詰め替え容器を使う、クリーニングハ

ンガーを店に戻す など 

Recycle ：市町のルールに従って分別する、資源

回収に出す など 
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